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資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
も
、
生
産
活
動
は
分
業
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
生
産
者
た
る
企
業
は
自
己
の
生

産
物
を
他
の
生
産
者
の
生
産
物
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
必
要
を
満
た
し
て
い
く
。



単
純
か
つ
図
式
的
に
表
現
す
れ
ば
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
交
換
は
市
場
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
そ
の
際
に
契
約
と
い
う
法
技

術
が
用
い
ら
れ
る
。
ソ
連
型
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
交
換
は
原
則
と
し
て
国
家
中
央
計
画
当
局
の
定
め
る
計
画
に
基
づ
い
て
な

さ
れ
る
が
、
計
画
だ
け
で
全
て
の
交
換
関
係
を
規
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
中
央
当
局
の
定
め
る
計
画
化
行
為
の
他
に
、
こ
れ
を
具
体
化
す

る
た
め
に
企
業
間
で
契
約
が
締
結
さ
れ
る
。

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

こ
れ
に
対
し
、
独
自
の
'
自
主
管
理
社
会
主
義
を
標
梼
す
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
は
、
市
場
経
済
お
よ
び
計
画
経
済
と
い
う
こ
つ
の
経
済
体
制

を
と
も
に
原
則
的
に
は
否
定
し
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
第
三
の
道
を
歩
も
う
と
し
て
き
た
。
こ
の
第
三
の
道
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の

経
済
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
協
議
経
済
号
想

g
z
s
o
w
g。ョロ
r
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
協
議
経
済
体
制
下
で
は
、
経
済
関
係
を
規
制
す

る
の
は
国
家
機
関
で
も
市
場
で
も
な
く
経
済
主
体
自
身
で
あ
り
、
彼
ら
が
協
議
で
相
互
の
関
係
を
定
め
る
と
さ
れ
る
。
複
数
の
経
済
主
体
が

相
互
の
経
済
関
係
を
自
分
た
ち
の
協
議
に
よ
っ
て
定
め
る
と
い
う
点
だ
け
を
と
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
市
場
経
済
の
も
と
で
認
め
ら
れ
る
私

的
自
治
の
原
則
と
何
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
協
議
経
済
下
の
企
業
は
、
連
帯
の
精
神
を
も
っ
て
他
の
企
業
と
取
引
を
行

い
、
自
己
の
利
益
の
み
な
ら
ず
取
引
相
手
な
ら
び
に
社
会
全
体
の
利
益
を
考
慮
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
自

己
の
利
益
追
求
の
優
先
を
認
め
る
市
場
経
済
と
は
異
な
る
、
と
い
う
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
は
、
中
央
集
権
的
国
家
計
画
が
、

企
業
の
意
思
を
全
く
、
な
い
し
は
ほ
と
ん
ど
わ
ず
か
し
か
反
映
せ
ず
に
企
業
活
動
の
大
筋
を
決
め
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
そ
の
点
で
い
わ

ゆ
る
ソ
連
型
計
画
経
済
と
も
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
経
済
建
設
あ
る
い
は
広
く
社
会
主
義
建
設
の
根
本
を
な
す
右
の
よ
う
な
基
本
理
念
は
、

義
像
を
形
作
る
「
連
合
体
構
想
」
と
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
、

当
な
社
会
主
義
へ
の
道
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
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ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
正

歴
史
的
に
は
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
経
済
体
制
は
、
極
め
て
集
権
的
な
ソ
連
型
の
計
画
経
済
も
、

か
な
り
自
由
な
市
場
経
済
も
と
も
に
経



説

験
し
て
お
り
、
現
在
の
自
主
管
理
経
済
体
制
は
こ
の
両
経
済
体
制
の
否
定
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
市
場
経
済
も
計
画
経
済
も
純
粋
な
形
で
は
ど
こ
に
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
支
配

的
な
経
済
規
制
方
法
が
市
場
ま
た
は
計
画
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
市
場
経
済
に
お
い
て
も
、
当
事
者
が
何
の
制
約
も

な
く
全
く
自
由
に
相
互
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
経
済
活
動
を
行
え
る
よ
う
な
時
代
は
は
る
か
か
な
た
に
過
ぎ
去
り
、
現
在
で
は
各
種
の
経
済

立
法
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
的
・
司
法
的
な
国
家
介
入
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
企
業
活
動
に
及
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
計
画

経
済
に
お
い
て
も
、
経
済
成
長
の
行
き
づ
ま
り
を
打
破
し
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
市
場
経
済
の
要
素
を
計
画
経
済
に
導
入
し
よ
う

と
い
う
経
済
改
革
の
動
き
が
各
国
に
広
ま
っ
て
お
り
、
計
画
と
市
場
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
が
計
画
経
済
の
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

同
様
に
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
協
議
経
済
に
お
い
て
も
、
経
済
主
体
が
相
互
の
経
済
関
係
を
全
て
協
議
に
よ
っ
て
規
制
で
き
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
関
係
の
規
制
者
と
し
て
市
場
お
よ
び
国
家
(
行
政
)
が
登
場
す
る
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

支
配
的
な
規
制
方
法
と
し
て
あ
く
ま
で
も
協
議
す
な
わ
ち
自
主
管
理
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
協
議
経
済
と
古
典
的

論

な
二
つ
の
経
済
規
制
方
法
(
市
場
お
よ
び
計
画
)
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
も
経
済
運
営
に
お
い
て
計
画
が
作
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
は
党
や
中
央
政
府
が
上
か
ら
各
企
業
に
押
し
付

け
る
「
国
家
計
画
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
突
合
せ
方
式
」
に
よ
っ
て
当
事
者
が
作
り
上
げ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
各
経
済
主

体
や
行
政
機
関
が
相
互
の
「
協
議
」
に
よ
り
計
画
を
作
成
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
協
議
経
済

に
も
計
画
の
要
素
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
ソ
連
型
の
計
画
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
計
画
は
協
議
経
済
の
一
構
成
部
分
で

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
協
議
と
対
等
・
同
列
の
規
制
技
術
と
し
て
計
画
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
協
議
経

済
に
は
ソ
連
型
の
計
画
は
無
縁
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
は
、
協
議
と
計
画
の
関
係
を
特
に
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。

し
か
し
、
市
場
と
の
関
係
に
な
る
と
、
協
議
と
市
場
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
経
済
を
動
か
す
装
置
と
し
て
は
対
等
・
同
列
の
も
の
と
い
っ
て

北法39(1・4)4



よ
く
、
市
場
経
済
が
現
在
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
経
済
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
は
極
め
て
大
き
い
。
む
し
ろ
、
市
場
原
理
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
る
経
済
活
動
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
よ
り
重
要
で
あ
る
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
の

と
こ
ろ
は
協
議
経
済
と
市
場
経
済
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
併
存
し
て
い
る
。

従
っ
て
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
企
業
間
取
引
を
支
え
る
基
本
原
理
と
し
て
は
ソ
連
型
の
計
画
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
な
く
、
協
議
原
理

と
市
場
原
理
を
考
察
の
対
象
に
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
も
、
生
産
者
た
る
企
業
は
、
生
産
と
消
費
に
必
要
な
物
質
的
財
貨
を
全
て
自
ら
生
産
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

特
定
の
種
類
の
使
用
価
値
だ
け
を
生
産
す
る
。
企
業
が
自
己
の
必
要
を
満
た
す
た
め
に
は
、
生
産
し
た
使
用
価
値
を
他
の
生
産
者
か
最
終
消

費
者
に
引
渡
し
て
一
定
の
対
価
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
企
業
の
成
員
た
る
労
働
者
に
よ
る
共
同
の
労
働
生
産
物
は
、
商

品
交
換
の
媒
介
で
価
値
と
し
て
証
明
さ
れ
、
商
品
と
な
る
。
か
く
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
も
、
企
業
は
商
品
生
産
者
と
て
活
動

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
市
場
原
理
が
登
場
す
る
理
由
が
あ
る
。

今
日
で
は
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
社
会
主
義
国
で
、
多
少
の
差
は
あ
れ
、
商
品

1
貨
幣
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

ソ
連
そ
の
他
の
社
会
主
義
国
で
は
、
経
済
の
計
画
的
性
格
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
を
商
品
生
産
に
対
立
さ
せ
て
い
る
に
も

は
否
定
で
き
な
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
経
済
は
商
品
的
性
格
を
持
ち
、
物
質
的
富
は
商
品
形
態
で
生
産
さ
れ
て
い
る
。
社
会
主
義
的
生
産
関
係
の
も
と
で
も
、
「
企
業

は
、
一
定
の
意
味
で
固
有
の
利
益
(
企
業
利
益
)
の
担
い
手
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
り
多
く
の
利
潤
(
企
業
成
績
)
の
獲
得
を
目
指
し
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
相
互
に
一
定
の
競
争
関
係
に
立
つ
L

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
構
造
は
、
全
社
会
的
規
模
で
の
生
産
・
分
配
・
消
費

の
計
画
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
企
業
の
利
害
か
ら
独
立
し
た
国
家
が
法
的
強
制
力
を
持
っ
た
計
画

を
作
成
し
て
そ
れ
を
企
業
に
押
し
付
け
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
原
理
的
に
認
め
て
い
な
い
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
経
済
に
あ
っ
て
は
、
経
済
の
商

品
生
産
的
性
格
、
企
業
の
商
品
生
産
者
的
性
格
は
、
他
の
社
会
主
義
国
よ
り
も
一
段
と
強
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ソ
連
で
は
、
企
業
の
商

北法39(1・5)5



説

品
生
産
者
性
を
国
家
計
画
に
よ
り
規
制
し
よ
う
と
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、

し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
こ
れ
を
「
協
議
」
に
よ
っ
て
修
正
・
調
整

論

市
場
経
済
と
協
議
経
済
の
併
存
と
い
う
こ
と
を
、
取
引
に
即
し
て
よ
り
具
体
的
に
表
現
す
れ
ば
、
契
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
取
引
と
契

約
以
外
の
法
技
術
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
取
引
と
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
法
技
術
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
「
自

主
管
理
協
定
」
(
以
下
、
単
に
「
協
定
」
と
す
る
)
と
呼
ぶ
。
従
っ
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
、
契
約
に
よ
る
取
引
と
協
定
に
よ
る
取
引

が
共
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

契
約
に
よ
る
取
引
は
契
約
当
事
者
の
合
意
な
ら
び
に
債
務
関
係
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
取
引
の
当
事
者
た
る
企
業
が
自
ら
使
用
・
処
分

す
る
生
産
手
段
や
生
産
物
に
対
し
て
所
有
権
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
企
業
と
資
本
主
義
経
済
下
の
企
業
と
は
決
定

的
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
商
品
生
産
者
と
し
て
商
品
を
生
産
し
、
こ
れ
を
市
場
で
貨
幣
と
交
換
し
て
所
得
を
得
る
と
い
う
点
で
両
者
に
は
何

の
違
い
も
な
い
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
も
、
企
業
は
自
己
の
判
断
に
よ
り
自
由
に
取
引
の
相
手
方
を
選
び
、
自
由
に
取
引
内
容
を
決
定
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
自
己
の
管
理
す
る
資
産
を
自
由
に
処
分
す
る
。
資
本
主
義
法
同
様
、
国
家
機
関
等
の
第
三
者
が
取
引
へ
介
入
す
る
こ
と
は

原
則
と
し
て
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
治

(
1自
主
管
理
)
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
規
制
す
る
法
技
術
が
契
約
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
法
に
お
け
る
契
約
は
、
こ
れ
を
資
本
主
義
法
に
お
け
る
契
約
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
に
対
し
、
協
定
に
よ
る
取
引
と
は
ど
の
よ
う
な
形
態
の
取
引
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

消
極
的
な
定
義
を
す
れ
ば
、
協
定
取
引
と
は
市
場
で
の
交
換
に
よ
ら
ず
に
行
わ
れ
る
取
引
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
用
語
で
は
、
こ

れ
を
「
労
働
と
資
産
の
連
合
に
基
づ
く
共
同
事
業
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
、
契
約
取
引
と
並
ん
で
、
こ
の
共
同
事
業
が

企
業
の
所
得
獲
得
方
法
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
固
有
の
所
得
獲
得
形
態
で
あ
り
、
資
本
主
義
の
法
制
度
に

は
な
じ
み
が
な
い
。
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
と
い
う
概
念
が
い
か
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
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で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
単
に
共
同
事
業
と
い
う
だ
け
な
ら
組
合
や
共
同
企
業
体
の
よ
う
に
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
も

そ
れ
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
共
同
事
業
と
を
区
別
す
る
指
標
が
、
市
場
交
換
と
は
異
な
る
「
労
働
と
資
産

ご
く
あ
り
ふ
れ
た
形
態
で
あ
り
、

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

の
連
合
」
に
基
づ
く
と
い
う
限
定
調
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
労
働
と
資
産
の
連
合
L

と
は
、
ご
く
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
労
働
者
が
自
己
の
労
働
と
生
産
手
段
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
、

手
段
を
用
い
て
労
働
者
が
働
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
以
外
の
国
で
も
労
働
者
は
常
に
な
ん
ら
か
の
生
産
手
段
を

用
い
て
働
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
は
何
ら
特
別
な
意
義
は
持
た
な
い
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け

る
「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
を
他
の
国
の
労
働
形
態
か
ら
区
別
す
る
根
本
的
相
違
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
生
産
手
段
が
、
私
的
所
有
と
も

つ
ま
り
、
生
産

国
家
的
所
有
と
も
異
な
る
「
社
会
的
所
有
」
の
客
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者
の
用
い
る
生
産
手
段
が
誰
の
物

(
誰
の
排
他
的
所
有
に
も
属
さ
な
い
)
た
め
、
資
本
家
に
し
ろ
国
家
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
特
定
の
労
働
者
集
団
に
し
ろ
、
生
産
手

で
も
な
い

段
の
所
有
者
と
し
て
登
場
す
る
者
は
な
く
、
従
っ
て
労
働
者
を
搾
取
す
る
者
は
お
ら
ず
、
労
働
の
全
て
の
成
果
を
労
働
者
全
体
が
手
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
、
労
働
者
は
生
活
に
必
要
な
物
質
的
手
段
(
消
費
手
段
)
を
労
働
に
よ
り
確
保
す
る
た
め
に
生
産
手
段
と
結
合

す
る
方
法
を
お
の
お
の
探
し
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
機
械
制
生
産
の
行
わ
れ
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
生
産
手
段
は
、
か
な
り
多

数
の
労
働
者
が
共
同
で
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
者
は
他
の
労
働
者
と
と
も
に
一
定
の
生
産
単
位
を
形
成

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
一
定
の
生
産
単
位
に
連
合
す
る
こ
と
を
客
観
的
に
強
制
さ
れ
る
。
各
労
働
者
の
寸
労
働
」
と
社
会
の
有
す
る
「
資
産
」

が
生
産
単
位
に
お
い
て
「
連
合
」
(
結
合
)
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
産
単
位
の
う
ち
で
も
っ
と
も
基
本
と
な
る
最
小
の
単
位
が
連
合
労
働

基
礎
組
織

(
O
O
U
R
)
と
呼
ば
れ
る
団
体
で
あ
る
。
あ
え
て
乱
暴
な
図
式
を
使
え
ば
、
ひ
と
つ
の
企
業
を
構
成
す
る
各
職
場
が

O
O
U
R

に
当
た
る
と
考
え
れ
ば
、
理
解
が
容
易
に
な
ろ
う
。
こ
の
各
職
場
は
独
立
し
た
法
人
で
あ
り
、
自
由
に
使
用
・
処
分
で
き
る
一
定
の
資
産
を
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自
己
の
管
理
下
に
置
き
、
自
己
の
責
任
財
産
を
も
っ
て
他
の
法
人
・
自
然
人
と
法
律
行
為
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
権
利
主
体
で
あ
る
。
従
っ

て
、
職
場
は
、
取
引
に
参
加
す
る
た
め
の
三
つ
の
法
的
前
提
条
件
、
つ
ま
り
、
①
法
人
格
、
②
処
分
権
、
③
責
任
財
産
、
と
い
う
三
要
件
を

満
た
し
て
い
る
。
企
業
が
通
常
は
い
く
つ
か
の
職
場
か
ら
成
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の

O
O
U
R
が
集
ま
っ
て
労
働
組
織

(
R
O
)
を
構
成

す
る
。
こ
の

R
O
が
、
企
業
に
相
当
す
る
団
体
で
あ
る
。

「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
の
第
一
段
階
は
、
各
職
場
で
労
働
者
が
共
同
で
生
産
手
段
を
用
い
て
労
働
す
る
こ
と
か
ら
開
始
さ
れ
る
。
職
場

に
連
合
し
た
労
働
者
は
、
生
産
手
段
を
共
同
で
管
理
し
、
生
産
・
分
配
・
交
換
・
消
費
の
全
て
の
重
要
問
題
に
つ
い
て
共
同
で
決
定
す
る
。

し
か
し
、
職
場
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
他
の
職
場
と
と
も
に
企
業
の
一
部
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
企
業
内
に
存
在
す
る
各
職
場
ど
う
し
の
関
係
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
て
来
る
。

企
業
内
の
各
職
場
聞
の
関
係
も
「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
第
一
段
階
と
し
て
各
職
場
に
連
合
し
た
労
働
者
が
、

次
に
、
他
の
職
場
の
労
働
者
と
「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
を
行
っ
て
作
ら
れ
る
団
体
が
企
業
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
統
一

的
な
生
産
単
位
で
あ
る
企
業
を
そ
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
内
部
単
位
に
分
割
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
結
合
体
だ
と
構
成
す
る
の
は
、
そ

う
し
な
け
れ
ば
企
業
管
理
層
が
企
業
を
支
配
し
、
労
働
者
の
自
己
決
定
権
が
現
実
に
は
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
政
治
的
判
断
に
よ
っ
て
い

論

る

し
か
し
、
職
場
が
固
有
の
資
産
を
管
理
・
処
分
し
、
他
の
法
主
体
と
取
引
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
法
的
地

位
は
企
業
の
法
的
地
位
と
き
わ
め
て
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
ミ
ニ
企
業
的
な
職
場
が
企
業
の
中
に
い
く
つ
も
形
成
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
企
業
が
そ
の
統
一
性
を
失
な
い
、
い
く
つ
か
の
ミ
ニ
企
業
に
分
割
す
る
傾
向
を
内
に
抱
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
労
働
者
の

自
己
決
定
権
の
確
保
と
い
う
政
治
的
要
請
が
、
統
一
的
経
済
主
体
と
し
て
の
企
業
の
存
在
お
よ
び
活
動
を
脅
か
す
可
能
性
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
職
場
開
で
財
貨
の
移
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
各
職
場
は
独
立
し
た
法
人
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
財
貨
移
動
は
職
場
開
で
な
さ
れ
る
取
引
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
企
業
内
取
引
で
あ
り
、
か
っ
、
職
場
開
取
引
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
取
引
は
、
市
場
原
理
に
基
づ
く
契
約
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
協
議
原
理
に
基
づ
く
協
定
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
こ

の
観
点
か
ら
企
業
活
動
を
眺
め
る
と
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
・
販
売
と
い
っ
た
企
業
の
営
業
活
動
は
、
各
職
場
の
「
労
働
と
資
産
の
連

合
に
基
づ
く
」
共
同
事
業
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
共
同
事
業
の
中
で
、
各
職
場
は
企
業
活
動
に
参
加
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
企
業
所
得

か
ら
応
分
の
分
配
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
企
業
内
の
職
場
間
取
引
が
、
協
定
取
引
の
典
型
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
同
事
業
は
、
企
業
内
の
職
場
開
で
も
行
わ
れ
る
が
、
同
一
企
業
に
属
さ
な
い
職
場
開
で
も
行
わ
れ
る
。
た
と
え
、
別
企
業

に
属
す
る
職
場
ど
う
し
で
も
、
共
同
事
業
を
行
う
際
に
は
あ
た
か
も
閉
じ
企
業
に
属
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
共
通
の
利
益
を
追
及
す
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
そ
の
職
場
間
取
引
は
形
式
的
に
は
企
業
内
取
引
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
企
業
内
取
引
と
全
く
同
じ
利

害
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
法
的
に
規
制
す
る
方
法
も
同
じ
く
な
る
。
つ
ま
り
、
当
事
者
と
な
る
職
場
が
同
一
企
業
に
属

し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
事
業
の
当
事
者
は
協
定
を
締
結
し
て
相
互
の
権
利
義
務
関
係
を
定
め
る
の
で
あ
る
。

共
同
事
業
の
具
体
的
形
態
と
し
て
は
、
①
複
数
の
職
場
が
あ
る
製
品
を
共
同
で
生
産
す
る
事
業
(
共
同
生
産
)
、
②
複
数
の
職
場
が
共
同
で

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
(
共
同
サ
ー
ビ
ス
)
、
③
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
に
携
わ
る
職
場
と
生
産
物
の
卸
売
り
・
貿
易
に
携
わ
る
職
場

と
の
共
同
事
業
(
販
売
生
産
共
同
事
業
)
、
④
一
方
の
職
場
が
資
産
を
出
資
し
他
方
の
職
場
が
こ
れ
を
使
用
し
て
活
動
を
行
う
と
い
う
事
業
(
出

資
共
同
事
業
)
、
の
四
種
類
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
共
同
事
業
を
行
う
際
に
締
結
さ
れ
る
協
定
の
具
体
例
を
提
示
・
分
析
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
規

範
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
作
業
を
始
め
る
(
第
一
章
)
。
か
か
る
作
業
を
通
じ
て
、
取
引
で
用
い
ら
れ
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
独
自
の

協
定
と
い
う
法
技
術
の
内
容
を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
い
で
、
取
引
を
規
制
す
る
も
う
一
つ
の
法
技
術
た
る
契
約
の
規
範

北法39(1・9)9
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構
造
を
第
二
章
で
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
契
約
法
が
資
本
主
義
契
約
法
と
比
べ
て
い
か
な
る
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、

ど
の
程
度
の
共
通
性
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
契
約
の
規
範
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
引
協
定
と
契
約
と
の
構
造
的
な
相
違
を
浮
彫
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

右
に
述
べ
た
ご
と
く
、
法
人
の
行
う
取
引
に
は
、
契
約
に
よ
る
企
業
間
取
引
と
協
定
に
よ
る
企
業
内
取
引
の
二
種
類
あ
る
が
、
両
者
は
相

互
に
全
く
無
関
係
に
併
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
企
業
内
取
引
で
生
産
さ
れ
た
商
品
は
、
最
終
的
に
他
の
企
業
(
ま
た
は
個
人
)
に
売

却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
協
定
取
引
の
結
果
は
、
契
約
取
引
に
引
き
継
が
れ
て
初
め
て
協
定
当
事
者
に
所
得
を
も
た
ら
す
。
協
定
取
引

だ
け
で
は
企
業
の
経
済
活
動
は
完
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
協
定
取
引
の
結
果
た
る
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
誰
か
が
市
場
で
売
却
す

る
こ
と
に
な
る
。
協
定
当
事
者
の
う
ち
の
あ
る
職
場
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
も
あ
る
し
、
企
業
が
職
場
の
た
め
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
協
定
取
引
と
契
約
取
引
と
が
相
互
に
関
連
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

協
定
に
従
っ
て
、
協
定
外
の
者
に
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
売
却
す
る
職
場
・
企
業
に
と
っ
て
、
自
分
は
売
買
関
係
の
当
事
者
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
以
外
の
協
定
当
事
者
は
そ
の
売
買
関
係
の
直
接
の
当
事
者
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
職
場
に
と
っ
て
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
買

主
は
第
三
者
で
あ
り
、
そ
の
取
引
は
第
三
者
と
の
取
引
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
職
場
の
立
場
か
ら
見
て
、
企
業
間
取
引
は
対
第
三
者

論

取
引
と
呼
ば
れ
る
。

第
三
者
が
企
業
と
取
引
を
す
る
場
合
に
は
、
企
業
の
持
つ
資
産
を
信
用
し
て
取
引
関
係
に
入
る
わ
け
だ
が
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
特
殊
性

に
よ
り
、
企
業
で
は
な
く
企
業
内
部
の
職
場
が
資
産
の
処
分
権
者
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
企
業
自
体
は
わ
ず
か
し
か
資
産
を
持
っ
て
い
な
い
。

協
定
当
事
者
の
う
ち
の
あ
る
職
場
が
第
三
者
と
取
引
す
る
場
合
も
、
第
三
者
の
当
て
に
で
き
る
責
任
財
産
が
そ
の
職
場
の
資
産
だ
け
な
ら
、

そ
れ
は
わ
ず
か
な
も
の
で
し
か
な
い
。
第
三
者
の
直
接
の
取
引
相
手
と
な
る
企
業
ま
た
は
職
場
が
自
己
の
債
務
を
履
行
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ

て
第
三
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
そ
の
企
業
(
職
場
)
が
十
分
な
資
産
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
第
三
者
は
非
常
に
不
利
な
立
場
に
置
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か
れ
る
。
第
三
者
が
そ
の
よ
う
な
取
引
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
共
同
事
業
の
各
当
事
者
は
、
自
分
た
ち
と

取
引
し
て
く
れ
る
第
三
者
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
共
同
事
業
の
成
果
た
る
商
品
を
売
る
こ
と
が
で
き
ず
、
事
業
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
第
三
者
の
不
安
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
取
引
を
安
定
化
・
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
契
約
取
引
の
直
接
の
当
事
者

と
な
っ
て
い
な
い
職
場
も
、
直
接
当
事
者
と
な
る
職
場
・
企
業
の
債
務
に
つ
き
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。
従
っ

て
、
対
第
三
者
取
引
に
お
い
て
、
直
接
の
契
約
当
事
者
以
外
の
各
職
場
が
い
か
な
る
責
任
を
負
う
か
と
い
う
問
題
は
、
第
三
者
た
る
相
手
方

企
業
に
と
っ
て
重
大
な
利
害
関
係
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
、
職
場
聞
の
関
係
を
定
め
る
協
定
あ
る
い
は
協
定
取
引
が
、
契
約
取
引
と
密
接
な

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

関
連
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
協
定
取
引
と
契
約
取
引
の
交
錯
と
い
う
問
題
を
第
三
章
で
取
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
企
業
間
取
引
の
全
体
像
を
よ
り
鮮
明
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
資
本
主
義
法
・
ソ
連
型
社
会
主
義
法
の
そ
れ
ぞ

れ
に
お
け
る
企
業
間
取
引
と
比
べ
た
場
合
の
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
取
引
法
の
特
殊
性
と
共
通
性
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
単
に
共
同
事
業
と
い
う
だ
げ
な
ら
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
も
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
形
態
で
あ
る
。
ま
た
、
資
本
主

義
法
に
も
同
じ
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
企
業
間
取
引
、
親
会
社
・
子
会
社
間
の
取
引
の
よ
う
に
、
共
同
の
利
益
を
追
う
企
業
問
で
、
形
式
的
に

は
相
互
に
緊
密
な
関
係
の
な
い
企
業
聞
の
取
引
の
場
合
と
同
じ
く
契
約
を
結
ぶ
が
、
実
際
に
は
訴
訟
を
起
こ
し
て
ま
で
争
う
関
係
に
は
な
い

と
い
う
取
引
も
多
数
存
在
す
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
企
業
内
取
引
は
、
こ
れ
と
は
法
的
構
造
は
異
な
る
が
、
経
済
的
な
状
況
は
類
似
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
協
定
な
ど
と
い
う
特
別
な
法
規
範
を
持
ち
出
さ
ず
に
、
資
本
主
義
法
同
様
、
契
約
で

当
事
者
聞
の
形
式
的
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
に
基
づ
く
取
引
の
場
合
は
、
な
ぜ
契
約
を

用
い
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
そ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
協
定
を
持
ち
出
す
に
は
強
い
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
協
定
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
議
論

そ
こ
か
ら
協
定
取
引
が
必
要
な
理
由
の
一
端
を
探
り
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
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説

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
、
協
定
は
遵
守
さ
れ
な
い
と
い
う
声
が
比
較
的
よ
く
聞
か
れ
る
。
協
議
経
済
が
無
責
任
体
制
の
一
因
で
あ
る
と
も

論

言
わ
れ
て
い
る
。
取
引
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
協
定
を
当
事
者
が
守
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
の
原
因
が
取
引
協
定
そ

の
も
の
の
中
に
潜
ん
で
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
契
約
に
よ
る
取
引
な
ら
ば
当
事
者
は

責
任
を
も
っ
て
自
己
の
債
務
を
履
行
す
る
の
か
。
第
一
章
で
行
う
協
定
の
具
体
的
規
範
構
造
の
分
析
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
問
い

に
解
答
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
経
済
の
中
で
、
協
定
取
引
と
契
約
取
引
は
こ
の
ま
ま
今
の
よ
う
な
形
で
併
存
し
て
い
く
の
か
。
長
期
的
な
経

済
不
振
の
打
開
策
と
し
て
、
協
議
経
済
に
一
定
の
修
正
が
加
え
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。
現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る
連
合
労
働
法
改
正

の
動
き
と
も
か
ら
め
て
、
将
来
の
動
向
に
つ
い
て
何
ら
か
の
見
通
し
を
立
て
て
見
ょ
う
(
以
上
、
第
四
章
)
。

周
知
の
ご
と
く
、
ソ
連
で
は
、
こ
こ
数
年
大
々
的
に
経
済
建
て
直
し
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
動
き
が
他
の
社
会
主
義
諸
国

に
も
波
及
し
つ
つ
あ
る
。
経
済
分
野
に
お
け
る
そ
の
政
策
を
一
言
で
表
現
す
れ
ば
、
計
画
経
済
へ
の
市
場
原
理
の
導
入
と
い
う
こ
と
が
で
き

さ
ら
に
、

ょ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
計
画
と
市
場
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
点
が
、
問
題
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の

目
指
し
て
来
た
道
は
協
議
と
市
場
の
調
和
で
あ
る
か
ら
、
他
の
社
会
主
義
諸
国
の
動
き
と
は
一
線
を
画
し
て
来
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
社
会
主
義
経
済
体
制
下
で
、
企
業
や
そ
こ
で
働
く
労
働
者
に
よ
り
大
き
な
自
主
性
や
権
限
を
与
え
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
問

題
が
生
じ
る
か
、
い
か
な
る
規
制
方
法
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
点
に
関
す
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
経
験
は
、
企

業
に
対
し
こ
れ
か
ら
大
幅
な
権
限
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
ソ
連
そ
の
他
の
社
会
主
義
諸
国
の
試
み
に
と
っ
て
も
、
多
い
に
参
考
に
す
べ
き

も
の
を
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
社
会
主
義
国
に
お
け
る
取
引
法
を
研
究
す
る
こ
と
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
取
引
法
の
研
究
も
、
そ
れ
に
一
定
の
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
十
分
意
味
を
持
つ
。

ま

た

、

一

向

に

出

口

の

見

え

ず

悪

化

す

る

ば

か

り

の

経

済

危

機

に

直

面

し

て

、

協

議

経

済

に

多

く

の

問

題

の

潜

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
も
、

北法39(1・12)12



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
が
一
体
と
な
っ
て
危
機

に
対
処
す
る
た
め
に
、
国
家
(
連
邦
)
の
果
た
す
役
割
を
重
視
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
資
本

主
義
国
で
は
、
経
済
活
動
に
対
す
る
国
家
の
介
入
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
も
の
の
、
市
場
原
理
に
基
づ
く
経
済
活
動
に
対
し
国

家
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
介
入
す
る
傾
向
は
次
第
に
強
く
な
り
、
他
方
、
ソ
連
そ
の
他
の
社
会
主
義
国
で
は
国
家
が
強
力
に
規
制
し
て
来
た
経

済
活
動
か
ら
国
家
の
過
度
の
介
入
を
排
除
し
て
い
こ
う
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
大
き
な
流
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で

共
存
し
て
い
き
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
(
単
数
ま
た
は
複
数
の
)
経
済
体
制
が
最
適
な
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
る
の
か
。
か
か
る
重
要
な

ん
で
い
る
こ
と
が
次
第
に
意
識
さ
れ
始
め
、
市
場
的
要
素
を
さ
ら
に
経
済
に
導
入
す
る
一
方
で
、

ユーゴスラピア取引法における自主管理協定と契約(ー)

問
題
を
考
察
す
る
際
に
、
独
自
の
第
三
の
方
向
を
提
唱
・
実
践
し
て
来
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
選
択
に
い
か
な
る
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る

カ〉

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
は
そ
の
問
題
点
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
来
た
か
、
果
し
て
第
三
の
道
が
ど
れ
だ
け
の
実
現
可
能
性
を
有

し
て
い
る
か
、

と
い
っ
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
問
題
の
ご
く
一
部
に
対
し
、
取
引
法
と
い
う
限
ら
れ
た
角
度
か
ら
、
し
か
も
責
任
の
問
題
を
中
心
と

し
て
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
法
の
研
究
業
績
が
き
わ
め
て
少
な
い
現
状
を
考
慮
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
研
究
に
も
い
く
ば
く
か
の
存
在
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1
)
協
議
経
済
と
い
う
表
現
は
、
市
場
論
者
が
現
行
の
連
合
労
働
体
制
を
非
難
す
る
と
き
に
使
う
用
語
で
、
批
判
さ
れ
て
い
る
側
が
自
分
た
ち
の
肯

定
す
る
経
済
体
制
を
表
現
す
る
と
き
に
用
い
る
用
語
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
が
(
岩
田
昌
征
『
凡
人
た
ち
の
社
会
主
義
』
筑
摩
書
房
・
一
九
八
五

年
三
八
頁
)
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
め
ざ
す
経
済
体
制
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
は
な
か
な
か
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
岩
田
氏
同
様
、
本
稿
で
も
こ

の
雪
国
葉
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

(
2
)
西
村
可
明
『
現
代
社
会
主
義
に
お
け
る
所
有
と
意
思
決
定
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
六
年
)
四
八
頁
以
下
参
照
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
経
済
体
制

は
、
生
産
手
段
の
社
会
的
所
有
に
基
づ
い
て
労
働
者
が
自
由
に
他
の
労
働
者
と
連
合
し
て
ひ
と
つ
の
連
合
体
を
作
り
、
そ
の
連
合
体
が
他
の
連
合
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説
善，0.

日間

体
と
連
合
し
て
さ
ら
に
大
き
な
連
合
体
を
作
り
、
こ
れ
ら
の
連
合
体
が
共
同
計
画
を
作
成
し
て
最
終
的
に
は
全
国
の
生
産
を
調
整
す
る
と
い
う
方

式
を
指
向
し
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
の
「
連
合
体
構
想
」
と
多
く
の
点
で
共
通
す
る
も
の
を
持
つ
(
西
村
・
同
書
五

0
1五
一
頁
参

照
)
。
ま
た
、
市
場
経
済
と
対
立
す
る
概
念
と
し
て
の
協
議
経
済
は
、
工
場
内
の
労
働
者
な
い
し
労
働
者
集
団
の
個
別
的
利
害
が
工
場
全
体
の
共
通

利
害
に
統
合
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
工
場
内
分
業
を
企
業
の
経
済
活
動
全
般
に
拡
大
適
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
を
目
指
し
て
い
る
か

ら
、
マ
ル
ク
ス
が
黙
示
的
に
示
唆
し
た
と
い
わ
れ
る
二
国
一
工
場
構
想
」
と
も
多
く
の
一
致
点
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
(
西
村
・
同
書

五
六

1
五
七
頁
参
照
)
。
も
っ
と
も
、
マ
ル
ク
ス
の
「
一
国
一
工
場
構
想
」
を
実
行
可
能
な
も
の
と
し
て
明
示
的
に
提
案
し
た
レ

l
ニ
ン
の
二
国

一
工
場
構
想
」
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
よ
る
法
的
強
制
力
が
必
要
と
な
り
、
労
働
者
自
主
管
理
が
成
立
す
る
余
地
も
な
く
な
る
と
さ
れ
る
(
西
村
・

同
書
五
九

1
六
O
頁
)
が
、
そ
れ
を
認
め
ず
、
あ
く
ま
で
も
マ
ル
ク
ス
の
古
典
的
な
見
解
に
固
執
し
て
自
己
の
社
会
主
義
体
制
を
作
り
上
げ
よ
う

と
し
て
来
た
と
こ
ろ
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
独
自
性
が
あ
る
。

(
3
)
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
経
済
体
制
お
よ
び
企
業
組
織
法
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
チ
ネ
著
/
熊
田
亨
訳
『
五
つ
の
共
産
主
義
(
上
)
』
(
岩

波
新
書
・
一
九
七
二
年
)
一
七
九
頁
、
岩
田
昌
征
「
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
計
画
思
想
の
歴
史
的
変
遷
」
・
佐
藤
経
明
編
『
ソ
連
・
東
欧
諸

国
の
経
済
改
革
』
(
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
・
一
九
七
三
年
)
一
八

O
頁
、
岩
田
昌
征
『
労
働
者
自
主
管
理
』
(
新
書
版
)
(
紀
伊
国
屋
書
底
・
一
九
七

四
年
)
第
四
章
、
斉
藤
稔
「
現
代
社
会
主
義
と
経
済
改
革
」
・
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
現
代
社
会
主
義
ー
ー
そ
の
多
元
的
諸
相
』
一
九

七
七
年
二
五
七
頁
、
ド
ル
ロ

l
ピ
ッ
チ
著
/
高
屋
定
国
・
山
崎
洋
訳
『
試
練
に
立
つ
自
主
管
理
|
|
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
経
験
|
|
』
(
岩
波
現

代
選
書
・
一
九
八

O
年
)
五
四
頁

1
五
五
頁
、
小
山
洋
司
「
ユ

1
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
銀
行
制
度
の
変
選
」
『
高
知
論
叢
(
社
会
科
学
)
』
第

一
六
号
一
九
八
三
年
一

O
六
頁
、
岩
田
昌
征
『
現
代
社
会
主
義
の
新
地
平
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
八
三
年
)
一
四
三
頁
等
参
照
。

(
4
)
宮
曲
三
宮
〈
巾
門
E
W
L
Mユ
ヨ
邑
ー
σ回
口
開
ハ
O
B
B
E
E
N白
}
向
。
ロ
目
。
。
σ]日間同円一
o
E
g
o与口。曲目
E
Pロ・一
N
p
h
g
m
g
a
L
S
ω
・印門司・邑一一
Z
H
Z
W
N
品・口・

H
由
∞
印

w
m片
岡

J
N
H
・

(
5
)
岩
田
昌
征
「
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
経
済
の
発
展
と
現
状
」
野
々
村
一
雄
編
『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
・
社
会
主
義
経
済
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
六
年
)

八
四
頁
参
照
。

(
6
)
M
・コ

l
ラ
ッ
チ
(
山
崎
洋
訳
)
『
自
主
管
理
の
政
治
経
済
学
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
八
二
年
)
四
一
頁
。

(7)
藤
田
勇
『
社
会
主
義
社
会
論
』
(
東
大
出
版
会
・
一
九
八

O
年
)
六
九
頁
。

(8)
出
血

5
0ロ匂
E
4ロ目的句。
E
Nロ
ヨ
に
は
、
「
自
主
管
理
協
約
」
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
(
例
え
ば
、
カ
ル
デ
リ
著
/
山
崎
洋
・
那
美
子
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訳
『
自
主
管
理
社
会
主
義
と
非
同
盟
|
|
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
挑
戦
|
|
』
大
月
書
庖
・
一
九
七
八
年
二
四
三
頁
)
、
本
稿
で
は
、
よ
り
広
く

用
い
ら
れ
て
い
る
「
自
主
管
理
協
定
」
の
訳
を
取
る
こ
と
に
す
る
。
山
崎
訳
で
は
、
「
協
定
L

の
訳
語
を
、
門
同
吋
ロ
山
守

g
E。
mO〈
。
『
に
あ
た
え
て
、

こ
れ
を
「
社
会
協
定
L

と
訳
し
て
い
る
が
、
混
同
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
骨
乱
守
g
ζ
o
m
o〈
。
円
に
そ
の
よ
う
な
訳
を
与
え
る
こ

と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
は
「
社
会
協
約
」
の
訳
が
ふ
さ
わ
し
い
。
な
お
、
門
町

z
r
4
2日
門
目
。
問
。
〈
。
吋
を
「
社
会
契
約
」
と
訳
す
例
が
見
受
け

ら
れ
る
が
(
例
え
ば
、
日
本
共
産
党
の
『
世
界
政
治
資
料
』
に
お
け
る
連
合
労
働
法
の
邦
訳
)
、
契
約
は
仏
語

0
4
2
で
は
な
く
口
問
。
〈
。
『
で
あ
り
、

母
乱
守
巾
包
括
。
〈
。
司
の
語
が
、
有
名
な
ル
ソ

l
の
『
社
会
契
約
論
』
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
内
町
口
開
門
司
巾
巳
門
目
。
向
。
〈
。
叫
に

は
「
社
会
契
約
L

と
い
う
訳
語
を
当
て
な
い
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
長
砂
賞
氏
は
、
「
社
会
契
約
」
の
訳
を
良
し
と
さ
れ
る
(
長
砂
「
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
社
会
主
義
企
業
」
『
社
会
主
義
企
業
の
構
造
・
講
座
経
営
経
済
学
日
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一
房
・
一
九
八
四
年
所
収
二
二
四
頁
・
注
こ
。

(
9
)
協
定
に
は
、
①
取
引
に
関
す
る
協
定
(
取
引
協
定
)
の
他
に
、
②
企
業
等
の
組
織
構
造
に
関
す
る
協
定
(
企
業
協
定
そ
の
他
の
組
織
協
定
)
お

よ
ぴ
、
③
労
働
・
賃
金
関
係
に
関
す
る
協
定
(
労
働
協
定
)
が
あ
る
。
取
引
以
外
の
問
題
を
規
制
す
る
協
定
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
触
れ
る
。

(
叩
)
企
業
取
引
の
基
本
法
で
あ
る
連
合
労
働
法
に
は
、
ど
の
よ
う
な
取
引
に
対
し
契
約
が
用
い
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
協
定
に
よ
る
取
引
が
行

わ
れ
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
定
め
が
な
い
(
二
四
三
条
参
照
)
。
し
か
し
、
学
説
に
よ
り
、
一
応
の
基
準
は
示
さ
れ
て
い
る
。
社
会
セ
ク
タ
ー
の
法

人
(
こ
れ
を
社
会
法
人
と
呼
ぶ
)
た
る
企
業
と
個
人
セ
ク
タ
ー
の
法
人
(
こ
れ
を
民
事
法
人
と
呼
ぶ
)
・
自
然
人
(
こ
れ
ら
の
法
主
体
は
、
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ビ
ア
で
唯
一
存
在
す
る
所
有
権
形
態
で
あ
る
私
的
所
有
権
の
法
主
体
な
の
で
、
所
有
権
者
と
呼
ば
れ
る
)
と
の
間
で
取
引
が
な
さ
れ
る
場
合

に
は
、
社
会
的
所
有
か
ら
私
的
所
有
な
い
し
個
人
所
有
へ
、
ま
た
は
そ
の
逆
へ
所
有
形
態
が
変
更
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
常
に
契
約
が
締
結
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
所
有
形
態
が
変
更
さ
れ
な
い
社
会
セ
ク
タ
ー
企
業
間
の
取
引
の
場
合
は
、
契
約
と
協
定
の
双
方
が
用
い
ら
れ
る
。
両
者
の

守
備
範
囲
に
関
し
て
は
、
抽
象
的
に
は
、
売
買
関
係
の
よ
う
に
純
粋
な
財
産
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
契
約
が
締
結
さ
れ
る
が
、
取
引
の
目
的
が

財
産
的
価
値
の
移
転
に
留
ま
ら
ず
、
資
産
連
合
の
行
わ
れ
る
自
主
管
理
関
係
の
形
成
を
も
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
協
定
が
締
結
さ
れ
る
、
と
い
う

違
い
が
あ
る
(
〈
釘
色
口
同
町
』
。
〈
出
口
。
i
m
一
己
匂
『
同
〈
恒
国
旦
夕

-Sユ
山
同
町
ロ
]
巾
目
白
凹
匂
o
z
m田
口
〕
何
回
円
色
白
芝
山
B
山
口
内
町
ロ
加
守
g
c
B
J
L国
間
口
弘
守
口
w

》
司
江
4
2色
白
一
胃
白
戸
、
。
《

h
l
∞
¥
呂
昌
・
回
門
司
・

5ω
一
己
吋
国
岡
田
口
問
山
田
門
芯
ロ
]
』
町
一
司
E
4ロ
。
吋
目
的
℃
。
z
m田口}巾

2
4白
ユ
自
由
ロ
仏
E
r〈巾ロ。]師〈
0
2
ロ「

∞巾
omgaw
呂
田
唱
団
可
・

2)
。
両
者
の
守
備
範
囲
お
よ
び
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
が
本
稿
の
中
心
テ
l
マ
と
な
る
。

(
日
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
契
約
法
と
資
本
主
義
国
の
契
約
法
と
の
聞
に
お
よ
そ
相
違
点
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
契
約
が
私
的
所
有
の
対
立
概
念
た
る
社
会
的
所
有
下
の
物
の
取
引
を
も
規
制
す
る
法
規
範
で
あ
る
こ
と
を
考
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説論

慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
的
所
有
物
の
取
引
の
み
を
規
制
す
る
資
本
主
義
法
下
の
契
約
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
「
誰
の
も
の
で
も
あ
り
誰
の
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
取
引
法
的
に
は
意
味
の
な
い
定
義
を
持
つ
「
社
会
的
所
有
」
と
は
異
な
り
、

企
業
聞
の
取
引
で
移
転
さ
れ
る
「
処
分
権
」
の
内
容
は
資
本
主
義
法
下
の
所
有
権
の
内
容
と
き
わ
め
て
多
く
の
共
通
点
を
持
っ
て
お
り
、
社
会
的

所
有
と
い
う
大
原
則
を
前
面
に
押
し
出
す
割
に
は
、
取
引
を
め
ぐ
る
企
業
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
資
本
主
義
法
と
の
差
異
は
見
か
け
ほ
ど
大
き

く
は
な
い
。
ま
た
、
協
定
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
議
論
(
第
四
章
第
二
節
参
照
)
に
お
い
て
、
協
定
と
対
比
し
て
検
討
さ
れ
る
際
に
学
説
の
念
頭

に
置
か
れ
て
い
る
契
約
の
特
徴
も
、
資
本
主
義
法
下
の
契
約
の
特
徴
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た
状
況
お
よ
び
本
文
で
述
べ
た
点
を
考

慮
す
れ
ば
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
法
に
お
け
る
契
約
と
資
本
主
義
法
に
お
け
る
契
約
と
が
相
互
に
多
く
の
類
似
点
を
有
し
て
い
る
と
い
う
一
応
の
結

論
を
引
出
す
こ
と
に
一
定
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
問
題
は
第
二
章
で
さ
ら
に
検
討
す
る
。

(
ロ
)
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
社
会
的
所
有
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
社
会
的
所
有
と
倒
人
労
働
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
六

巻
第
三
号
(
一
九
八
五
年
)
一

O
七
四
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
コ

l
ラ
ッ
チ
・
前
掲
書
三

O
頁

(
M
)
連
合
労
働
基
礎
組
織

O
凹
ロ
。
〈
ロ
由
。
持
田
区
自
己
宣
白
骨
Z
M
g
o
m
河
白
色
白
(
略
し
て
、
基
礎
組
織
ま
た
は

O
O
U
R
)
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
自
主

管
理
制
度
の
中
核
と
な
る
最
も
重
要
な
単
位
で
あ
る
。
労
働
者
は
基
礎
組
織
に
お
い
て
、
自
己
の
自
主
管
理
権
を
直
接
に
実
現
し
、
自
己
の
経
済

的
・
社
会
的
・
政
治
的
地
位
を
決
定
す
る
(
憲
法
一
四
条
二
項
)
。

基
礎
組
織
は
単
独
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
他
の
基
礎
組
織
と
共
に
労
働
組
織
の
一
部
を
構
成
す
る
(
連
合
労
働
法
一
四
条
二
項
)
。

労
働
組
織
内
で
、
一
部
の
労
働
者
か
ら
成
る
労
働
者
集
団
の
共
同
労
働
の
成
果
が
市
場
で
ま
た
は
労
働
組
織
内
で
価
値
と
し
て
独
立
し
て
表
現
さ

れ
、
そ
れ
ら
の
労
働
者
が
自
己
の
社
会
的
・
経
済
的
権
利
、
そ
の
他
の
自
主
管
理
権
を
そ
の
労
働
者
集
団
に
お
い
て
行
使
で
き
る
場
合
、
こ
の
労

働
者
集
団
は
自
ら
を
基
礎
組
織
と
す
る
権
利
お
よ
び
義
務
を
有
す
る
(
憲
法
三
六
条
一
項
、
連
合
労
働
法
一
四
条
一
項
、
三
二

O
条)。

基
礎
組
織
は
新
た
な
労
働
組
織
創
設
の
過
程
で
、
ま
た
は
既
に
存
在
す
る
労
働
組
織
の
内
で
形
成
さ
れ
る
。
労
働
組
織
の
一
部
が
右
の
条
件
を

満
た
し
て
い
る
と
考
え
る
労
働
者
、
労
働
組
合
、
管
理
機
関
は
基
礎
組
織
の
設
立
を
発
議
し
、
そ
の
一
部
に
属
す
る
労
働
者
の
労
働
者
集
会
を
招

集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
連
合
労
働
法
三
二
八
条
一
項
)
。
そ
の
労
働
者
集
会
に
お
い
て
、
関
係
労
働
者
は
基
礎
組
織
設
立
の
た
め
の
条
件
が
満

た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
全
員
投
票
で
基
礎
組
織
設
立
の
可
否
を
決
定
す
る
(
同
条
二
項
)
。
基
礎
組
織
設
立
の
決
定
が
下
さ
れ

た
場
合
、
そ
の
決
定
は
決
定
日
か
ら
八
日
以
内
に
当
該
労
働
組
織
内
の
全
て
の
基
礎
組
織
に
(
基
礎
組
織
の
な
い
労
働
組
織
の
場
合
は
、
関
係
労
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働
者
以
外
の
全
労
働
者
に
)
通
知
さ
れ
る
(
同
法
三
三

O
条
一
項
)
。
通
知
を
受
け
た
労
働
者
が
そ
の
決
定
に
不
服
の
あ
る
場
合
は
、
通
知
を
受
け

て
か
ら
三

O
日
以
内
に
、
基
礎
組
織
設
立
条
件
の
有
無
に
関
す
る
訴
え
を
連
合
労
働
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
条
二
項
)
。

新
た
な
基
礎
組
織
の
設
立
を
決
定
し
た
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
、
右
の
紛
争
が
解
決
す
る
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
労
働
者
の
意
思
に
反
し
て
そ

の
権
利
・
義
務
・
責
任
を
変
更
す
る
よ
う
な
措
置
や
決
定
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
(
同
条
三
項
)
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
が
配
転
さ
れ
懲
戒
処
分
を

受
け
る
と
い
っ
た
ケ

i
ス
が
現
実
に
も
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
保
護
条
項
は
実
務
上
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る

(
ω
E〈
}S
わ
白
ユ
作
目
・
白
〈

a

u。-
o
M
白』
O
司阿国ロ
-
N
同門口同ロ仏】
1
Z
M
巾
ロ
。
肉
吋
白
色
白
噌
∞
巾
。
m
叶白門戸]{也∞
y
回目H
J
H

山市山)。

新
た
な
基
礎
組
織
の
設
立
の
決
定
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
へ
の
決
定
通
知
か
ら
三

O
臼
が
経
過
し
た
時
ま
た
は
基
礎
組
織
設
立
条
件

が
存
在
す
る
と
い
う
連
合
労
働
裁
判
所
の
確
定
判
決
が
出
た
時
に
効
力
を
発
生
す
る
(
連
合
労
働
法
三
三
一
条
一
項
)
。
設
立
決
定
の
効
力
が
発
生

し
た
日
よ
り
、
労
働
者
は
、
基
礎
組
織
に
お
け
る
労
働
の
連
合
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
能
力
を
獲
得
す
る
(
同
条
二
項
)
。
以
後
、
(
二
連

合
に
関
す
る
協
定
が
起
草
・
締
結
さ
れ
、
(
二
)
基
礎
組
織
間
の
資
産
・
権
利
・
義
務
の
分
配
に
関
す
る
委
員
会
が
設
立
さ
れ
て
、
資
産
・
権
利
・

義
務
の
配
分
に
関
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ
、
(
三
)
基
礎
組
織
の
定
款
が
起
草
・
制
定
さ
れ
、
(
四
)
臨
時
経
営
機
関
が
指
名
さ
れ
て
経
営
機
関

吉田
}
O
〈。門
E

O

吋
阿
国
ロ
の
公
募
が
行
わ
れ
、
(
五
)
管
理
機
関

2
m
g
c℃
E
i
Eと
白
が
選
出
さ
れ
、
(
六
)
右
の
協
定
・
定
款
以
外
の
自
主
管
理
一

般
規
範
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
措
置
が
取
ら
れ
る

(
ω
-
n
R
-
P
E。
・
印
可
包
∞
)
。

(
日
)
〈
目
白
色
ヨ
町
』
。
〈
白
ロ
o
i
m
一
O
E
E
N釦
n
C
白
ロ
己

E
M巾口。
m
E門
ぽ
ロ
℃

E
〈口。
B
H
)吋
0
5
2口
一
官
。
ョ
巾
ロ
巾

N
白
}
向
。
ロ
印
。
ロ
門
田

E
M
S
O
S
『白円四戸
M
W

〉
同
〉
ユ
〈
叩
色
白
-

H

V

吋釦〈
O
《

h
l
∞¥]戸市
V

∞戸

m
C
J
N
∞]「

(
日
)
労
働
組
織
局
包

-E
。
話
回
巳
g
n
C
白
(
略
し
て
、

R
O
)
は
共
通
利
益
の
た
め
に
結
合
し
た
労
働
者
か
ら
成
る
独
立
し
た
自
主
管
理
組
織
で
あ
り
、

労
働
者
は
労
働
組
織
内
で
基
礎
組
織
を
形
成
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
形
成
せ
ず
に
労
働
組
織
内
で
直
接
結
合
す
る
。
労
働
者
は
、
労
働
組
織
に
お
い

て
、
共
同
活
動
計
画
を
立
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
労
働
と
資
産
を
連
合
し
、
共
同
活
動
に
お
け
る
相
互
関
係
、
所
得
分
配
基
準
な
ど
を
定
め
、
相

互
連
帯
の
原
則
に
基
づ
い
て
自
己
の
経
済
的
・
社
会
的
安
定
を
確
保
す
る
(
連
合
労
働
法
一
六
条
二
項
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
組
織
さ
れ
る
労
働
組

織
が
企
業
間
取
引
の
中
心
単
位
と
な
る
。

労
働
組
織
は
、
経
済
活
動
を
行
う
も
の
と
経
済
以
外
の
社
会
活
動
を
行
う
も
の
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
(
同
法
三
四
七
条
一
項
)
。
前
者
の
経

済
労
働
組
織
に
含
ま
れ
る
の
は
、
生
産
労
働
組
織
、
サ
ー
ビ
ス
労
働
組
織
、
交
通
労
働
組
織
、
農
業
労
働
組
織
、
商
業
労
働
組
織
、
貿
易
労
働
組

織
な
と
で
あ
り
、
通
常
、
企
業
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
の
組
織
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
の
非
経
済
労
働
組
織
の
例
と
し
て
は
、
保
健
労
働

北法39(1・17JI7
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組
織
、
教
育
労
働
組
織
、
科
学
労
働
組
織
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
組
織
は
、
通
常
、
病
院
、
学
校
、
研
究
所
、
施
設
、
セ
ン
タ
ー
な

ど
と
呼
ば
れ
る

(ω-白
井
。
。
同
ユ
?
甲
田

g
J。-忌
a
R
m田区
N

同
忌
目

E
E附
g
o
m
E
E
-
∞
g
m吋白色
L
由∞

Z
可
・
ロ
N

参
照
)
。
経
済
労
働
組
織

も
非
経
済
労
働
組
織
も
共
に
協
定
の
主
体
と
な
る
が
、
本
稿
で
取
り
扱
う
企
業
間
取
引
に
登
場
す
る
の
は
主
に
前
者
の
経
済
労
働
組
織
で
あ
る
。

労
働
組
織
は
、
創
設
。

E
Z白
ロ
巾
行
為
と
設
設
立
。
ロ
ロ
印
岳
ロ

EE]
行
為
と
い
う
二
つ
の
段
階
を
経
て
成
立
す
る
。
。

労
働
組
織
は
、
そ
の
創
設
に
社
会
的
・
経
済
的
正
当
性
が
あ
り
、
か
っ
、
創
設
者
が
労
働
組
織
の
創
設
お
よ
び
事
業
開
始
に
必
要
な
資
産
を
提

供
で
き
る
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
三
五
四
条
一
項
、
三
五
一
条
一
項
)
。
労
働
組
織
を
創
設
で
き
る
の
は
、
連
合

労
働
組
織
、
自
主
管
理
利
益
共
同
体
、
地
域
共
同
体
、
社
会
政
治
共
同
体
(
行
政
機
関
)
そ
の
他
の
社
会
法
人
で
あ
る
(
同
法
三
四
九
条
)
が
、

例
外
的
に
勤
労
者
お
よ
び
民
事
法
人
が
労
働
組
織
を
創
設
で
き
る
場
合
も
あ
る
(
同
法
三
五

O
条
一
項
)
。
但
し
、
外
国
貿
易
、
卸
売
、
仲
立
、
商

品
検
査
、
寄
託
、
運
送
取
扱
、
武
器
の
生
産
・
流
通
、
印
刷
そ
の
他
の
法
定
の
活
動
を
行
う
労
働
組
織
は
、
社
会
法
人
の
み
が
こ
れ
を
創
設
で
き

る
(
同
条
二
項
)
。
創
設
者
は
、
創
設
手
続
に
は
い
る
前
に
創
設
の
社
会
的
・
経
済
的
正
当
性
(
収
益
可
能
性
、
創
設
資
産
・
原
材
料
・
要
員
の
確

保
、
事
業
内
容
、
製
品
の
処
分
方
法
、
立
地
条
件
な
ど
)
に
つ
い
て
検
討
し
、
法
定
の
組
織
・
機
関
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
法

三
五
三
条
、
三
五
四
条
)
。
創
設
お
よ
び
事
業
開
始
に
必
要
な
資
産
は
、
創
設
者
が
自
己
財
産
か
ら
ま
た
は
融
資
を
受
け
て
(
銀
行
そ
の
他
の
金
融

機
関
と
融
資
契
約
を
結
ん
で
)
こ
れ
を
提
供
す
る
。
創
設
さ
れ
る
労
働
組
織
が
こ
の
資
産
を
返
済
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
場
合
も
あ
る
己

2
S

ω]国司口一
m
一司吋円〈円巾仏ロ
O

匂門出〈
0
・∞巾。肉『同門戸]{双山
N
W

出口.・印{))。

創
設
行
為
白
E
C
S
E〈
田
口
』
ロ
は
労
働
組
織
創
設
に
お
け
る
最
初
の
法
律
行
為
官
印
〈
口
白
『
包
&
白
で
あ
る
。
創
設
行
為
に
は
、
創
設
者
の
名
称
、

労
働
組
織
の
名
称
、
所
在
地
、
業
務
内
容
、
資
産
額
、
出
資
方
法
、
出
資
の
返
還
義
務
の
有
無
、
創
設
中
の
労
働
組
織
の
債
務
に
対
す
る
創
設
者

の
責
任
、
臨
時
経
営
機
関
の
名
称
・
権
限
、
そ
の
他
の
関
連
事
項
が
定
め
ら
れ
る
(
同
法
三
五
七
条
)
。
創
設
行
為
を
裁
判
所
に
登
記
す
る
こ
と
に

よ
り
、
創
設
中
の
労
働
組
織
は
制
限
さ
れ
た
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
創
設
中
の
労
働
組
織
は
創
設
に
関

連
し
た
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
他
の
法
律
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
三
五
九
条
一
項
)
。
か
く
し
て
、
創
設
中
の
労
働
組
織
は
、
社
屋
を

建
設
し
、
設
備
を
購
入
し
、
要
員
を
確
保
す
る
と
い
っ
た
準
備
を
進
め
て
い
く
。
創
設
者
は
、
創
設
中
の
労
働
組
織
の
債
務
に
つ
い
て
責
任
を
負

う
一
方
で
、
そ
の
活
動
に
対
し
て
一
定
の
条
件
(
例
え
ば
、
契
約
の
締
結
に
は
創
設
者
の
事
前
の
同
意
を
要
す
る
な
ど
)
を
課
す
こ
と
が
で
き
る

(
同
法
三
六
三
条
)
。

労
働
組
織
の
設
立
手
続
は
、
労
働
組
織
の
創
設
手
続
が
終
了
し
、
新
労
働
組
織
を
構
成
す
る
基
礎
組
織
設
立
の
決
定
が
下
さ
れ
、
基
礎
組
織
に

北法39(1・18)18



ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

お
け
る
労
働
の
連
合
に
関
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ
、
基
礎
組
織
の
定
款
が
制
定
さ
れ
、
基
礎
組
織
の
労
働
者
評
議
会
が
選
出
さ
れ
た
後
に
開
始
さ

れ
る
(
同
法
三
六
八
条
一
項
)
。
設
立
手
続
は
こ
)
労
働
組
織
へ
の
基
礎
組
織
の
連
合
に
関
す
る
協
定
の
締
結
、
(
ニ
)
労
働
者
評
議
会
そ
の
他

の
管
理
機
関
の
選
出
、
(
三
)
経
営
機
関
の
職
務
を
執
行
す
る
者
の
指
名
、
と
い
う
経
過
を
経
て
進
み
(
同
法
三
七
一
条
)
、
裁
判
所
へ
登
記
を
も
っ

て
終
了
す
る
。
新
た
な
法
人
が
そ
こ
で
誕
生
す
る
(
』
・

ω
E
4ロ
-pug-
∞可・回日)。

(
口
)
但
し
、

R
O
に
は
、
内
部
に
独
立
し
た
法
人
た
る
O
O
U
R
を
持
た
な
い
も
の
も
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
の
種
の

R
O
(単一

R
O
)
の
法
的

構
造
は

O
O
U
R
と
同
じ
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
が
、

O
O
U
R
と
異
な
り
単
一

R
O
は
単
独
で
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
は

資
本
主
義
法
下
の
「
企
業
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
考
え
て
よ
い
。

(
凶
)
そ
の
際
、
労
働
者
間
で
、
「
基
礎
組
織
に
お
け
る
労
働
者
の
労
働
の
連
合
に
関
す
る
協
定
L

が
締
結
さ
れ
る
。
注

(
M
)
参
照
。

(
悶
)
そ
の
際
、
職
場
問
で
、
「
労
働
組
織
へ
の
連
合
に
関
す
る
協
定
」
が
締
結
さ
れ
る
。
注
(
日
)
参
照
。

(
却
)
単
一

R
O
で
あ
る
企
業
の
内
部
に
は
、
法
人
た
る
O
O
U
R
(職
場
)
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
法
的
な
意
味
で
の
企
業
内
取
引
も
存
在
し
な
い
。

従
っ
て
、
そ
の
企
業
活
動
は
、
各
職
場
の
「
労
働
と
資
産
の
連
合
に
基
づ
く
」
共
同
事
業
と
は
な
ら
な
い
。

(
幻
)
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
取
引
関
係
が

S
O
U
R
(次
注
参
照
)
と
呼
ば
れ
る
企
業
連
合
内
の
各
企
業
間
で
も
生
じ
る
。
企
業
内
協
定
取
引
で
は
、

取
引
の
主
体
は
職
場
で
あ
る
。
職
場
は
企
業
内
の
独
立
し
た
団
体
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
取
引
は
職
場
開
取
引
で
あ
り
か
つ
企
業
取
引
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
れ
を
企
業
間
取
引
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
企
業
連
合
内
の
協
定
取
引
は
、
ま
さ
に
企
業
間
取
引
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
本
質
的
な
違
い
で
は
な
い
。
協
定
取
引
た
る
企
業
間
取
引
を
行
う
場
合
の
企
業
の
経

済
的
立
場
は
、
企
業
連
合
内
の
取
引
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
契
約
取
引
の
当
事
者
と
し
て
市
場
原
理
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
場
合
と
は
全

く
異
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(n)
連
合
労
働
複
合
組
織
2
0
M
g
由
。
話
由
民
自
巳
E
C骨
Z
M
巾口。
m
H
N

包
印
(
略
し
て
、
複
合
組
織
ま
た
は
S
O
U
R
)
は
、
労
働
組
織
の
連
合
に
よ

り
形
成
さ
れ
、
次
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
区
分
さ
れ
る
(
連
合
労
働
法
三
八
二
条
)
(
』
。
〈
白
ロ
自
由
〈
丘
町
一
回
広
三
包
ロ
。
司

E
g
-
∞g
m
E色
"
冨
∞
N
・

師
同
H
1

日
目
1
印
由
)
。

第
一
の
タ
イ
プ
は
、
原
材
料
の
確
保
か
ら
生
産
物
の
販
売
ま
で
の
一
行
程
の
各
段
階
の
労
働
組
織
が
相
互
に
結
合
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
あ

る
労
働
組
織
が
原
料
を
生
産
し
、
別
の
労
働
組
織
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
提
供
し
、
第
三
の
労
働
組
織
が
原
料
を
加
工
し
て
半
製
品
を
作
り
、
ま
た
は

部
品
を
作
り
、
第
四
の
労
働
組
織
が
半
製
品
ま
た
は
部
口
聞
か
ら
完
成
品
を
作
り
、
第
五
の
労
働
組
織
が
こ
れ
を
輸
送
し
、
出
来
上
っ
た
製
品
や
サ
l

北法39(1・19)19



説論

ピ
ス
を
第
六
の
労
働
組
織
が
売
る
、
と
い
っ
た
形
を
取
る
。
こ
こ
で
の
各
労
働
組
織
聞
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
を
市
場
に
お
け
る
交
換
と
せ
ず
、

ひ
と
つ
の
団
体
内
部
で
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
移
動
と
す
る
仕
組
が
複
合
組
織
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
タ
イ
プ
は
、
基
本
的
に
同
種
の
製
品
を
作
り
、
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
労
働
組
織
が
い
く
つ
か
相
互
に
結
合
し
て
形
成
さ
れ
る
(
例

え
ば
、
皮
製
品
生
産
労
働
組
織
ど
う
し
ゃ
建
設
労
働
組
織
ど
う
し
)
。
但
し
、
そ
の
結
合
に
よ
っ
て
、
よ
り
進
ん
だ
科
学
技
術
が
導
入
さ
れ
、
各
労

働
組
織
の
専
門
化
お
よ
び
生
産
性
の
向
上
が
可
能
と
な
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
複
合
組
織
の
形
成
は
認
め
ら
れ
な
い
。

第
三
の
タ
イ
プ
は
、
異
な
っ
た
製
品
を
作
り
、
ま
た
異
な
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
労
働
組
織
が
、
共
向
所
得
そ
の
他
の
共
同
利
益
を
得
る
た
め

に
相
互
に
結
合
し
て
、
統
一
的
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
農
業
労
働
組
織
(
食
製
品
の
生
産
)
、
ホ
テ
ル
業
労

働
組
織
(
旅
行
者
の
宿
泊
)
、
交
通
労
働
組
織
(
旅
行
者
の
輸
送
)
、
旅
行
業
労
働
組
織
(
旅
行
者
の
観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
・
手
配
)
が
複
合

組
織
に
結
合
し
て
、
観
光
と
い
う
統
一
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
主
体
と
し
て
市
場
に
登
場
す
る
場
合
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
各
労

働
組
織
間
で
は
市
場
原
理
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

学
説
で
は
、
第
一
の
タ
イ
プ
を
垂
直
的
結
合
、
第
二
の
タ
イ
プ
を
水
平
的
結
合
、
第
三
の
タ
イ
プ
を
混
合
結
合
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
(
巴
里
ぎ

の
白
『
広
一
司
円
曲
〈
ロ
山
匂
。
-
。
阿
白
]

C円
関
白
ロ
-
N
同
門
口
問
ロ
門
同
門
口
開
叩
ロ

c
m
円
白
血

P
∞
町
。

m円
白
色
w

]

{

由
∞
]
ケ
凹
件
一
同
1

・
]
{
∞
品
)
。

右
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
複
合
組
織
の
活
動
は
、
個
々
の
労
働
組
織
の
活
動
が
ば
ら
ば
ら
に
機
械
的
に
集
合
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
共

同
の
目
的
を
追
求
す
る
一
貫
し
た
継
続
的
共
同
活
動
で
あ
る
。

既
に
あ
る
複
合
組
織
に
連
合
し
て
い
る
労
働
組
織
で
あ
っ
て
も
、
別
の
複
合
組
織
に
連
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
労
働
組
織
へ
の
連
合

に
関
す
る
自
主
管
理
協
定
、
複
合
組
織
へ
の
連
合
に
関
す
る
自
主
管
理
協
定
が
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
(
連
合
労
働
法

三
八
二
条
五
項
)
。

自
主
管
理
実
務
で
は
、
基
礎
組
織
も
複
合
組
織
に
直
接
連
合
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
い
る
(
か
つ
て
は
そ
れ
は
明

文
で
認
め
ら
れ
て
い
た
)
。
現
行
の
連
合
労
働
法
に
よ
れ
ば
、
基
礎
組
織
は
労
働
組
織
を
通
じ
て
し
か
複
合
組
織
に
連
合
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
直

接
の
連
合
は
認
め
ら
れ
な
い
。
但
し
、
上
述
の
ご
と
く
、
労
働
組
織
は
複
数
の
複
合
組
織
に
連
合
で
き
る
か
ら
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
労
働
組

織
の
一
部
分
を
成
す
基
礎
組
織
は
自
己
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る

(
ω
-
n
R
-
P
E
0・
2『
・

5
e
。

複
合
組
織
へ
の
連
合
に
関
す
る
自
主
管
理
協
定
に
よ
っ
て
、
別
の
労
働
組
織
が
当
該
複
合
組
織
に
新
た
に
結
合
す
る
こ
と
を
禁
止
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
対
立
し
て
い
る
が
、
判
例
は
自
主
管
理
協
定
に
よ
る
新
規
参
入
の
禁

北法39(1・20)20
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止
を
是
認
し
て
い
る
己
・
辺
白
〈
ロ
一
?
。
℃
-
n芹

-K『
・
日

ig)。
肯
定
説
に
よ
れ
ば
、
複
合
組
織
は
任
意
の
連
合
体
で
あ
る
か
ら
、
市
場
で
の
独
占

的
な
い
し
優
越
的
地
位
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
か
か
る
条
項
の
有
効
性
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る

(ω-nR戸

山由件。・印
C

1

H

∞品
l
H

∞印)。

複
合
組
織
に
連
合
で
き
る
の
は
、
経
済
労
働
組
織
だ
け
で
は
な
い
。
科
学
研
究
、
職
員
教
育
、
保
健
そ
の
他
の
業
務
に
携
わ
る
労
働
組
織
(
非

経
済
労
働
組
織
)
お
よ
び
農
業
協
同
組
合
も
複
合
組
織
に
連
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
三
八
二
条
三
項
、
四
項
)
。

(
お
)
共
同
事
業
は
必
ず
し
も
企
業
内
取
引
に
限
定
さ
れ
な
い
た
め
、
協
定
取
引
イ
コ
ー
ル
企
業
内
取
引
と
見
る
の
は
正
確
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
企

業
連
合

(
S
O
U
R
)
内
の
協
定
取
引
は
企
業
内
取
引
で
は
な
く
、
形
式
的
に
は
企
業
間
取
引
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
協
定
取
引
イ
コ
ー
ル
企
業

間
取
引
と
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
協
定
取
引
が
い
ず
れ
に
し
て
も
一
定
の
利
害
共
同
体
内
部
の
取
引
活
動
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
こ
れ

を
内
部
取
引
と
呼
ぶ
方
が
適
切
で
あ
る
。

逆
に
、
契
約
取
引
イ
コ
ー
ル
企
業
間
取
引
と
見
る
こ
と
も
不
正
確
で
あ
る
。
そ
の
公
式
に
よ
れ
ば
、
企
業
連
合
内
取
引
も
契
約
取
引
に
な
っ
て

し
ま
う
し
、
職
場
も
法
人
と
し
て
、
企
業
と
は
関
係
な
く
契
約
に
よ
る
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
契
約
取
引
イ
コ
ー
ル
職
場
間
取
引
と

も
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
契
約
取
引
が
一
定
の
利
害
共
同
体
を
想
定
し
な
い
取
引
で
あ
り
、
内
部
取
引
で
な
い
こ
と
に
着
目
し
て
、

こ
れ
を
外
部
取
引
と
呼
ぶ
方
が
適
切
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
部
取
引
に
せ
よ
外
部
取
引
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
に
は
な
じ
み
の
な
い
概
念
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
法
主
体
が
、
あ
る
場
合
に
は
内
部

取
引
の
当
事
者
と
し
て
、
別
の
場
合
に
は
外
部
取
引
の
当
事
者
と
し
て
登
場
す
る
と
い
う
よ
う
に
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
各
場
合
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
く
と
、
そ
の
複
雑
さ
に
舷
惑
さ
れ
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
取
引
法
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
が
非

常
に
困
難
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
同
一
企
業
に
属
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
職
場
が
当
事
者
と
な
る
内
部
取
引
を
も
っ
て
協
定

取
引
を
代
表
さ
せ
、
こ
れ
を
企
業
内
取
引
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
他
方
、
職
場
ま
た
は
企
業
が
当
事
者
と
な
る
外
部
取
引
を
も
っ
て
契
約
取
引
を

代
表
さ
せ
、
こ
れ
を
企
業
間
取
引
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
企
業
内
取
引
・
企
業
間
取
引
と
い
う
場
合
の
「
企
業
」
は

R
O
だ
け
で

は
な
く
利
害
共
同
体
で
あ
る
経
済
主
体
一
般
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
企
業
」
本
来
の
用
語
法
か
ら
は
か
な
り
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
れ
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
法
の
理
解
が
少
し
で
も
容
易
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
ず
れ
」
は
許
容
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(M)
実
際
に
は
、
共
同
事
業
を
め
ぐ
る
問
題
の
一
部
を
契
約
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
は
初
め
か
ら
法
に
よ
り
予
定
さ
れ
て
い
る
し
、
特
定
の
種
類

を
除
く
共
同
事
業
は
、
こ
れ
を
全
て
契
約
に
よ
っ
て
規
制
で
き
る
と
考
え
る
立
場
も
あ
る
(
門
戸
E
W
W
白
切
白
吋
豆
町
一
。
諸
国
三
回
忌
国
己
骨
忠
巾
ロ
。
m

北法39(1・21)21



説

円
白
色
白
ロ
胃
白

g
o
g
胃
0
5巾
E
L
-
-
N
P
N釦
鳴

S
L由
主
唱
え
『
・
呂
町
)
。
一
部
分
に
し
て
も
共
同
事
業
を
契
約
で
規
制
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
問
題
は
契
約
取
引
と
協
定
取
引
の
区
別
・
関
係
に
で
は
な
く
、
外
部
取
引
と
内
部
取
引
の
区
別
・
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
一
章

協
定
取
引

北法39(1・22)22

論

第
一
節

共
同
事
業
の
特
徴

共
同
事
業
を
行
う
当
事
者
は
、
共
同
事
業
の
た
め
の
労
働
と
資
産
の
連
合
に
関
す
る
協
定
(
共
同
事
業
協
定
)
を
締
結
す
る
。
共
同
事
業

が
企
業
内
で
行
わ
れ
る
場
合
は
、
当
事
者
が
、
か
か
る
協
定
を
別
個
に
結
ば
ず
に
、
企
業
へ
の
連
合
に
関
す
る
協
定
(
企
業
協
定
)
そ
の
他

の
組
織
協
定
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
規
制
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
共
同
事
業
が
同
一
企
業
内
で
行
わ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
共
同
で
所

得
を
獲
得
し
、
共
同
で
危
険
を
負
担
す
る
と
い
う
点
が
共
同
事
業
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
共
同
事
業
を
売
買
な
ど
の
債
務
法

関
係
か
ら
区
別
す
る
基
準
と
な
る
。
共
同
事
業
の
本
質
は
、
こ
れ
に
よ
り
商
品
・
貨
幣
関
係
お
よ
び
信
用
関
係
を
、
さ
ら
に
は
価
値
法
則
を

段
階
的
に
克
服
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

共
同
事
業
協
定
の
当
事
者
は
、
職
場
お
よ
び
職
場
を
持
た
な
い
企
業
(
単
一
企
業
)
で
あ
る
(
以
下
で
は
、
両
者
を
一
括
し
て
「
職
場
L

と
す
る
)
。
職
場
の
労
働
者
は
、
共
同
事
業
の
た
め
の
資
産
と
労
働
の
連
合
を
行
う
か
否
か
を
決
定
す
る
主
体
で
は
あ
る
が
、
協
定
の
当
事
者

と
し
て
個
々
の
労
働
者
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
労
働
者
自
主
管
理
の
原
則
に
よ
り
、
労
働
と
資
産
の
連
合
を
含
む
あ
ら
ゆ
る

決
定
は
常
に
労
働
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
合
労
働
法
六
八
条
、
八
一
条
等
で
労
働
者
が
協
定
に
よ
る
共
同
事
業

の
決
定
主
体
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

共
同
事
業
協
定
の
本
質
的
特
徴
は
次
の
点
に
あ
る
。
①
労
働
と
資
産
を
連
合
し
て
共
同
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
②
共
同
事
業
に
よ
り
所



得
(
共
同
収
入
ま
た
は
共
同
所
得
)
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
③
当
事
者
が
危
険
を
共
同
で
負
担
す
る
こ
と
。

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

(
1
)
共
同
事
業
協
定
は
、
企
業
協
定
そ
の
他
の
組
織
協
定
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
相
違
は
そ
の
内
容
に
あ
る
が
、

そ
の
他
に
も
、
法
的
性
質
、
複
雑
さ
、
拘
束
力
(
義
務
性
)
な
ど
の
点
に
も
違
い
が
あ
る
。
共
通
点
も
あ
る
が
、
違
い
は
著
し
い
(
〈
忌
}
向
。
〈
忠
巾
丘
町
一

ω白
B
O
C℃
E
4
E
告
O
B
N
Z
B
-
c
z母
口
駅
〈
田
口
』
己
『
出
門
U
-
m司巾門目印門出〈同叶白色

N由]巾
aEm-sm
句。
m-。〈白ロ〕白

{
N回]巾広三何
}
g
m
o巴
〈
白
ユ
4出口〕白

色。町。
-hw白・
N
問問吋角川
σ・]戸甲山口・回片岡.・吋
1

∞)。

労
働
組
織
、
複
合
組
織
、
銀
行
、
保
険
共
同
体
な
ど
へ
の
連
合
に
関
す
る
協
定
(
組
織
協
定
)
の
基
本
的
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
協
定
に
よ
り
右

の
組
織
が
設
立
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

労
働
と
資
産
を
連
合
す
る
と
い
う
点
で
は
、
共
同
事
業
協
定
と
組
織
協
定
と
の
聞
に
差
異
は
な
い
。
し
か
し
、
組
織
協
定
の
第
一
の
目
的
は
、

労
働
と
資
産
の
連
合
に
よ
る
共
同
事
業
を
行
っ
て
共
同
所
得
を
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
広
級
の
組
織
へ
連
合
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
利
益
を
追
求

す
る
こ
と
で
あ
る
。
共
同
所
得
の
獲
得
は
共
同
利
益
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
組
織
協
定
の
条
項
の
大
部
分
は
組
織
の
法
的
構
造
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
条
項
と
並
ん
で
、
こ
の
協
定
は
資
産
の
連
合
、
そ
の
目
的
、
共
同
所
得
の
算
出
・
分
配
方
法
に
関
す
る
条
項
も
含
ん

来

で
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
こ
の
協
定
は
共
同
事
業
協
定
と
共
通
点
を
有
し
て
い
る
(
〈
・
〈
R
R
-
P
2
z
w
印可・申

lE)
。
労
働
と
資
産
の
連
合
と
い

う
一
つ
の
法
律
関
係
の
み
を
規
制
し
て
い
る
点
を
と
ら
え
て
、
共
同
事
業
協
定
が
単
純
協
定

g
g
g門E
g
g
o
z匂
E
〈
口
一
唱
。
E
N
E
B
-
に
分
類
さ

れ
る
の
に
対
し
、
複
数
の
法
律
関
係
を
規
制
す
る
組
織
協
定
は
混
合
協
定
日
乱
。
三
巴

g
g。
ロ
胃
白
4
E
告
負
担
NEB-
に
分
類
さ
れ
る
(
〈
・

〈ロ
m兵一
mwuz-
由
同
吋

-E)。

共
同
事
業
協
定
は
純
粋
の
取
引
協
定
吉
田
z
g一
g
s
E望
号
口
一
号
。
吋
白
NE自
由
で
あ
り
、
労
働
と
資
産
の
連
合
に
と
っ
て
は
、
組
織
協
定
よ
り

も
は
る
か
に
弾
力
的
で
適
切
な
法
技
術
で
あ
る
。
共
同
事
業
協
定
は
、
当
事
者
た
る
職
場
に
つ
き
、
そ
の
所
在
地
が
ど
こ
か
、
い
か
な
る
企
業
に

連
合
し
て
い
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
全
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
職
場
が
統
一
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
市
場
に
お
い
て
労
働
と
資
産
を
自
由
に
移
動
・
連
合

す
る
こ
と
は
可
能
に
す
る
。
こ
の
点
で
、
共
同
事
業
協
定
は
何
者
に
も
代
え
が
た
い
地
位
を
有
し
て
い
る
。
広
級
組
織
へ
の
連
合
に
関
す
る
協
定

が
自
主
管
理
組
織
法

z
s。
ロ
℃
吋
国
〈
ロ
。
∞
g
吉
田
口
。
匂
E
g
と
し
て
発
展
し
て
い
る
の
に
対
し
、
共
同
事
業
協
定
は
自
主
管
理
取
引
法

E
g
o
-

ZU『
5
3
0
句
。
氏
。
〈
ロ
o
u
E
4
0
と
し
て
発
展
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
(
ぐ
・
〈
ロ
m
z
-
p
u
z
-
m可

5
1口)。
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説

(
2
)
共
同
事
業
を
め
ぐ
る
関
係
は
、
常
に
協
定
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
「
協
定
法
律
関
係
」
と
呼
べ
る
と
す
る
立
場
も
あ
る

(
〈
】
白
色
自
由
吋
図
。
吋
〈
白
同
一
司
吋
白
〈
口
。
目
巾
-Sロ
O
B印
}
S
o
E
C巾
町
田
由
同
B
Oロ円】吋言、口百回目
v
。E
N
Z
自
白
。
凹
門
]
巾

gロ}己色。
zo同}内白己門出巾-。自己
N
白}巾門宮一
n
E

O
叩丹〈白『
2
0
5
色。『
M
2
w
F
》

Z
印刷国
N

釦
}
向
。
三
吉
田
仲
《
・

m
l
q
E
コ-
m可
巴
∞
)
。

(
3
)
〈
・
出

2
4白
F
U
g
-
2『-
H
N
叩・

(
4
)
職
場
は
、
自
ら
が
連
合
し
て
い
る
企
業
そ
の
他
の
広
級
組
織
を
通
じ
て
、
他
の
職
場
と
労
働
と
資
産
を
連
合
し
て
共
同
事
業
を
行
い
、
共
同
所

得
の
相
応
部
分
の
分
配
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
(
連
合
労
働
法
六
五
条
二
項
)
。
そ
の
場
合
は
、
職
場
で
は
な
く
職
場
を
持
つ
企
業
そ
の
他
の
広

級
組
織
が
共
同
事
業
協
定
の
当
事
者
と
な
る
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
企
業
協
定
等
に
お
い
て
、
職
場
の
労
働
者
が
、
そ
の
労
働
と
資
産
を
他
の

企
業
内
の
職
場
と
連
合
し
得
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
企
業
が
共
同
事
業
協
定
の
当
事
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
権

利
義
務
は
常
に
職
場
の
計
算
で
当
事
者
に
帰
属
す
る
。
ま
た
、
各
職
場
の
権
利
・
義
務
・
責
任
は
個
別
的
に
定
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
各

職
場
の
労
働
者
が
共
同
事
業
協
定
を
受
け
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
〈
・
〈
忠
2
戸
。
℃
-n-f印可
N
0
・品目)。

(
5
)
〈
〈
ロ
m
R
-
P
目的門
0
・
印
可
・
邑
lA5・

(6)
〈
・
〈
ロ
m
E
-
P
2
g
-
印可・

5
参
照
。

論

( 

ー
) 

労
働
と
資
産
の
連
合

共
同
事
業
の
う
ち
の
自
己
の
担
当
部
分
を
行
う
の
に
い
か
な
る
種
類
・
い
か
な
る
等
級
の
労
働
(
作
業
)
が
必
要
か
、
ど
れ
だ
け
の
作
業

時
間
が
必
要
か
、
い
つ
ま
で
に
作
業
を
終
え
る
べ
き
か
と
い
っ
た
事
項
は
、
い
か
な
る
財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
共
同
事
業
の
対
象
と
す
る
か

に
よ
っ
て
変
わ
る
。
共
同
事
業
を
行
う
職
場
の
労
働
者
は
、
共
同
事
業
協
定
に
従
っ
て
、
一
定
の
種
類
、
等
級
、
量
の
労
働
を
一
定
期
間
連

合
す
る
義
務
を
負
う
。

こ
こ
で
連
合
さ
れ
る
資
産
は
、
共
同
生
産
物
の
生
産
・
販
売
、
共
同
サ
ー
ビ
ス
の
実
行
、
販
売
生
産
共
同
事
業
で
の
商
品
の
生
産
・
販
売

に
必
要
な
資
産
お
よ
び
出
資
共
同
事
業
で
提
供
さ
れ
る
資
産
を
い
う
。
そ
れ
は
社
会
的
所
有
下
の
資
産
で
あ
り
、
物
・
権
利
・
金
銭
の
形
を
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取
り
、
そ
の
種
類
や
範
囲
は
共
同
事
業
の
性
質
、
当
事
者
の
必
要
・
利
益
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
。
共
同
事
業
の
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か

な
る
目
的
の
た
め
に
い
か
な
る
種
類
の
資
産
を
ど
れ
だ
け
連
合
す
る
か
、
連
合
の
条
件
・
方
法
・
期
間
は
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
、

共
同
事
業
協
定
が
こ
れ
を
定
め
る
。

共
同
生
産
、
共
同
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
連
合
さ
れ
る
資
産
は
、
第
一
に
、
生
産
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
必
要
な
物
(
流
動
資
産
、
固
定
資
産
)

で
あ
る
。
原
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
流
動
資
産
は
、
生
産
や
サ
ー
ビ
ス
実
行
の
過
程
で
消
費
さ
れ
た
範
囲
で
そ
の
価
値
が
新
た
な
製
品

ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
に
全
て
移
転
す
る
。
固
定
資
産
の
場
合
は
、
価
値
の
一
部
の
み
が
移
転
す
る
。
以
上
の
点
は
、
販
売
生
産
共
同
事
業
の
場

合
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
共
同
事
業
に
連
合
さ
れ
る
資
産
は
物
だ
け
で
は
な
い
。
物
の
他
に
、
金
銭
も
連
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
商

品
を
生
産
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
実
行
し
、
取
引
を
行
う
た
め
に
金
銭
が
必
要
と
さ
れ
る
ほ
か
に
、
市
場
調
査
、
共
同
危
険
負
担
、
財
産
権
の
獲

得
な
ど
の
た
め
に
も
金
銭
を
連
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
場
は
連
合
す
る
資
産
に
対
し
て
処
分
権
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
連
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
産
の
本
来
の
目
的
を

変
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
共
同
消
費
資
産
や
準
備
資
産
を
共
同
事
業
用
の
生
産
設
備
導
入
の
た
め
に
連
合
す
る
こ
と
は
で
き

な
し
。

(
ア
)

共
同
生
産

共
同
生
産
・
販
売
に
は
、
①
最
終
製
品
に
必
要
な
出
品
・
部
分
の
生
産
と
最
終
製
品
の
販
売
、
②
最
終
製
品
の
生
産
行
程
の
各
段
階
に
お

け
る
中
間
製
品
の
生
産
と
最
終
製
品
の
販
売
、
の
二
種
類
が
あ
る
。

①
の
場
合
、
各
職
場
は
正
確
に
定
め
ら
れ
た
製
品
の
各
部
分
を
生
産
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
そ
の
製
品
を
作
り
上
げ
る
。
組
み
合
わ

さ
れ
る
部
品
・
部
分
の
数
だ
け
の
職
場
が
共
同
生
産
に
参
加
す
る
こ
と
が
こ
の
共
同
事
業
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、

一
つ
の
生
産
者
が
い
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説

く
つ
か
の
部
品
を
生
産
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
共
同
事
業
の
当
事
者
以
外
の
生
産
者
(
第
三
者
)
か
ら
売
買
に
よ
っ
て
必
要
な
部
品
の

一
部
を
取
得
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
、
こ
れ
は
絶
対
的
な
条
件
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
自
動
車
の
共
同
生
産
者
が
、
必
要
な
自
動
車
部

品
全
体
の
四
分
の
三
を
労
働
と
資
産
の
連
合
に
基
づ
い
て
自
分
達
の
手
で
生
産
し
、
残
り
の
四
分
の
一
を
第
三
者
か
ら
購
入
し
て
自
動
車
を

完
成
さ
せ
る
と
い
っ
た
ケ

l
ス
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
、
第
三
者
か
ら
部
品
を
購
入
し
て
こ
れ
を
共
同
生
産
に
使
用
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
部
品
を
自
己
の
名
と
計
算
に
お
い
て
購
入
し
た
職
場
が
こ
れ
を
自
己
の
資
産
と
し
て
連
合
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
限
り
、
共
同
事
業
の

成
立
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
②
の
場
合
も
、
製
品
完
成
ま
で
に
必
要
な
技
術
的
な
生
産
行
程
の
数
と
共
同
生
産
に
参
加
す
る
職
場
の
数
が
一
致

す
る
必
要
は
な
い
。
一
つ
の
職
場
が
複
数
の
生
産
行
程
を
処
理
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

各
職
場
が
生
産
し
た
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
、
あ
る
い
は
、
未
完
成
品
を
段
階
的
に
加
工
し
て
最
終
的
に
製
品
を
完
成
さ
せ
た
だ
け
で
は

共
同
事
業
は
終
わ
ら
な
い
。
こ
の
完
成
製
品
を
販
売
し
て
代
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
共
同
収
入
が
生
ま
れ
る
。
こ
の

共
同
収
入
の
獲
得
が
、
共
同
生
産
の
最
終
的
・
基
本
的
目
的
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
①
の
場
合
も
②
の
場
合
も
、
生
産
の
最
終
段
階
を
担
当
す
る
職
場
が
自
ら
は
共
同
生
産
物
の
販
売
を
行
わ
ず
、
製
品
の
販
売
の

た
め
に
、
取
引
に
携
わ
る
職
場
と
独
自
に
共
同
事
業
協
定
を
締
結
し
て
こ
れ
に
販
売
を
任
せ
る
と
い
う
ケ

i
ス
も
考
え
ら
れ
る
。

論

(
イ
)

共
同
サ
ー
ビ
ス

共
同
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
複
数
の
職
場
が
共
同
し
て
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
、
例
え
ば
、
商
品
(
貨
物
)
の
共
同
運
送
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

あ
る
商
品
を
、
複
数
の
運
送
組
織
が
共
同
し
て
運
送
し
(
道
路
運
送
と
鉄
道
運
送
、
道
路
運
送
と
空
輸
、
道
路
運
送
と
海
上
運
送
、
道
路
運

送
と
鉄
道
運
送
と
海
上
運
送
な
ど
て
そ
の
際
、
各
運
送
組
織
が
共
同
運
送
の
た
め
に
労
働
と
資
産
を
連
合
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
前
述
の
第

一
の
タ
イ
プ
の
共
同
生
産
に
対
応
す
る
共
同
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
貨
物
の
受
取
、
運
送
、
引
渡
を
段
階
的
に
別
々
の
職
場
が
行
う
の
で
あ
れ
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ば
、
そ
れ
は
前
述
の
第
二
の
タ
イ
プ
の
共
同
生
産
に
対
応
す
る
段
階
的
共
同
サ
ー
ビ
ス
と
な
る
。

(
ウ
)

販
売
生
産
共
同
事
業

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

商
品
の
生
産
は
そ
の
販
売
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
商
品
の
生
産
お
よ
び
販
売
に
は
二
種
類
の
労
働
が
必
要
で
あ
る
。

の
労
働
、
も
う
一
つ
は
販
売
の
た
め
の
労
働
で
あ
る
。
生
産
を
行
う
職
場
(
生
産
職
場
)
が
自
己
の
製
品
を
自
ら
販
売
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
商
品
の
生
産
お
よ
び
販
売
に
必
要
な
労
働
が
二
種
類
と
も
商
品
に
体
化
。

zzi片
目
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
生
産
職
場
が
専
ら
生
産
に
し
か

携
わ
ら
ず
、
取
引
に
携
わ
る
職
場
(
取
引
職
場
)
が
共
同
事
業
に
基
づ
い
て
そ
の
商
品
の
販
売
を
引
受
け
る
場
合
に
は
、
生
産
に
必
要
な
労

働
を
生
産
職
場
の
労
働
者
が
連
合
し
、
右
の
製
品
の
販
売
に
必
要
な
労
働
を
取
引
職
場
の
労
働
者
が
連
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

後
者
の
場
合
に
、
商
品
の
販
売
・
取
引
を
卸
売
り
や
外
国
貿
易
に
携
わ
る
取
引
組
織
が
担
当
す
る
場
合
に
は
、
販
売
生
産
共
同
事
業
と
い

う
特
別
な
形
態
の
共
同
事
業
が
行
わ
れ
る
。
共
同
生
産
、
共
同
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
共
同
事
業
協
定
は
全
て
任
意
の
も
の
で
あ
る
が
、
右
の

取
引
組
織
が
営
業
活
動
を
行
う
場
合
は
、
必
ず
生
産
組
織
と
共
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
卸
売
り
・
外
国
貿
易
に
携
わ
る
職
場

は
、
同
じ
商
業
業
務
に
携
わ
る
職
場
と
だ
け
で
企
業
を
形
成
し
た
り
、
生
産
組
織
と
の
取
引
を
契
約
だ
け
で
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
生
産
の
た
め

取
引
職
場
が
小
売
業
に
携
わ
る
組
織
で
あ
る
場
合
に
は
、
生
産
職
場
と
取
引
職
場
と
の
間
で
は
、
必
ず
し
も
こ
の
協
定
を
締
結
す
る
必
要

は
な
い
。

北法39(1・27)27

販
売
生
産
共
同
事
業
で
は
、
生
産
組
織
が
作
っ
た
製
品
を
取
引
組
織
が
受
け
と
っ
て
販
売
す
る
と
い
う
形
で
共
同
事
業
が
行
わ
れ
る
が
、

そ
の
逆
に
、
生
産
に
必
要
な
原
材
料
・
設
備
・
部
品
を
取
引
組
織
が
輸
入
し
て
生
産
組
織
に
供
給
す
る
と
い
う
業
務
も
こ
の
共
同
事
業
に
含

ま
れ
る
。



説

出
資
共
同
事
業

( 

コ二

、--

論

右
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
共
同
事
業
と
異
な
り
、
出
資
共
同
事
業
で
は
、
労
働
を
連
合
す
る
の
は
一
つ
の
職
場
だ
け
で
あ
り
、
他
の
職
場
は

資
産
の
み
を
連
合
す
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
職
場
が
自
己
資
産
の
ほ
か
に
他
の
職
場
か
ら
資
産
の
提
供
を
受
け
て
仕
事
を
行
い
、
そ
こ
で
得

た
収
入
を
共
同
所
得
と
し
て
、
資
産
を
提
供
し
た
職
場
と
の
間
で
分
配
す
る
。
出
資
共
同
事
業
に
お
い
て
は
、
出
資
を
受
け
た
職
場
が
そ
の

資
産
を
用
い
て
事
業
を
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
商
品
を
生
産
・
販
売
し
、
ま
た
サ
ー
ビ
ス
を
実
行
す
る
こ
と
が
共
同
事
業
の
内
容
と
な
る
。

出
資
す
る
職
場
の
労
働
者
は
、
そ
の
資
産
が
ど
の
よ
う
な
目
的
(
新
た
な
製
品
の
開
発
、
生
産
ラ
イ
ン
追
加
に
よ
る
生
産
拡
大
、
設
備
の
更

新
、
設
備
の
新
規
導
入
な
ど
)
で
使
用
さ
れ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
実
際
に
生
産
を
行
う
の
が
一
つ
の
職
場
だ
け
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
は
共
同
事
業
た
る
性
質
を
失
わ
な
い
。

出
資
共
同
事
業
は
、
事
業
の
主
体
・
形
態
・
対
象
・
目
的
の
点
で
、
他
の
共
同
事
業
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。

(
1
)
〈
包
}
}
向
。
〈

zm一
巾
丘
町
一

ω白
gozMVE〈
ロ
目
的
旬
。

E
N
E
B
-
o
z
a
E
Wぞ
同
三
己
円
白
色
白
目
的
吋
巾
円
山
田
一

E
〈
回
『
白
門
出

N
a
a一
口
品
目
内

om
℃
。
色
。
〈
田
口
』
即
日

N丘
巾
仏

a
m
w
c
m

。
凹
け
司
由
江
〈
釦
ロ
]
白
円
四
O
Y
O同
宵
白

w
N回
関
門
巾

σ・
]
忘
∞
]
「
印

Ci・
]5・

(
2
)
〈
・
〈
ロ
問
。
門
戸
目
的
丹
0
・
凹
門
司

-
E
1
5・

(
3
)
そ
の
場
合
、
第
三
者
と
の
取
引
は
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
第
三
者
と
の
法
律
関
係
に
は
共
同
収
入
も
共
同
危
険
負
担
も
な
く
、
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
こ
こ
で
い
う
共
同
事
業
で
は
な
い
。

(
4
)
〈
・
〈
ロ

ma-mygz-印
可
-
N
C
l
N
H
・

(
5
)
(
6
)
〈

・

〈

zm巾
am--∞
吉
唱
え
叶
-

H
吋・

(
7
)
そ
の
た
め
に
、
「
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
に
携
わ
る
連
合
労
働
組
織
と
生
産
連
合
労
働
組
織
と
の
聞
の
強
制
的
労
働
資
産
連
合
に
関
す
る

法
律
」
(
販
売
生
産
強
制
共
同
事
業
法

)(ω
戸

ω
E
C
g
¥凶
器
。
)
と
い
う
特
別
法
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。

(8)
そ
の
意
味
で
、
販
売
生
産
共
同
事
業
協
定
は
強
制
協
定
で
あ
る
。
だ
が
、
強
制
協
定
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、

旦
締
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結
さ
れ
た
後
は
、
強
制
協
定
と
任
意
協
定
と
の
実
際
的
な
違
い
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
(
〈
・
〈
ロ

ma戸
。
℃
-n-Fw
印可・

5
)
。

(9)
〈
・
〈
ロ
m
巾丘町・

2z-印可
-
N
H
I
N
N
-

(
叩
)
こ
の
場
合
に
、
資
産
の
み
を
提
供
す
る
職
場
は
現
在
労
働
同
岳
民
ご
包
(
現
在
に
お
け
る
人
間
の
生
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
を
い
う
。
現
在
労

働
の
結
果
、
社
会
の
必
要
を
満
た
す
た
め
の
財
が
生
じ
る
。
円
内

-zg包
Z
F
c
z
m
一旬。匂何回一戸田吋口一巾甲山。ロ。自由
E
ユ
札
口
FF
ロ・日

NPω
民国〕巾
4
0
・

5
∞N
'

印可
-
N
O
U
)

は
連
合
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
提
供
さ
れ
る
社
会
的
資
産
は
当
該
職
場
の
労
働
者
お
よ
び
社
会
の
過
去
労
働

B
E
z
-
-
E仏(過

去
に
お
け
る
人
間
労
働
で
財
に
体
化
さ
れ
た
も
の
。
職
場
に
お
け
る
所
得
の
蓄
積
部
分
と
も
理
解
さ
れ
る
。
個
人
所
得
(
賃
金
)
の
た
め
の
資
産

分
配
の
基
礎
と
な
る
。
ぇ

-z-z-w。
--puz-
印可・

8
8
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
全
当
事
者
の
労
働
が
連
合
さ
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
(
〈
・
〈
z
m
2
-
p
o
u
-
巳同・唱え『
-
E
)
。

(
日
)
〈
・
〈
口
町
丘
町
内

wuzw
印可
-
N
N
・

(
ロ
)
〈
・
〈
ロ

ma-pug-
印可
-

N印
l
N
吋・

( 

一一) 

共
同
所
得

共
同
所
得
の
獲
得
が
共
同
事
業
の
基
本
目
的
で
あ
る
。
共
同
所
得
を
生
み
出
さ
な
い
法
律
行
為
は
共
同
事
業
協
定
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

出
資
共
同
事
業
以
外
の
共
同
事
業
か
ら
得
ら
れ
る
共
同
所
得
は
共
同
収
入
と
呼
ば
れ
る
r

も
っ
と
も
単
純
に
表
現
す
れ
ば
、
共
同
収
入
と

は
共
同
生
産
物
ま
た
は
共
同
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
代
金
で
あ
る
。

共
同
事
業
の
当
事
者
は
、
共
同
収
入
の
相
応
部
分
を
受
け
取
る
権
利
(
収
入
参
加
権
)
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
額
は
、
各
当
事
者
が
収
入

の
実
現
に
貢
献
し
た
度
合
い
に
応
じ
て
変
わ
る
が
、
そ
の
基
準
は
共
同
事
業
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
(
連
合
労
働
法
六
六
条
)
。
共
同
収

入
の
分
配
基
準
と
し
て
は
、
実
務
上
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
市
場
価
格
(
外
部
価
格
)
に
基
づ

北法39(1・29)29

く
分
配
と
内
部
価
格
ま
た
は
固
定
比
率
に
基
づ
く
分
配
と
い
う
こ
つ
の
基
本
的
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

共
同
収
入
の
分
配
基
準
と
し
て
市
場
価
格
を
用
い
る
こ
と
は
、
各
当
事
者
が
生
産
に
要
し
た
費
用
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
分
配
額
と
し
て
請



説

求
す
る
事
態
の
発
生
や
特
定
の
当
事
者
に
対
す
る
差
別
的
分
配
を
妨
げ
る
と
い
う
点
で
は
好
ま
し
い
。
し
か
し
、
市
場
価
格
へ
の
行
政
的
介

入
が
あ
れ
ば
、
一
日
一
分
配
基
準
を
定
め
て
も
こ
れ
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
行
政
介
入
が
な
け
れ
ば
な
い
で
、

市
場
価
格
は
変
動
し
や
す
い
か
ら
当
事
者
聞
の
継
続
的
関
係
の
形
成
が
困
難
に
な
る
。
そ
う
い
う
点
で
は
市
場
価
格
を
分
配
基
準
と
す
る
の

は
好
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。

論

こ
れ
に
対
し
、
内
部
価
格
に
よ
っ
て
共
同
収
入
を
分
配
す
れ
ば
、
共
同
生
産
の
対
象
と
同
一
の
ま
た
は
類
似
の
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
市
場

価
格
の
長
期
的
変
動
に
対
応
し
た
価
格
に
基
づ
い
て
分
配
を
行
え
る
か
ら
、
よ
り
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
連
合
労
働
法
も
市
場
価
格
の
長
期

的
変
動
を
考
慮
し
て
分
配
基
準
価
格
を
定
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
六
九
条
三
項
)
。
内
部
価
格
を
決
め
る
た
め
に
は
、
標
準
原
材
料
費
、

減
価
償
却
費
率
決
定
基
準
、
社
会
的
必
要
労
働
量
そ
の
他
の
要
素
を
確
定
し
て
共
同
収
入
実
現
に
対
す
る
貢
献
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
こ
の
貢
献
度
は
、
当
事
者
が
そ
の
担
当
部
分
の
業
務
を
行
う
の
に
客
観
的
に
必
要
な
現
在
労
働
量
お
よ
び
過
去
労
働
量
に
応
じ
て

決
ま
る
。
生
産
に
必
要
な
現
在
労
働
、
過
去
労
働
の
量
は
、
当
事
者
が
協
議
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
)
〈
巾
C
W
O
〈

ロ

m巾
巴

m
一∞国
5
0己
方
自
〈
ロ
目
的
旬
。
E

N
ロ

B
-
o
z門
町
ロ
何
日
〈
白
ロ
}
己
門
出
円
宮
町
田
吋
包
一
叩

S
4白
『
白
色

N
企
m
a
E
m
r
o
h州
旬
。
印
]
。
〈
回
口
』
白

-
Nと
巾
己
巳

m
r
c
m

。
回
目
い
〈
白
ユ
〈
白
ロ
〕
白
色
。
町
。
件
目
内
白
・

N
担
問
吋
巾

σ・
]
石
∞
]
ケ
印
品
い
同
J
N
ω

・

(
2
)
共
同
事
業
の
成
果
を
販
売
し
て
得
ら
れ
る
対
価
を
共
同
所
得
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
広
義
の
共
同
所
得
は
、
そ
の
形
成
過
程
の
違
い
に
よ
っ
て
、
共

同
収
入
と
狭
義
の
共
同
所
得
に
区
分
さ
れ
る
(
連
合
労
働
法
六
七
条
一
項
)
。

狭
義
の
共
同
所
得
と
は
、
一
方
の
職
場
が
資
産
を
提
供
し
、
他
方
の
職
場
が
こ
れ
を
使
っ
て
業
務
を
行
う
、
と
い
っ
た
形
態
で
な
さ
れ
る
出
資

共
同
事
業
か
ら
生
じ
る
所
得
を
指
す
(
同
法
六
七
条
三
項
)
。
共
同
生
産
物
ま
た
は
共
同
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
に
よ
っ
て
生
じ
る
共
同
収
入
と
は
異
な

り
、
共
同
所
得
は
、
出
資
を
受
け
た
職
場
が
出
資
さ
れ
た
資
産
を
使
っ
て
行
っ
た
事
業
で
得
た
収
入
か
ら
原
材
料
費
、
最
低
減
価
償
却
費
お
よ
び

在
庫
と
し
て
の
一
時
的
負
担
額
を
控
除
し
て
算
出
す
る
。
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銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
お
い
て
、
複
数
の
職
場
そ
の
他
の
自
主
管
理
組
織
・
共
同
体
が
共
同
で
生
み
出
す
所
得
も
狭
義
の
共
同
所
得
で
あ

る。
出
資
さ
れ
た
資
産
を
使
用
し
て
事
業
を
行
っ
た
職
場
の
労
働
者
だ
け
が
現
在
労
働
に
よ
る
共
同
所
得
(
狭
義
)
の
実
現
に
関
与
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
共
同
所
得
の
う
ち
現
在
労
働
に
基
づ
く
部
分
は
全
て
こ
の
職
場
に
帰
属
す
る
。
他
方
、
資
産
の
み
を
連
合
(
出
資
)
し
た
職
場
に
は
過
去
労

働
に
基
づ
く
部
分
が
帰
属
す
る
(
同
法
八
二
条
二
項
)
。
現
実
に
事
業
を
行
っ
た
職
場
の
労
働
者
が
、
現
在
労
働
に
加
え
て
一
定
の
社
会
的
資
産
を

も
連
合
し
た
場
合
に
は
、
過
去
労
働
に
基
づ
く
部
分
に
対
し
て
も
分
配
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
過
去
労
働
に
基
づ
く
共
同
所
得
部
分
と
は
、

出
資
資
産
の
元
本
価
値
プ
ラ
ス
資
産
運
用
に
対
す
る
補
償
で
あ
る
(
同
法
八
四
条
)
。

但
し
、
期
限
の
定
め
な
く
出
資
共
同
事
業
に
参
加
し
て
、
無
期
限
に
そ
の
一
部
の
分
配
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
(
同
法

八
三
条
)
。
共
同
所
得
分
配
請
求
権
は
、
協
定
の
定
め
る
一
定
期
間
経
過
後
に
消
滅
す
る
(
同
法
八
一
条
二
項
五
号
、
八
五
条
一
項
)
。

(3)
〈
・
〈
己
仰

2
戸
。
同
y
n円

ymw片吋
-
N
A
F
N
m
-

( 

一一) 

共
同
危
険
負
担

共
同
危
険
負
担
は
共
同
事
業
協
定
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
に
関
す
る
法
律
行
為
で
共
同
危
険
負
担

に
関
す
る
定
め
の
な
い
も
の
は
協
定
と
は
み
な
さ
れ
な
い

(
連
合
労
働
法
五
八
七
条
ニ
項
)
。

一
定
の
物
を
滅
失
・
設
損
し
、
特
定
の
者
の
特
定
の
義
務
の
履
行
を
不
可
能
に
す
る
な
ど
の
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
可
能

性
の
あ
る
何
ら
か
の
出
来
事
の
発
生
を
い
う
。
共
同
事
業
で
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
お
よ
び
販
売
の
過
程
に
お
い
て
、
①
生
産
や
取

引
に
必
要
な
資
金
が
調
達
で
き
な
い
、
請
求
さ
れ
た
代
金
の
支
払
が
で
き
な
い
、
売
掛
代
金
が
回
収
で
き
な
い
、
会
計
上
の
計
算
を
誤
っ
た
、

内
外
の
金
融
政
策
が
変
化
し
た
、
と
い
っ
た
取
引
上
・
金
融
上
の
危
険
や
、
②
機
械
や
設
備
が
故
障
ま
た
は
段
損
ま
た
は
滅
失
し
た
、
原
材

料
に
不
備
が
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
技
術
的
な
危
険
が
生
じ
得
る
。
危
険
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
、
偶
発
事

故
・
不
可
抗
力
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
事
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
生
じ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
当
事
者
の
過
失
あ
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た

「
危
険
」
と
は
、
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と
い
う
点
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
後
者
の
場
合
な
ら
ば
、
当
事
者
は
危
険
の
発
生
に
つ
き
責
を
負
う
(
同
法
六

O
六
条
四
項
)
(
但

し
、
こ
れ
は
自
己
の
過
失
に
よ
り
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
特
に
危
険
負
担
と
言
う
ま
で
も
な
い
)
。

共
同
事
業
の
当
事
者
た
る
職
場
が
共
同
で
負
担
す
る
危
険
は
、
共
同
事
業
に
際
し
て
生
じ
得
る
全
て
の
危
険
で
は
な
く
、
協
定
に
よ
り
当

事
者
が
共
同
で
負
担
す
る
と
定
め
た
危
険
だ
け
で
あ
る
。
共
同
事
業
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
危
険
は
そ
れ
以
外
に
も
存
在
す
る
が
、

そ
れ
ら
の
危
険
は
当
事
者
は
共
同
で
は
負
担
し
な
い
。
自
己
の
過
失
に
よ
り
こ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
各
職
場
が
個
別
に
そ
の
危
険
を
負
担
す
る
。

共
同
生
産
、
共
同
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
当
事
者
が
共
同
で
負
担
す
る
危
険
が
生
じ
る
の
は
ど
ん
な
場
合
か
、
ど
ん
な
基
準
で
危
険
を
負

担
し
、
共
同
危
険
負
担
の
財
源
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
協
定
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。
販
売
生
産
共
同
事
業
に
つ

い
て
は
、
危
険
が
生
じ
得
る
基
本
的
場
合
を
法
律
が
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
範
囲
内
で
ど
の
危
険
を
共
同
で
負
担
す
る
か
は
当
事
者
に
委
ね

ら
れ
て
お
り
、
法
定
の
場
合
以
外
に
も
共
同
で
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
を
協
定
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
資
共
同
事
業
で
も
、
協
定
に

よ
っ
て
共
同
危
険
負
担
に
つ
い
て
規
制
す
る
が
、
出
資
し
た
資
産
の
返
還
請
求
権
ま
た
は
資
産
運
用
に
対
す
る
補
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
職

の
か
、

論

場
は
危
険
を
負
担
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
協
定
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

共
同
事
業
当
事
者
の
活
動
と
は
無
関
係
に
生
じ
た
危
険
は
、
全
当
事
者
が
協
定
の
定
め
た
割
合
に
従
っ
て
こ
れ
を
負
担
す
る
。
そ
の
際
、

(
同
法
八
五
条
六
項
)
。

危
険
負
担
の
た
め
の
金
銭
支
出
が
、
連
合
さ
れ
た
共
同
の
資
産
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
ま
た
、
特
定
の
当
事
者
の
み
が
責
を
負

う
べ
き
危
険
で
あ
っ
て
も
、
当
該
当
事
者
が
こ
れ
を
負
担
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
共
同
事
業
自
体
が
よ
り
大
き
な
損
害
を
被
る
こ
と
の
な
い

か
か
る
危
険
を
も
共
同
で
負
担
す
べ
く
資
産
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。

よ
p

フ
に
、

(
1
)
〈

Z
E
〈

zr丘町
一

E
B
Oロ
U
E
S
Z匂
OBNロ
E
o
E
E
F
g
ミ
包
E

3
骨

g
g
E佳
Nと
aEmwom吉
田
-
。
〈
恒
三
三

NaaEmwcm

。
∞
叶
〈
釦
ユ
〈
白
ロ
]
白
色
O
F
O己
内
回

-
N白
ぬ
『
巾

σ・
]
戸
坦
∞
]
「
的
同
H
J
N吋

N
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第

節

共
同
生
産
協
定

四
種
類
の
共
同
事
業
の
う
ち
、
本
稿
で
は
共
同
生
産
を
取
り
上
げ
て
、

そ
の
具
体
的
規
範
構
造
を
提
示
・
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

共
同
生
産
協
定
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
の
は
、
労
働
と
資
産
の
連
合
、
共
同
生
産
物
の
生
産
、
共
同
生
産
物
の
販
売
、

産
に
直
接
関
わ
る
全
て
の
問
題
で
あ
る
。

そ
の
他
、
共
同
生

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

企
業
内
で
共
同
生
産
が
行
わ
れ
る
場
合
、
当
事
者
の
相
互
関
係
は
、
①
企
業
協
定
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
か
、
②
企
業
協
定
と
共
同
事
業

協
定
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
労
働
者
が
そ
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
、
右
の
関
係
が
ど
の
程
度
複
雑
か
、
ど
の
程
度
の
範
囲
に
及
ぶ
か
に
よ
っ

て
変
わ
る
。
共
同
生
産
を
め
ぐ
る
相
互
関
係
を
全
て
組
織
協
定
で
規
制
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
は
別
に
共
同
生
産
協
定
を
結
ぶ
必
要

は
な
い
が
、
そ
れ
が
複
雑
で
広
範
囲
に
及
ぶ
企
業
で
は
、
共
同
生
産
に
関
す
る
協
定
が
別
に
締
結
さ
れ
る
。

同
一
企
業
内
で
行
わ
れ
る
共
同
生
産
に
は
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。

(
一
)
企
業
内
の
全
職
場
が
一
定
の
物
を
共
同
生
産
し
て
そ
れ
を
販
売
す
る
。

(
二
)
企
業
内
の
全
職
場
で
は
な
く
一
部
の
複
数
職
場
が
、

わ
な
い
。

一
定
の
物
を
共
同
生
産
し
て
そ
れ
を
販
売
し
、
残
り
の
職
場
は
共
同
生
産
を
行

(
三
)
企
業
内
の
一
部
の
複
数
職
場
が
、

し
て
そ
れ
を
販
売
す
る
。

一
定
の
物
を
共
同
生
産
し
て
そ
れ
を
販
売
す
る
一
方
、
残
り
の
複
数
職
場
が
別
の
物
を
共
同
生
産

北法39(1・33)33

(
四
)
企
業
内
の
一
部
の
複
数
職
場
が
、

を
販
売
し
、
残
り
の
職
場
は
独
自
に
一
定
の
物
を
生
産
す
る
。

右
に
列
挙
し
た
各
場
合
の
う
ち
、
(
ご
の
場
合
は
、
共
同
生
産
を
め
ぐ
る
関
係
は
企
業
協
定
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

一
定
の
物
を
共
同
生
産
し
て
そ
れ
を
販
売
し
、
別
の
複
数
職
場
も
別
の
物
を
共
同
生
産
し
て
そ
れ



説

ま
で
の
ケ

l
ス
で
は
、
共
同
生
産
の
た
め
の
労
働
と
資
産
の
連
合
に
関
す
る
個
別
の
協
定
が
各
職
場
開
で
締
結

以
外
の
( 

一一) 
か
ら

(
四
)

さ
れ
る
。

論

同
一
企
業
に
属
し
て
い
な
い
複
数
の
職
場
は
、
①
広
級
組
織
(
企
業
連
合
な
ど
)
内
の
自
己
の
企
業
を
通
じ
て
、
ま
た
は
、
②
広
級
組
織

内
で
直
接
に
、
も
し
く
は
、
③
ど
の
組
織
に
も
連
合
せ
ず
に
直
接
に
、
共
同
生
産
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
、
広
級
組
織
に
連
合

す
る
複
数
の
職
場
が
共
同
生
産
を
行
う
場
合
(
①
と
②
の
ケ

1
ス
て
そ
の
関
係
を
広
級
組
織
へ
の
連
合
協
定
に
よ
っ
て
規
制
で
き
る
の
か
、

そ
れ
と
も
共
同
生
産
に
関
す
る
個
別
の
協
定
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
原
材
料
生
産
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供

給
、
原
料
・
半
製
品
・
部
品
加
工
、
完
成
品
販
売
と
い
っ
た
生
産
販
売
行
程
の
各
段
階
を
各
組
織
が
分
担
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
企
業
連

合
そ
の
他
の
広
級
組
織
の
中
で
、
全
職
場
が
参
加
し
て
行
う
共
同
生
産
で
あ
れ
ば
、
組
織
協
定
に
よ
っ
て
当
事
者
間
の
関
係
を
規
制
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
共
同
生
産
に
関
す
る
個
別
の
協
定
が
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
る
。

共
同
生
産
協
定
の
内
容
に
関
し
て
は
、
連
合
労
働
法
六
八
条
に
定
め
が
あ
る
。
そ
こ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
例
示
条
項
で
あ
る
が
、
共

同
生
産
協
定
は
必
ず
そ
れ
ら
の
条
項
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
ひ
と
つ
の
共
同
生
産
協
定
で
基
本
的
な
事
項
だ
け
を
定
め
、

個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
共
同
生
産
協
定
を
締
結
し
て
規
制
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
当
事
者
は
そ
れ
以
外
に
も
相
互
利

益
に
関
わ
る
事
項
を
協
定
の
中
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
な
り
長
く
な
る
が
、
共
同
生
産
協
定
の
実
例
を
挙
げ
て
、
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
。

以
下

(
1
)
複
数
の
職
場
が
共
同
で
段
階
生
産
ま
た
は
部
品
生
産
を
行
う
場
合
に
、
必
ず
こ
れ
を
協
定
の
規
制
す
る
共
同
生
産
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
連
合
労
働
法
に
は
こ
れ
に
関
す
る
明
文
の
定
め
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
職
場
の
労
働
者
の
権
利
で
あ
っ
て
義

務
で
は
な
い
(
〈
巳
安
。
〈

zrz山一
ω白日。ロ匂
E
4口一印℃
OENE包
囲
。
口
弘

E
附
ぞ
き
]
己
円
白
色
白
山
田
吋
色
一

mg4白
吋
白
色

N
a
a一巳
mwcm
匂
O印
]O〈
白
三
白
-
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N
a
a
E
m
E
m
o白門司白ユ
E
ロ
]
白
色
。
吉
宗
P
N同問円巾
F
E
E
-
m
R
g
ω
)
か
ら
、
「
労
働
と
資
産
の
連
合
」
と
い
う
形
を
取
ら
ず
に
、
契
約
を
締
結

し
て
共
同
生
産
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
)
〈
・
〈
口
町
2
-
m
-
E
0・鬼門
-
H
Z
l
H

可
。
但
し
、
組
織
協
定
に
よ
っ
て
共
同
生
産
に
関
す
る
事
項
を
規
制
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ

ら
の
組
織
内
で
共
同
生
産
を
行
う
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
共
同
生
産
に
関
す
る
個
別
の
協
定
が
締
結
さ
れ
る
(
〈
〈
民
主

p
z
p
a叫・
5
g。

(
3
)
〈
・
〈
口
町
巾
門
戸
町
円
0
・印可・

5
叶・

【
共
同
生
産
協
定
の
実
例
】

ユーゴスラピア取引法における自主管理協定と契約(ー)

ベ
オ
グ
ラ

l
ド
の
企
業
A
所
属
の
職
場
「
ト
リ
グ
ラ
フ
」
、
企
業
B
所
属
の
職
場
「
ヴ
ェ
レ
ビ
ッ
ト
」
、
企
業
C
所
属
の
職
場
「
マ
イ
ェ
ヴ
イ
ツ

ツ
ア
」
、
企
業
D
所
属
の
職
場
「
ア
ヴ
ァ

l
ラ
」
、
企
業
E
所
属
の
職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
次
の
協
定
を
締
結
す
る
。

「
共
同
生
産
物
の
生
産
お
よ
び
販
売
な
ら
び
に
共
同
収
入
の
獲
得
お
よ
び
分
配
の
た
め
の
労
働
と
資
産
の
連
合
に
関
す
る
協
定
一

第
一
章

総

則

第

条

本
協
定
の
当
事
者
は
、
労
働
と
社
会
的
資
産
を
連
合
し
て
「
共
同
生
産
物
第
一

O
号
」
を
生
産
、
販
売
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
共
同
収

入
を
獲
得
、
分
配
す
る
こ
と
を
合
意
す
る
。

第

二

条

本
協
定
に
よ
り
、
当
事
者
は
次
の
事
項
に
関
す
る
相
互
関
係
を
調
整
す
る
。

一
、
共
同
生
産
物
の
生
産
。
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説論

第

条

第

四

条

第

五

条

二
、
共
同
計
画
の
作
成
お
よ
び
各
自
の
計
画
の
調
整
。

三
、
共
同
生
産
物
の
販
売
。

四
、
共
同
収
入
の
獲
得
お
よ
び
分
配
。

五
、
共
同
事
業
に
関
す
る
決
定
。

六
、
共
同
利
益
に
関
わ
る
そ
の
他
の
事
項
。

第
二
章

共
同
生
産
物
の
生
産
を
め
ぐ
る
関
係

当
事
者
は
、
労
働
と
社
会
的
資
産
を
連
合
し
て
「
共
同
生
産
物
第
一

O
号
」
を
生
産
す
る
。

2 

前
項
の
共
同
生
産
物
は
、
本
協
定
の
定
め
に
従
っ
て
生
産
さ
れ
る
各
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
。

各
職
場
は
次
の
よ
う
な
形
で
共
同
生
産
物
の
生
産
に
参
加
す
る
。

一
、
職
場
「
ト
リ
グ
ラ
フ
」
は
、
部
品
「
第
一
号
」
、
「
第
二
号
」
、
「
第
三
号
」
を
生
産
す
る
。

二
、
職
場
「
ヴ
ェ
レ
ビ
ッ
ト
」
は
、
部
品
「
第
四
号
」
を
生
産
す
る
。

三
、
職
場
「
マ
イ
ェ
ヴ
イ
ツ
ツ
ア
」
は
、
部
品
「
第
五
号
」
、
寸
第
六
号
」
を
生
産
し
、
両
者
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
部
品
に
す
る
。

四
、
職
場
「
ア
ヴ
ァ

l
ラ
」
は
、
部
品
「
第
七
号
」
、
「
第
八
号
」
、
「
第
九
号
」
を
生
産
す
る
。

五
、
職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
「
第
一
号
L

か
ら
「
第
九
号
」
ま
で
の
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
最
終
製
品
「
第
一

O
号
」
を
生
産
す

る。
共
同
事
業
の
最
初
の
年
度
に
お
い
て
、
本
協
定
の
当
事
者
は
一
二
、

0
0
0個
の
共
同
生
産
物
を
生
産
す
る
。
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ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

第

六

条

第

七

条

第

八

条

第

九

条 2 

職
場
「
ト
リ
グ
ラ
フ
」
、
「
ヴ
ェ
レ
ビ
ッ
ト
ヘ
寸
マ
イ
ェ
ヴ
イ
ツ
ツ
ア
」
お
よ
び
「
ア
ヴ
ァ

l
ラ
」
は
、
本
協
定
に
定
め
ら
れ
た
単
位
期

間
ご
と
に
、
前
条
記
載
の
部
品
を
生
産
し
、
組
立
の
た
め
に
当
該
部
品
を
職
場
「
ブ
ィ
ナ
リ
ス
ト
L

に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
L

は
、
部
品
を
受
領
し
て
、
本
協
定
に
定
め
ら
れ
た
単
位
期
間
ご
と
に
こ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
最
終
製
品
を
生

産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

共
同
生
産
物
の
部
品
お
よ
び
最
終
製
品
は
、
初
年
度
に
お
い
て
は
、
単
位
期
間
ご
と
に
次
の
割
合
で
生
産
さ
れ
る
。

月

七
O

O
個

月

八
五

O
個

三
月
一

O
月

一、

0
0
0個

月

一
、
一
五
O
個

月

て
三

O
O個

一
九
八
七
年
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
年
度
に
お
い
て
、
当
事
者
は
共
同
生
産
物
の
生
産
数
を
恒
常
的
に
増
加
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
取
る
。

共
同
生
産
物
は
、
標
準
的
な
特
徴
お
よ
び
第
一
級
の
品
質
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
職
場
は
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
標
準
物
件
費
に
従
っ
て
、
協
議
に
よ
り
各
部
品
に
つ
い
て
の
標
準
物
件
費
を
定
め
る
。

2 

各
部
品
の
生
産
に
係
る
標
準
物
件
費
は
、
総
生
産
価
格
に
対
し
て
次
の
比
率
で
定
め
ら
れ
る
。

て
部
品
寸
第
一
号
」
、
「
第
二
号
」
、
「
第
三
号
」
に
つ
い
て
は
六
O
%

二
、
部
品
「
第
四
号
」
に
つ
い
て
は
、
五
八
%

、
部
品
「
第
五
号
」
に
つ
い
て
は
、
九
O
%
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説論

第
一

O
条

第

二

条

第
二
一
条

第
一
三
条

四
、
部
品
「
第
六
号
」
に
つ
い
て
は
、
八
一
%

五
、
部
品
「
第
七
号
」
、
「
第
八
号
」
、
「
第
九
号
」
に
つ
い
て
は
、
七
五
%

3 

標
準
物
件
費
決
定
に
関
す
る
資
料
は
本
協
定
に
添
付
さ
れ
る
。

減
価
償
却
費
に
つ
い
て
は
、
初
年
度
は
法
定
の
最
低
減
価
償
却
費
率
を
適
用
す
る
。

2 

次
年
度
以
降
は
、
減
価
償
却
費
率
の
決
定
基
準
を
個
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
協
定
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
で
共
同
生
産
を
行
う
た
め
に
、
各
職
場
は
労
働
お
よ
び
次
の
額
の
社
会
的
資
産
を
毎
年
連
合
す
る
。

て
職
場
「
ト
リ
グ
ラ
フ
」

0
0
0
0デ
ィ
ナ
ー
ル

二
、
職
場
「
ヴ
ェ
レ
ビ
ッ
ト
」

0
0
0
0デ
ィ
ナ
ー
ル

三
、
職
場
「
マ
イ
ェ
ヴ
イ
ツ
ツ
ア
」

0
0
0
0デ
ィ
ナ
ー
ル

四
、
職
場
「
ア
ヴ
ァ

l
ラ」

0
0
0
0デ
ィ
ナ
ー
ル

五
、
職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」

前
条
の
資
産
額
に
は
、
共
同
生
産
物
の
生
産
お
よ
び
販
売
の
た
め
の
流
動
資
産
も
含
ま
れ
る
。

0
0
0
0デ
ィ
ナ
ー
ル

2 

連
合
さ
れ
る
資
産
総
額
の
う
ち
、
共
同
生
産
物
の
生
産
お
よ
び
販
売
の
た
め
に
確
保
さ
れ
る
流
動
資
産
の
額
な
ら
び
に
確
保
の
条
件
・

方
法
・
期
限
は
、
別
の
協
定
に
よ
っ
て
定
め
る
。

各
当
事
者
は
、
一
ヶ
月
間
に
生
産
す
べ
き
量
の
部
品
を
一

O
日
に
一
度
三
分
の
一
ず
っ
、
す
な
わ
ち
月
の
一

O
日
ま
で
に
一
度
、
二

O

日
ま
で
に
も
う
一
度
、
月
末
ま
で
に
さ
ら
に
も
う
一
度
、
職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
に
引
渡
す
。

2 

前
項
の
期
限
に
遅
れ
て
な
さ
れ
た
引
渡
し
は
全
て
、
生
産
の
停
止
や
適
時
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
部
品
の
在
庫
増
加
と
い
っ

た
損
害
を
他
の
当
事
者
に
生
ぜ
し
め
る
。
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ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

第
一
四
条

第
一
五
条

第
二
ハ
条

第
一
七
条

第
一
八
条 3 

第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
期
限
内
に
部
品
の
引
渡
し
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
職
場
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
当
事
者
に
生
じ
た
損
害

を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
。
但
し
、
義
務
の
履
行
を
不
可
能
に
す
る
事
由
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
限
り
で
な
い
。

各
職
場
は
自
己
の
生
産
物
の
品
質
を
管
理
す
る
。

2 

第
一
級
の
品
質
を
備
え
て
い
な
い
部
品
を
発
見
し
た
職
場
は
、
職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
に
引
渡
す
べ
き
部
品
数
か
ら
そ
の
部
品
を
取

り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
場
「
ブ
イ
ナ
リ
ス
ト
L

は
、
他
の
職
場
か
ら
部
品
を
受
領
す
る
際
に
、
本
協
定
に
従
っ
て
、
引
渡
さ
れ
た
部
品
の
量
と
質
を
確
認
す

る
権
利
お
よ
び
義
務
を
有
す
る
。

2 

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
部
品
を
納
入
す
る
職
場
の
代
理
人
の
面
前
で
部
品
の
品
質
を
確
認
し
た
際
に
品
質
の
劣
る
部
品
を
発
見

し
た
な
ら
ば
、
そ
の
受
領
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
級
の
品
質
を
備
え
て
い
な
い
部
品
に
つ
い
て
は
そ
の
処
分
を
納
入
者
に

委
ね
、
第
一
級
の
部
品
を
自
ら
に
引
渡
す
よ
う
納
入
者
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
当
事
者
は
自
己
の
労
働
お
よ
び
部
品
の
品
質
に
つ
い
て
責
を
負
い
、
職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
は
最
終
製
品
の
品
質
が
第
一
級
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
責
を
負
う
。

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
へ
の
部
品
引
渡
し
は
次
の
場
所
で
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
、
鉄
道
に
よ
る
引
渡
し
荷
降
ろ
し
駅

二
、
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
引
渡
し
|
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
の
倉
庫

2 

職
場
「
フ
イ
ナ
リ
ス
ト
」
が
一
定
量
の
部
品
を
生
産
者
の
倉
庫
に
て
受
領
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
は
、
前
項
の
例
外
と
し
て
、
引

渡
し
を
生
産
者
の
倉
庫
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

運
送
費
用
は
職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
の
負
担
と
す
る
。
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説

第
一
九
条

論

第
二

O
条

第
二
一
条

第
二
二
条

第
二
三
条

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
へ
の
引
渡
し
以
前
に
偶
然
に
生
じ
た
部
品
の
滅
失
・
毅
損
の
危
険
は
当
該
部
品
を
生
産
し
た
職
場
が
負
担
す

る
。
引
渡
し
に
よ
り
か
か
る
危
険
は
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
へ
移
転
す
る
。

2 

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
の
受
領
遅
滞
が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
領
遅
滞
の
時
点
か
ら
前
項
の
危
険
は
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
へ
移
転
す
る
。

当
事
者
は
、
労
働
生
産
性
の
増
加
、
生
産
費
用
の
軽
減
、
共
同
生
産
物
の
品
質
向
上
を
実
現
す
る
た
め
に
、
科
学
技
術
上
お
よ
び
そ
の

他
の
労
働
・
生
産
条
件
を
発
展
さ
せ
る
べ
く
恒
常
的
に
活
動
す
る
。

第

章

共
同
計
画
お
よ
び
各
計
画
の
調
整

本
協
定
の
当
事
者
は
、
別
の
協
定
を
締
結
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
の
調
整
に
関
す
る
協
定
に
よ
っ
て
、
各
当
事
者
の
計
画
の
相
互
調
整
に
関
す
る
権
利
・
義
務
・
責
任
が
定
め
ら
れ
る
。

2 

前
項
の
協
定
は
本
協
定
の
各
条
項
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

3 

本
協
定
の
存
続
期
間
中
に
、
協
定
締
結
時
よ
り
も
多
く
の
製
品
を
生
産
で
き
る
と
当
事
者
が
判
断
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
第
一
項
の

協
定
に
よ
り
年
間
生
産
個
数
を
二
一
、

0
0
0個
以
上
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。

4 

一二、

0
0
0個
以
上
の
製
品
の
生
産
に
関
す
る
条
項
は
、
こ
れ
を
本
協
定
の
条
項
と
み
な
す
。

各
職
場
は
、
本
協
定
お
よ
び
計
画
調
整
に
関
す
る
協
定
の
締
結
後
六

O
日
以
内
に
、
自
己
の
計
画
を
こ
れ
ら
の
協
定
の
各
条
項
に
一
致

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

共
同
事
業
の
範
囲
を
絶
え
ず
拡
大
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
活
動
を
行
う
べ
く
、
本
協
定
の
当
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
発
展
方
針
に

対
し
相
互
に
影
響
を
与
え
る
。
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ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

3 

職
場
の
い
ず
れ
か
が
、
本
条
に
挙
げ
た
各
協
定
の
各
条
項
に
自
己
の
計
画
を
一
致
さ
せ
な
く
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
本
協
定
で
引

き
受
け
た
義
務
は
免
除
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
組
織
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず

る

第
四
章

共
同
生
産
物
の
販
売
を
め
ぐ
る
関
係

第
二
四
条

本
協
定
の
当
事
者
は
、
本
協
定
の
各
条
項
に
従
っ
て
共
同
生
産
物
の
販
売
方
針
を
決
定
す
る
。

2 

共
同
生
産
物
販
売
方
針
は
一
年
ま
た
は
数
年
単
位
で
定
め
ら
れ
る
。

3 

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
当
該
年
度
お
よ
び
過
去
に
お
け
る
販
売
経
験
、
市
場
調
査
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
方
法
で
入
手
し
た
次

年
度
に
お
け
る
需
要
お
よ
び
販
売
可
能
性
に
関
す
る
知
識
に
基
づ
い
て
共
同
生
産
物
の
販
売
方
針
を
提
案
す
る
。

4 

次
年
度
の
共
同
生
産
物
販
売
方
針
の
提
案
は
、
当
該
年
度
の
一
一
月
三

O
日
ま
で
に
な
さ
れ
、
他
の
当
事
者
に
通
知
さ
れ
る
。

5 

当
事
者
は
当
該
年
度
の
一
二
月
二
五
日
ま
で
に
次
年
度
の
共
同
生
産
物
販
売
計
画
を
検
討
し
決
定
す
る
。

第
二
五
条

本
協
定
の
当
事
者
は
共
同
生
産
物
の
最
低
販
売
価
格
を
定
め
る
。

2 

前
項
の
価
格
は

て

0
0
0、
0
0
0デ
ィ
ナ
ー
ル
と
す
る
。

3 

職
場
「
ブ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
(
以
下
、
売
主
と
略
)
は
、
市
場
の
条
件
(
需
要
と
供
給
)
に
応
じ
て
共
同
生
産
物
の
価
格
を
決
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
価
格
は
共
同
生
産
物
一
個
当
た
り
て

0
0
0、
0
0
0デ
ィ
ナ
ー
ル
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。

4 

共
同
生
産
物
の
価
格
決
定
に
関
す
る
資
料
は
本
協
定
に
添
付
さ
れ
る
。

第
二
六
条

売
主
は
常
に
需
要
の
動
き
を
監
視
し
、
市
場
動
向
を
研
究
し
、
も
っ
と
も
条
件
の
良
い
買
主
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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説

第
二
七
条

論

第
二
八
条

第
二
九
条

第
三

O
条

第
三
一
条

第
三
二
条 2 

売
主
は
で
き
る
だ
け
早
く
共
同
生
産
物
が
売
却
さ
れ
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
条
件
の
良
い
買
主
を
選
択
す
る
際
に
、
売
主
は
も
っ
と
も
高
い
価
格
、
も
っ
と
も
短
い
支
払
期
限
、
も
っ
と
も
確
実
な
支
払

保
証
手
段
を
提
示
す
る
買
主
に
商
品
を
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

買
主
を
選
択
す
る
際
に
、
売
主
は
買
主
の
資
力
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

売
主
は
買
主
の
提
供
す
る
支
払
保
証
手
段
と
引
き
換
え
に
共
同
生
産
物
を
販
売
す
る
。

2 

売
主
が
前
項
の
規
定
に
反
し
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
当
事
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
責
を
負
う
。

売
主
は
買
主
の
送
り
状
受
領
か
ら
八
日
の
支
払
期
限
を
も
っ
て
共
同
生
産
物
を
販
売
す
る
。
買
主
が
送
り
状
よ
り
も
後
に
商
品
を
受

け
取
っ
た
場
合
に
は
、
商
品
受
領
か
ら
八
日
が
支
払
期
限
と
な
る
。

2 

売
主
が
全
当
事
者
に
と
っ
て
有
益
だ
と
判
断
し
た
場
合
は
、
支
払
期
限
を
最
大
三
O
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

共
同
生
産
物
の
販
売
に
際
し
、
代
金
支
払
を
促
進
す
る
と
売
主
が
判
断
し
た
場
合
は
、
売
主
は
買
主
と
の
聞
で
三
%
を
超
え
る
遅
延
利

息
の
支
払
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

売
主
は
で
き
る
だ
け
費
用
と
危
険
が
少
な
く
な
る
よ
う
な
方
法
で
商
品
を
販
売
す
る
べ
く
配
慮
す
る
。

2 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
売
主
は
自
己
倉
庫
渡
し
で
商
品
を
売
る
よ
う
に
努
力
す
る
。

3 

商
品
を
積
み
込
み
、
運
送
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
は
買
主
の
負
担
と
す
る
。

部
品
ま
た
は
共
同
生
産
物
の
在
庫
が
六
O
日
の
待
機
期
聞
を
含
め
て
月
間
総
生
産
数
の
一
O
%
未
満
に
納
ま
っ
て
い
れ
ば
、
商
品
の

販
売
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

2 

在
庫
が
前
項
の
数
値
よ
り
多
い
場
合
に
は
、
適
当
な
解
決
策
を
検
討
・
発
見
す
る
た
め
に
、
売
主
は
こ
れ
を
共
同
機
関
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

第

条

第
三
四
条

第
三
五
条

第
三
六
条

第
三
七
条

連
合
さ
れ
た
流
動
資
産
が
商
品
販
売
を
行
う
の
に
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
約
定
に
よ
り
、
売
主
は
銀
行
か
ら
流
動
資
産

確
保
の
た
め
に
信
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

信
用
を
受
け
る
前
に
、
売
主
は
共
同
生
産
物
の
販
売
の
た
め
の
流
動
資
産
の
額
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
他
の
当
事
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
当
事
者
が
そ
の
資
産
を
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
売
主
は
信
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 

売
主
は
受
け
た
信
用
を
銀
行
に
返
済
す
る
。

第
五
章

義
務
に
対
す
る
責
任
と
危
険
負
担

各
職
場
は
、
共
同
生
産
物
の
部
品
の
生
産
に
必
要
な
原
材
料
を
獲
得
す
る
際
に
引
き
受
け
た
義
務
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
自
己
の
過
失
に
よ
り
共
同
収
入
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
部
品
を
生
産
す
る
他
の
職
場
に
対

し
て
責
任
を
負
う
。

製
品
を
使
用
し
た
と
き
に
回
収
庇
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
自
己
の
過
失
に
よ
り
そ
の
穀
庇
を
生
ぜ
し
め
た
職
場
が
責
任
を
負
う
。

2 

過
失
を
犯
し
た
職
場
を
特
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
全
職
場
が
取
庇
に
よ
る
危
険
を
連
帯
し
て
負
担
す
る
。

本
協
定
の
定
め
る
共
同
事
業
か
ら
生
じ
る
危
険
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

一
、
計
画
さ
れ
た
量
ま
た
は
価
格
の
生
産
が
な
さ
れ
な
い
危
険

二
、
売
却
済
み
商
品
に
対
す
る
代
金
支
払
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
な
さ
れ
な
い
危
険

2 

危
険
を
発
生
さ
せ
た
職
場
を
特
定
で
き
る
場
合
に
は
そ
の
職
場
が
危
険
を
負
担
し
、
特
定
で
き
な
い
場
合
に
は
全
職
場
が
連
帯
し
て

危
険
を
負
担
す
る
旨
を
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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説論

第
三
八
条

第
三
九
条

第
四

O
条

第
四
一
条

第
四
二
条

第
四
三
条

第
六
章

共
同
収
入
の
獲
得
と
分
配

売
主
は
共
同
生
産
物
の
販
売
に
よ
っ
て
得
る
共
同
収
入
(
販
売
代
金
)
を
受
領
す
る
た
め
に
社
会
会
計
局
に
仮
勘
定
を
開
設
す
る
権
利

お
よ
び
義
務
を
負
う
。

2 

前
項
の
仮
勘
定
の
開
設
申
請
は
、
本
協
定
締
結
か
ら
八
日
以
内
に
、
売
主
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
社
会
会
計
局
の
組
織
単
位
に
対
し
て

こ
れ
を
な
す
。

共
同
収
入
は
売
却
さ
れ
た
共
同
生
産
物
の
代
金
徴
収
に
よ
り
獲
得
す
る
。

売
主
は
共
同
生
産
物
の
買
主
に
対
し
て
送
り
状
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
送
り
状
に
は
、
商
品
の
価
格
の
他
に
、
買
主
が
支
払

を
な
す
べ
き
仮
勘
定
の
番
号
も
記
載
さ
れ
る
。

2 

売
主
は
買
主
が
期
限
内
に
代
金
を
支
払
え
る
よ
う
に
、
他
に
も
必
要
な
措
置
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

買
主
が
期
限
内
に
代
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、
売
主
は
、
期
限
満
了
か
ら
一
五
日
以
内
に
、
強
制
的
に
代
金
の
支
払
を
受
け
る
の

に
必
要
な
措
置
を
全
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

売
主
は
、
第
四

O
条
お
よ
び
第
四
一
条
に
定
め
ら
れ
た
措
置
を
適
時
に
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
当
事
者
に
生
じ
た

損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

売
主
は
、
売
却
さ
れ
た
商
品
に
対
す
る
為
替
お
よ
び
現
金
に
よ
る
支
払
代
金
を
全
て
仮
勘
定
を
通
じ
て
受
け
取
る
。

2 

理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
買
主
が
商
品
の
代
金
を
売
主
の
振
替
口
座
に
振
り
込
ん
だ
場
合
に
は
、
売
主
は
遅
滞
な
く
(
遅
く
と
も
三
日

以
内
に
)
こ
れ
を
仮
勘
定
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

売
主
が
前
項
の
義
務
を
期
限
内
に
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
自
己
の
過
失
に
よ
り
仮
勘
定
に
で
は
な
く
振
替
口
座
の
方
に
代
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金
を
振
り
込
む
よ
う
買
主
に
通
知
し
た
場
合
、
売
主
は
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
当
事
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
四
条

売
主
は
獲
得
し
た
共
同
収
入
を
、
本
協
定
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
各
当
事
者
の
寄
与
分
に
応
じ
て
分
配
す
る
。

第
四
五
条

当
事
者
は
、
①
各
部
品
の
約
定
価
格
、
②
各
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
最
終
製
品
を
作
る
作
業
に
対
す
る
約
定
価
格
、
お
よ
び
③
共
同
生

産
物
の
販
売
作
業
に
対
す
る
約
定
価
絡
、
が
販
売
代
金
全
額
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
比
率
と
な
る
か
を
約
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
共
同

収
入
を
分
配
す
る
。

2 

共
同
収
入
に
対
す
る
前
項
の
各
約
定
価
格
の
比
率
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

一
、
「
第
一
号
L

、
「
第
二
号
」
、
「
第
三
号
」
を
生
産
す
る
職
場
l
二
七
%

二
、
「
第
四
号
」
を
生
産
す
る
職
場
九
%

三
、
「
第
五
号
」
、
「
第
六
号
」
を
生
産
し
、
両
者
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
部
品
と
す
る
職
場
一
四
%

四
、
「
第
七
号
L

、
「
第
八
号
」
、
「
第
九
号
」
を
生
産
す
る
職
場
|
二
六
%

五
、
各
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
最
終
製
品
を
生
産
し
、
こ
れ
を
販
売
す
る
職
場
|
二
四
%

3 

前
項
の
基
準
決
定
の
際
に
用
い
ら
れ
た
資
料
は
本
協
定
に
添
付
さ
れ
、
本
協
定
と
と
も
に
保
存
さ
れ
る
。

第
四
六
条

売
主
は
、
仮
勘
定
に
払
込
ま
れ
た
共
同
収
入
の
全
て
を
代
金
受
領
後
直
ち
に
(
受
領
日
の
翌
日
か
遅
く
と
も
受
領
日
の
五
日
以
内
に
)

各
当
事
者
に
同
時
に
仮
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
七
条

売
主
は
、
次
の
期
間
内
に
共
同
収
入
の
本
分
配
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
仮
分
配
期
間
経
過
後
二

O
日
以
内
ま
た
は

共
同
収
入
の
獲
得
年
度
終
了
後
三

O
日
以
内

第
四
八
条

売
主
が
適
時
に
共
同
収
入
の
仮
分
配
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
本
協
定
の
定
め
る
期
間
内
に
本
分
配
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
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説

第
四
九
条

論

第
五

O
条

第
五
一
条

第
五
二
条

第
五
三
条

に
は
、
売
主
は
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
当
事
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
。

共
同
収
入
の
う
ち
市
場
の
例
外
的
好
条
件
の
結
果
獲
得
し
た
部
分
は
、
共
同
労
働
の
物
質
的
基
盤
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
新
た
な
科
学

技
術
を
導
入
し
て
生
産
過
程
を
改
善
す
る
た
め
、
ま
た
は
共
同
生
産
物
の
品
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
当
事
者
が
こ
れ
を
使
用
す
る
。

2 

市
場
の
例
外
的
好
条
件
の
結
果
と
は
、
共
同
収
入
の
う
ち
、
共
同
生
産
物
の
予
定
販
売
価
格
の
一
一

O
%を
超
え
る
部
分
を
い
う
。

3 

本
協
定
の
当
事
者
は
、
本
条
第
一
項
の
範
囲
内
で
、
市
場
の
例
外
的
好
条
件
の
結
果
獲
得
し
た
部
分
を
ど
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る

か
を
毎
年
個
別
に
約
定
す
る
。

共
同
収
入
の
獲
得
と
分
配
は
法
令
に
従
い
帳
簿
に
記
載
さ
れ
る
。

2 

共
同
生
産
物
の
販
売
に
携
わ
る
組
織
は
共
同
事
業
に
関
す
る
簿
記
を
正
確
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

本
協
定
の
当
事
者
は
、
共
同
事
業
お
よ
び
共
同
収
入
の
獲
得
・
分
配
に
関
す
る
帳
簿
を
閲
覧
す
る
権
利
を
持
つ
。

当
事
者
は
定
期
的
に
簿
記
を
行
い
、
共
同
事
業
に
つ
い
て
記
帳
す
る
。

2 

当
事
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿
の
う
ち
共
同
事
業
に
関
す
る
部
分
を
定
期
的
に
、
少
な
く
と
も
年
に
一
度
比
較
す
る
。

3 

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
共
同
事
業
に
関
す
る
自
己
の
帳
簿
を
他
の
職
場
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

共
同
事
業
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
調
整
、
決
定
お
よ
び
紛
争
解
決
方
法

当
事
者
は
共
同
事
業
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
協
議
に
よ
り
、
つ
ま
り
、
共
同
機
関
、
各
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
お
よ
び
各
管
理
機
関

を
通
じ
て
調
整
す
る
。

性
質
上
経
営
機
関
の
職
務
範
囲
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
各
当
事
者
の
立
場
の
調
整
は
、
各
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
平
等
に
共
同
し
て
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こ
れ
を
行
う
。

第
五
四
条

性
質
上
労
働
者
評
議
会
の
職
務
範
囲
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
各
当
事
者
の
立
場
の
調
整
は
、
共
同
機
関
の
提
案
に
よ
り
各
労
働

者
評
議
会
が
共
同
し
て
こ
れ
を
行
う
。

第
五
五
条

本
協
定
に
よ
り
当
事
者
は
、
共
同
利
益
に
関
わ
る
業
務
を
行
う
共
同
機
関
を
設
置
し
、
そ
の
構
成
、
代
表
委
員
の
選
出
方
法
・
地
位
・

権
利
・
義
務
・
責
任
お
よ
び
解
任
方
法
を
定
め
る
。

第
五
六
条

共
同
機
関
は
五
人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
。

2 

共
同
機
関
の
メ
ン
バ
ー
は
本
協
定
の
当
事
者
た
る
各
職
場
の
労
働
者
の
代
表
委
員
で
あ
る
。

3 

各
職
場
の
労
働
者
は
共
同
機
関
の
メ
ン
バ
ー
を
一
人
ず
つ
選
出
す
る
。

第
五
七
条

共
同
機
関
の
代
表
委
員
は
、
各
当
事
者
の
自
主
管
理
一
般
規
範
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
二
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
る
。

第
五
八
条

共
同
機
関
に
は
議
長
を
置
く
。

2 

議
長
の
任
期
は
一
年
と
し
、
各
職
場
か
ら
五
年
に
一
度
こ
れ
を
選
出
す
る
。

3 

議
長
の
選
出
順
序
は
次
の
よ
う
に
す
る
。

一
年
目

l
職
場
「
ア
ヴ
ァ

1
ラ
」
の
代
表
委
員

二
年
目
l
職
場
寸
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」
の
代
表
委
員

三
年
目

l
職
場
「
マ
イ
ェ
ヴ
イ
ツ
ツ
ア
」
の
代
表
委
員

四
年
目

l
職
場
「
ト
リ
グ
ラ
フ
」
の
代
表
委
員

五
年
目

l
職
場
「
ヴ
ェ
レ
ビ
ッ
ト
」
の
代
表
委
員

第
五
九
条

共
同
機
関
は
次
の
業
務
を
行
う
。
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説

l
本
協
定
の
各
条
項
の
履
行
を
監
督
し
、
履
行
阻
害
要
因
の
除
去
措
置
を
各
職
場
に
提
案
す
る
。

!
共
同
生
産
物
の
生
産
・
販
売
の
条
件
を
検
討
し
、
そ
の
改
善
を
提
案
す
る
。

論

l
計
画
の
調
整
に
関
す
る
協
定
の
基
本
要
項
を
提
案
す
る
。

ー
同
種
の
製
品
の
生
産
成
果
を
追
跡
・
分
析
し
、
労
働
生
産
性
の
増
加
、
生
産
・
販
売
費
用
の
軽
減
、
共
同
生
産
物
の
品
質
向
上
の
た
め

に
、
科
学
技
術
の
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

l
費
用
基
準
を
分
析
し
、
そ
の
変
更
を
提
案
す
る
。

ー
共
同
生
産
物
の
価
格
を
分
析
し
、
市
場
に
お
け
る
そ
の
動
き
を
追
跡
す
る
。

l
共
同
収
入
の
獲
得
と
分
配
の
問
題
点
を
追
跡
し
、
そ
の
改
善
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

第
六

O
条

そ
の
性
質
上
、
労
働
者
評
議
会
が
、
ま
た
は
個
別
的
意
思
表
示
に
よ
り
労
働
者
が
決
定
で
き
る
と
共
同
機
関
が
判
断
し
た
問
題
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
立
場
の
調
整
を
労
働
者
評
議
会
ま
た
は
労
働
者
に
提
案
す
る
。

第
六
一
条

共
同
機
関
は
、
商
品
の
質
お
よ
び
量
、
共
同
収
入
の
獲
得
お
よ
び
分
配
に
関
す
る
各
当
事
者
の
立
場
を
調
整
す
る
。

2 

前
項
の
場
合
、
各
当
事
者
の
立
場
は
代
表
委
員
全
員
の
合
意
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
。

第
六
二
条

共
同
事
業
を
め
ぐ
る
権
利
の
行
使
お
よ
び
義
務
の
履
行
に
関
し
て
個
々
の
当
事
者
間
で
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
第
一
に
、
そ
の
当
事
者

聞
の
協
議
で
紛
争
の
解
決
が
は
か
ら
れ
る
。

2 

紛
争
当
事
者
の
各
経
営
機
関
が
協
議
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
各
労
働
者
評
議
会
に
持
っ
て
い
く
の
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
と
各
経
営
機
闘
が
判
断
し
た
場
合
、
紛
争
の
解
決
を
仲
裁
機
関
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
三
条

当
事
者
は
、
本
協
定
の
各
条
項
を
履
行
す
る
際
に
生
じ
る
業
務
上
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
仲
裁
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き

る
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ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

第
六
四
条

第
六
五
条

第
六
六
条

第
六
七
条

第
六
八
条

第
六
九
条

仲
裁
機
関
は
、
紛
争
の
当
事
者
た
る
各
職
場
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
選
定
す
る
仲
裁
人
と
一
人
の
首
席
仲
裁
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

2 

仲
裁
人
は
各
職
場
の
労
働
者
評
議
会
が
各
紛
争
事
案
ご
と
に
こ
れ
を
指
名
す
る
。

3 

仲
裁
機
関
の
首
席
仲
裁
人
は
仲
裁
人
が
こ
れ
を
選
出
す
る
。

4 

首
席
仲
裁
人
の
選
出
に
つ
き
仲
裁
人
間
で
合
意
が
整
わ
な
い
と
き
は
、
仲
裁
人
の
提
案
に
よ
り
共
同
機
闘
が
こ
れ
を
指
名
す
る
。

仲
裁
機
関
は
本
協
定
の
履
行
の
際
に
生
じ
る
業
務
上
の
紛
争
を
解
決
す
る
。

仲
裁
機
関
は
多
数
決
に
よ
り
仲
裁
判
断
を
下
す
。

仲
裁
機
関
の
組
織
、
権
限
お
よ
び
仲
裁
手
続
は
、
別
の
協
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

2 

前
項
の
協
定
は
、
本
協
定
の
各
当
事
者
の
労
働
者
評
議
会
が
共
同
し
て
こ
れ
を
締
結
す
る
。

第
八
章

協
定
の
存
続
期
間
お
よ
び
解
約
方
法

本
協
定
の
存
続
期
間
は
五
年
と
す
る
。

2 

前
項
の
期
間
満
了
の
遅
く
と
も
六
カ
月
以
前
に
、
当
事
者
は
本
協
定
の
存
続
期
間
延
長
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

3 

い
ず
れ
の
当
事
者
も
本
協
定
の
新
た
な
有
効
期
間
を
定
め
る
手
続
を
開
始
し
な
い
場
合
に
は
、
本
協
定
は
さ
ら
に
五
年
間
存
続
す
る

も
の
と
み
な
す
。

4 

前
項
の
更
新
期
間
満
了
の
六
カ
月
以
前
に
新
た
な
有
効
期
間
を
定
め
る
手
続
が
開
始
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
本
協
定
は
五
年
の
更
新

期
間
の
満
了
に
よ
り
解
約
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

当
事
者
は
協
議
に
よ
り
い
つ
で
も
本
協
定
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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説論

第
七

O
条

第
七
一
条

第
七
二
条

第
七
三
条

い
ず
れ
の
当
事
者
も
他
の
当
事
者
に
対
し
書
面
に
よ
る
解
約
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
本
協
定
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
、
こ
の
意
思
表
示
は
遅
く
と
も
脱
退
の
日
よ
り
一
年
以
上
前
に
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

脱
退
ま
で
の
問
、
脱
退
予
定
当
事
者
は
本
協
定
か
ら
生
じ
る
全
て
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
条
の
規
定
に
反
し
て
本
協
定
か
ら
脱
退
し
た
当
事
者
は
、
そ
れ
に
よ
り
他
の
当
事
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
。

第
九
章

附

員リ

本
協
定
の
正
本
は
一

O
部
作
成
さ
れ
、
各
当
事
者
が
二
部
ず
つ
所
持
す
る
。

本
協
定
は
一
九
八
六
年
二
一
月
一
二
日
に
ベ
オ
グ
ラ

l
ド
で
締
結
さ
れ
、

一
九
八
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

職
場
「
ト
リ
グ
ラ
フ
」

サ
イ
ン

職
場
「
ヴ
ェ
レ
ビ
ッ
ト
」

サ
イ
ン

職
場
「
マ
イ
ェ
ヴ
イ
ツ
ツ
ア
」

サ
イ
ン

職
場
「
ア
ヴ
ァ

1
ラ」

サ
イ
ン

職
場
「
フ
ィ
ナ
リ
ス
ト
」

サ
イ
ン

(1)
本
例
は
、
〈
巾
C
W
。
〈
口
町
巾
丘
町
一

ω白5
0
Z
U
『
自
己
目
印
旬
。
一
日
N
E
B
-
c
c
己
吉
川
一
〈
白

a
z
g円四回一印司巾色町
E
4白
吋
白
E
Z
N
白]巾
b
E
m
r
o
m
句。回一。〈田口白町二

N
釦]巾門主
m
w
o
m
o
m守
同
門
吉
田
口
』
白
色
。
『
2
w
p
N国関門巾
σ・
5
∞
y
m門司

ωω
印
・
以
下
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
協
定
例
に
若
干
手
を
加
え
て
作
成
し
た
。

北法39(1・50)50



(
2
)
「
共
同
生
産
物
第
一

O
号
」
と
は
例
と
し
て
仮
に
挙
げ
た
物
で
あ
り
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
。
複
数
の
職
場
の
生
産
す
る
複
数
の
部
品
を
組
み

合
わ
せ
て
作
ら
れ
る
製
品
な
ら
ど
れ
で
も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
そ
の
際
、
一
つ
の
職
場
が
複
数
の
部
品
を
生
産
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ

の
協
定
例
で
は
、
九
個
の
部
品
か
ら
な
る
製
品
を
四
つ
の
職
場
が
生
産
し
、
第
五
の
職
場
が
そ
れ
ら
の
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
製
品
を
作
り
、
こ

れ
を
販
売
す
る
と
い
う
ケ

1
ス
を
想
定
し
て
い
る
。
本
協
定
で
は
、
全
て
の
職
場
が
五
つ
の
異
な
っ
た
企
業
に
所
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の

い
く
つ
か
、
ま
た
は
全
て
が
一
つ
の
企
業
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
場
合
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
得
る
。

(
3
)
各
基
礎
組
織
の
名
称
、
各
部
品
の
名
称
も
架
空
の
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
仮
勘
定
の
開
設
申
請
に
は
、
本
協
定
の
う
ち
仮
勘
定
開
設
権
に
関
す
る
条
項
を
抜
粋
し
て
添
付
さ
れ
る
。

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

以
上
が
、
共
同
生
産
協
定
の
実
例
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
、
協
定
の
特
徴
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
み
よ
う
。

( 

ー
) 

共
同
生
産
物
の
販
売

共
同
生
産
物
は
市
場
に
お
い
て
貨
幣
と
交
換
さ
れ
る
。
そ
れ
が
商
品
生
産
の
基
本
目
的
で
あ
る
。
共
同
生
産
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
共

同
生
産
物
の
販
売
は
、
そ
れ
を
直
接
流
通
に
置
く
職
場
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
共
同
生
産
に
参
加
す
る
全
職
場
の
問
題
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
に
商
品
を
販
売
し
、
ど
の
よ
う
に
代
金
を
受
け
取
る
か
に
よ
っ
て
、
共
同
収
入
の
大
き
さ
、
す
な
わ
ち
各
職
場
の
所
得
の
大
き
さ
が
決
ま

る
。
そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
は
や
く
で
き
る
だ
け
よ
い
条
件
で
商
品
が
売
れ
る
こ
と
が
全
当
事
者
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事
と
な
る
。
そ
の

た
め
に
、
共
同
生
産
の
当
事
者
は
協
定
に
よ
っ
て
共
同
生
産
物
の
販
売
方
針
を
共
同
で
定
め
る
。

共
同
生
産
協
定
に
よ
っ
て
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
商
品
の
販
売
を
行
う
か
が
定
め
ら
れ
る
。
ど
の
当
事
者
も
共
同
生
産
物
の
販
売
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
生
産
物
の
販
売
方
法
と
し
て
は
、
①
生
産
を
行
う
職
場
、
す
な
わ
ち
、
段
階
生
産
の
最
終
段
階
を
担
当
す
る
職

場
ま
た
は
各
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
製
品
を
作
る
職
場
が
自
ら
製
品
を
販
売
す
る
方
法
、
②
各
職
場
が
連
合
し
て
い
る
同
一
の
企
業
・
企
業
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説

連
合
内
の
共
同
商
業
部
門
を
通
じ
て
販
売
す
る
方
法
、
③
卸
売
や
輸
出
入
に
携
わ
る
商
業
連
合
組
織
と
長
期
・
短
期
に
提
携
し
て
こ
の
組
織

を
通
じ
て
販
売
す
る
方
法
、
と
い
っ
た
方
法
が
あ
る
。
共
同
生
産
の
当
事
者
は
こ
の
う
ち
の
ど
の
方
法
で
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
複
数

論

の
方
法
を
併
用
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
誰
が
直
接
に
販
売
を
行
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
は
販
売
の
方
法
、
条
件
お
よ
び
期
限
に

つ
い
て
協
定
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

共
同
生
産
の
最
終
段
階
を
担
当
す
る
職
場
が
そ
の
生
産
物
を
販
売
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
二
つ
の
職
場
が
あ
る
商
品
を
共
同
で
生
産
し
、

同
一
企
業
内
の
第
三
の
職
場
(
取
引
職
場
)
が
こ
の
商
品
を
販
売
す
る
と
い
う
ケ

l
ス
で
は
、
そ
の
職
場
と
共
同
生
産
に
参
加
す
る
他
の
職

場
と
の
間
の
権
利
義
務
を
協
定
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
共
同
生
産
物
を
販
売
す
る
職
場
は
、
価
格
、
支
払
期
限
そ
の
他
の
点
で
も
っ
と
も

有
利
な
条
件
で
、
し
か
も
で
き
る
だ
け
早
く
そ
の
生
産
物
を
販
売
す
る
義
務
を
負
う
。
共
同
生
産
物
の
販
売
を
企
業
・
企
業
連
合
を
通
じ
て

行
う
場
合
に
は
、
共
同
生
産
物
の
販
売
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
組
織
の
義
務
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
共
同
生
産
物
の
販
売
が
当

事
者
の
共
同
利
益
と
な
る
こ
と
、
お
よ
び
、
販
売
は
共
同
商
業
部
門
(
労
働
共
同
体
ま
た
は
職
場
)
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
各
組
織
へ

の
連
合
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
共
同
生
産
物
の
販
売
が
、
生
産
組
織
と
長
期
的
に
提
携
し
て
い
る
卸
売
組
織
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場

合
に
は
、
販
売
生
産
共
同
事
業
協
定
に
よ
っ
て
両
者
の
関
係
が
規
制
さ
れ
る
。
生
産
組
織
と
卸
売
組
織
の
提
携
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
両
者
の
関
係
を
契
約
で
規
制
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
契
約
の
内
容
は
、
当
該
卸
売
組
織
が
長
期
的
に
提
携
し
て
い
る
他
の

生
産
組
織
と
の
間
で
結
ん
で
い
る
販
売
生
産
共
同
事
業
協
定
に
合
致
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
〈
巾
Z
W
O
〈
己
何
一
巾
岳
山
一

ω白
g
c
z℃
『
国
〈
口
一
回
目
】
。
門
担

N
Z
B一
。
ロ
門
日
門
口
町
一
〈
同
三
巴
門
田
門

U
H
印
吋
巾
門
目
印
門
白
〈
白

E門出
N
a巾
仏

Em-smHX)印
]
O〈
国
三
回
一

N
&巾
a
E
m
r
s
m

。
印
叶
〈
回
吋
{
A
q

出
口
]
国
内
同
。

7
0己
内
田

w
N間
関
吋
巾
げ
・
]
忘
∞
]
「
日
片
岡
1

・
一
戸
、
日
吋
1
]戸、刊日山・

(
2
)
〈

・

〈

Z
町
内

am--回同
0
・

印

可

口

ゲ

ロ

F
E
C
l
E
Y
H
E
-
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( 

一一) 

共
同
収
入
の
獲
得
お
よ
び
分
配

共
同
収
入
は
共
同
生
産
物
の
販
売
の
結
果
と
し
て
発
生
す
る
が
、
共
同
生
産
物
の
販
売
を
め
ぐ
る
関
係
と
共
同
収
入
の
獲
得
を
め
ぐ
る
関

係
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
共
同
生
産
物
の
販
売
関
係
と
は
別
個
独
立
に
共
同
収
入
の
獲
得
、
確
定
、
分
配
と
い
っ
た
問

題
を
共
同
生
産
協
定
に
よ
っ
て
規
制
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

共
同
収
入
の
獲
得
を
め
ぐ
る
関
係

共
同
収
入
を
得
る
た
め
に
は
、
単
に
共
同
生
産
物
が
販
売
さ
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
販
売
さ
れ
た
物
の
代
金
が
支
払
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
払
込
収
入

E
1
m
p
E
胃
E
a
(共
同
生
産
の
場
合
な
ら
払
込
共
同
収
入
)
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
総
収
入
お

よ
び
所
得
に
関
す
る
法
律
」
(
総
収
入
所
得
法
)
一
一
条
に
よ
れ
ば
、
払
込
収
入
と
は
、
総
収
入
の
決
済
期
満
了
日
ま
で
に
社
会
会
計
局
ま

た
は
郵
便
局
の
振
替
口
座
に
な
さ
れ
た
為
替
ま
た
は
現
金
に
よ
る
支
払
を
い
う
。
払
込
共
同
収
入
は
、
ま
ず
共
同
生
産
物
を
売
却
し
た
職
場

の
仮
勘
定
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
、
共
同
生
産
に
参
加
し
た
各
職
場
に
分
配
さ
れ
る
。
共
同
生
産
物
の
代
金
を
受
け
取
っ
た
職
場
の
仮
勘
定
か

ら
、
各
職
場
の
振
替
口
座
に
共
同
収
入
分
配
分
が
振
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
職
場
の
収
入
が
払
込
ま
れ
た
こ
と
と
な
る
。
代
金
の

受
取
に
は
企
業
の
振
替
口
座
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
(
連
合
労
働
法
一
四
六
条
二
項
、
総
収
入
所
得
法
五
二
条
二
項
)
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
受
取
は
仮
勘
定
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
(
総
収
入
所
得
法
五
二
条
一
項
)
。
従
っ
て
、
協
定
に
よ
り
、
共
同
生
産
物
を
販
売
す
る
組
織
に
対

し
、
販
売
代
金
を
受
け
取
る
た
め
に
仮
勘
定
を
開
設
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。

共
同
生
産
物
を
販
売
す
る
組
織
は
、
当
該
組
織
が
単
独
で
生
産
し
た
製
品
を
販
売
す
る
場
合
と
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

適
時
に
代
金
の
支
払
が
な
さ
れ
る
べ
く
さ
ま
ざ
ま
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
。
も
し
、
共
同
生
産
物
が
無
資
力
の
者
に
販
売
さ
れ
た
な

ア
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説

ら
、
販
売
を
行
っ
た
組
織
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
生
産
に
参
加
し
た
全
当
事
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
を
被
る
。
長
期
間
に
渡
っ
て
代
金
支

払
を
請
求
し
な
い
場
合
も
同
様
で
あ
る
(
但
し
、
販
売
組
織
の
責
任
を
確
定
で
き
る
な
ら
ば
そ
の
組
織
の
み
が
損
害
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る

か
ら
、
通
常
は
他
の
当
事
者
に
は
損
害
は
生
じ
な
い
)
。
協
定
に
よ
っ
て
販
売
組
織
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
と
し
て
は
、
右
に
述
べ
た
も
の
の
ほ

か
、
①
資
力
が
あ
り
も
っ
と
も
条
件
の
良
い
買
主
を
選
ぶ
こ
と
、
②
支
払
保
証
手
段
を
受
け
取
る
こ
と
、
③
適
時
に
代
金
を
取
り
立
て
、
通

論

常
の
支
払
期
限
の
満
了
後
一
定
期
間
内
に
強
制
的
代
金
取
立
に
必
要
な
措
置
を
取
る
こ
と
、
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
に
対
応
し
て
、
他
の

当
事
者
は
、
共
同
収
入
分
配
分
の
請
求
権
、
義
務
の
不
履
行
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
請
求
権
な
ど
の
権
利
を
持
つ
。

共
同
収
入
の
分
配

共
同
生
産
協
定
を
締
結
す
る
際
に
は
、
共
同
収
入
を
分
配
す
る
基
準
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
当
事
者
が
協
議
で
定
め
た

価
格
で
も
良
い
し
、
そ
れ
以
外
の
基
準
で
も
当
事
者
間
の
相
互
関
係
を
十
分
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
良
い
。

価
格
を
分
配
基
準
と
す
る
場
合
は
、
段
階
生
産
の
各
作
業
段
階
ま
た
は
部
品
生
産
の
各
部
品
の
価
格
を
協
定
で
定
め
る
。
例
え
ば
、
三
つ
の

職
場
が
各
段
階
を
担
当
し
て
最
終
商
品
を
生
産
す
る
と
い
う
共
同
生
産
に
お
い
て
、
各
作
業
段
階
の
価
格
が
、
五

O
デ
ィ
ナ
ー
ル
、
三

O
デ
ィ

ナ
ー
ル
、
二

O
デ
ィ
ナ
ー
ル
と
い
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
な
ら
、
最
終
商
品
の
価
格
は
一

O
Oデ
ィ
ナ
ー
ル
で
、
そ
の
価
格
に
占
め
る
各
職

場
の
価
格
割
合
は
五

O
一一一一

O
一二

O
と
な
る
。
商
品
の
実
際
の
販
売
価
格
が
一

O
Oデ
ィ
ナ
ー
ル
と
な
ら
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
代
金
は

こ
の
比
率
に
応
じ
て
各
職
場
に
分
配
さ
れ
る
。
協
議
価
格
以
外
の
も
の
を
分
配
基
準
と
す
る
場
合
に
は
、
客
観
的
で
正
確
な
分
配
を
保
証
す

る
基
準
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
々
の
作
業
段
階
で
連
合
さ
れ
た
労
働
と
資
産
の
価
値
も
基
準
の
一
つ
に
な
り
得
る
。

共
同
収
入
は
、
労
働
生
産
性
を
高
め
、
社
会
的
資
産
使
用
の
合
理
性
・
効
率
性
を
高
め
、
事
業
費
用
を
軽
減
さ
せ
る
よ
う
な
基
準
に
よ
っ

て
分
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
連
合
労
働
法
六
九
条
一
項
)
。
従
っ
て
、
そ
の
基
準
は
長
期
間
に
わ
た
る
共
同
生
産
を
対
象
に
設
定
さ
れ

(
イ
)
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る
(
同
条
二
項
)
。
価
格
を
分
配
基
準
と
す
る
場
合
は
、
共
同
生
産
物
と
同
一
の
ま
た
は
類
似
の
製
品
の
市
場
価
格
の
長
期
的
変
動
を
考
慮
し

て
価
格
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
条
三
項
)
。

(
同
法
七

O
条
一
項
)
。

ユーゴスラビア取引法における自主管理協定と契約(ー)

共
同
収
入
を
獲
得
し
た
組
織
は
、
共
同
生
産
に
参
加
し
た
各
当
事
者
に
そ
の
全
額
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

共
同
収
入
は
発
生
後
直
ち
に
全
当
事
者
に
対
し
同
時
に
仮
分
配
さ
れ
る
(
同
条
二
項
)
。
共
同
収
入
を
仮
に
分
配
す
る
場
合
に
は
、
共
同
収
入

が
払
込
ま
れ
た
翌
日
に
、
ま
た
は
遅
く
と
も
払
込
か
ら
五
日
以
内
に
、
共
同
生
産
参
加
者
に
仮
分
配
分
が
支
払
わ
れ
る
(
総
収
入
所
得
法
五

四
条
二
項
)
。
共
同
収
入
の
本
分
配
は
協
定
に
定
め
た
期
間
内
に
行
わ
れ
る
。
但
し
、
そ
の
期
間
は
仮
分
配
期
間
経
過
後
二

O
日
以
内
ま
た
は

共
同
収
入
の
発
生
年
度
終
了
後
三

O
日
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
法
五
五
条
一
項
)
。
販
売
組
織
が
共
同
収
入
を
各
当
事
者
に
分
配
し

な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
右
の
規
定
に
反
し
て
分
配
し
た
場
合
は
、
経
済
犯
罪
を
犯
し
た
も
の
と
し
て
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
(
連
合
労
働
法

六
四
八
条
一
項
一
号
、
総
収
入
所
得
法
一
一
五
条
一
項
二
号
)
。

販
売
組
織
の
仮
勘
定
か
ら
の
資
金
の
移
転
は
、
販
売
組
織
の
指
示
に
よ
り
社
会
会
計
局
が
行
う
。
社
会
会
計
局
が
仮
勘
定
開
設
者
か
ら
の

指
示
な
し
に
勝
手
に
資
金
を
移
転
す
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
当
事
者
が
社
会
会
計
局
と
契
約
を
結
ん
で
、
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
っ

て
資
金
を
仮
勘
定
か
ら
各
当
事
者
へ
移
転
す
る
権
限
を
社
会
会
計
局
に
与
え
る
べ
き
こ
と
が
共
同
生
産
協
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
い
。

但
し
、
共
同
事
業
を
行
う
各
職
場
が
同
一
企
業
内
に
あ
っ
て
、
企
業
の
振
替
口
座
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
は
、
各

職
場
は
自
己
の
固
有
の
振
替
口
座
を
持
た
な
い
か
ら
、
仮
勘
定
の
開
設
、
仮
勘
定
を
通
じ
た
共
同
収
入
実
現
と
い
っ
た
こ
と
は
な
さ
れ
な
川
r
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説言命

(
2
)
ω
円、

ω明
河
』
吋
N
一
¥
H
申∞品・

(3)
社
会
会
計
局
に
つ
い
て
は
、
小
山
洋
司
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
経
済
安
定
化
長
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
労
働
組
織
の
役
割
」
社
会
主
義
経
営
学
会

編
『
社
会
主
義
経
営
論
|
理
論
と
現
実

l
』
(
法
律
文
化
社
・
一
九
八
六
年
)
所
収
・
二
六
八
頁
注
一
三
参
照
。

(
4
)
手
形
、
小
切
手
、
消
費
者
ロ

l
ン
、
信
用
状
な
ど
に
よ
る
支
払
も
含
ま
れ
る
(
同
法
一
二
条
)
。

(
5
)
〈
・
〈

zr門戸目的同
0
・
2
『・呂町
l
H

∞
叶
。
共
同
収
入
の
ど
の
部
分
が
、
市
場
に
お
け
る
例
外
的
好
条
件
の
結
果
発
生
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
か
に
つ

い
て
協
定
で
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
実
際
の
販
売
価
格
が
約
定
さ
れ
た
価
格
よ
り
高
か
っ
た
場
合
の
差
額
、
あ
る
い
は
、
販
売
価

格
か
ら
費
用
・
減
価
償
却
費
お
よ
び
一
定
の
所
得
額
を
控
除
し
た
額
な
ど
を
右
の
例
外
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
共
同
生
産
の
当
事

者
は
、
こ
の
例
外
的
収
入
を
当
事
者
間
で
分
配
し
て
各
当
事
者
に
使
用
方
法
を
委
ね
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
共
同
労
働
の
基
盤

を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
共
同
資
産
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
(
〈
・
〈
口
町
2
戸

sgw
印可・

5
N
i
Eど
。

(
6
)
中
期
計
画
と
一
致
さ
せ
る
(
〈
巾
Z
W
C
〈己

ma-m一
問
。
自
巾
E
R
N同W
O
ロ問。

EjE制
8
0
5
3己
F
N出関門巾
σ・
5
∞N
W

印
可
・
∞
叶
)
と
い
わ
れ
る
か
ら
、

五
年
が
目
安
と
な
る
(
社
会
計
画
法
九
条
二
項
参
照
)
。
な
お
、
販
売
生
産
強
制
共
同
事
業
で
は
、
共
同
事
業
は
原
則
と
し
て
五
年
以
上
継
続
す
る

(
販
売
生
産
強
制
共
同
事
業
法
一
四
条
二
項
)
。

(7)
〈
・
〈
口
町
巾
門
戸

o
u・
円
一
?
ロ
(
同
)
・
鬼
門

-
E∞
IHS-

(
8
)
』
印

W
W
曲
目
白
円
σ一
町
一
。
円
ぬ
釦
ロ

-NRC田
信
門

-E一
山
巾
ロ
。
関
門
白
色
白
ロ
官
同
〈
ロ
C
B
匂円。宮市

E-
ロ
-
w
p
-
N白
m
z
σ
L
S少
鬼
門
-
N
吋∞・)

( 

一一一) 

連
帯
の
条
件
と
方
法

共
同
生
産
協
定
に
よ
っ
て
、
①
労
働
者
の
労
働
安
全
・
社
会
保
障
の
確
保
、
②
赤
字
の
補
填
、
③
共
同
生
産
に
参
加
し
て
い
る
職
場
の
更

生
、
の
た
め
の
各
職
場
の
連
帯
の
条
件
と
方
法
が
定
め
ら
れ
る
(
連
合
労
働
法
六
八
条
三
項
四
号
)
。

職
場
の
労
働
者
は
、
労
働
お
よ
び
事
業
を
安
定
さ
せ
、
物
質
的
・
社
会
的
安
全
を
自
ら
確
保
す
る
た
め
、
所
得
を
分
配
す
る
際
に
そ
の
一

部
を
計
画
に
従
っ
て
留
保
す
る
(
同
法
五
七
条
一
項
二
号
)
。
ま
た
、
全
て
の
労
働
者
に
は
そ
の
物
質
的
・
社
会
的
安
全
を
確
保
す
る
だ
け
の
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最
低
個
人
所
得
が
保
証
さ
れ
て
い
る
(
同
法
ご
ニ
一
条
一
項
)
。
職
場
の
労
働
者
が
自
主
管
理
一
般
規
範
に
定
め
ら
れ
た
個
人
所
得
の
た
め
の

資
産
を
確
保
で
き
な
い
と
き
、
協
定
で
定
め
た
労
働
基
盤
拡
大
の
た
め
の
資
産
を
確
保
で
き
な
い
と
き
、
事
業
継
続
に
必
要
な
業
績
を
上
げ

ユーゴスラピア取引法における自主管理協定と契約(ー)

ら
れ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
法
一
五
二
条
一
項
)
。
赤
字
経
営
に
陥
っ
た

職
場
の
労
働
者
は
、
連
合
協
定
に
従
っ
て
、
組
織
更
生
の
た
め
の
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
法
一
五
四
条
二
項
)
。

共
同
生
産
に
参
加
す
る
組
織
の
い
ず
れ
か
が
右
の
ご
と
き
窮
境
に
陥
っ
た
と
き
、
他
の
当
事
者
は
相
互
連
帯
の
原
則
に
基
づ
い
て
そ
の
組

織
に
経
済
的
援
助
、
そ
の
他
の
援
助
を
与
え
る
。
当
事
者
は
、
い
か
な
る
条
件
・
方
法
で
こ
の
援
助
を
与
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
条
項
を

共
同
生
産
協
定
中
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
的
援
助
に
は
、
窮
境
か
ら
脱
出
す
る
の
に
必
要
な
資
産
を
提
供
す
る
こ
と
の
他
に
、

窮
境
に
あ
る
組
織
が
他
の
共
同
生
産
当
事
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
、
あ
る
い
は
当
該
組
織
が
第
三
者
に
対
し
負

担
し
て
い
る
義
務
を
こ
れ
に
代
わ
っ
て
清
算
す
る
と
い
っ
た
方
法
も
あ
る
。
連
帯
の
条
件
・
方
法
は
、
共
同
生
産
に
お
け
る
当
事
者
相
互
の

結
合
程
度
お
よ
び
各
当
事
者
の
経
済
力
に
応
じ
て
当
事
者
が
自
由
に
定
め
る
。

(
1
)
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巾

C
K
O
〈
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町
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ω出
5
0ロ
℃
円
釦
〈
巳
印
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N
Z
B一
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仏
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芝
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円
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-
e
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門

Z-mwcm
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印
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E
m
w
o
m

。
印
雪
印
ユ
〈
血
ロ
〕
白
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z
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(
四
)

共
同
機
関

複
数
の
職
場
が
、
特
定
の
企
業
に
連
合
せ
ず
に
共
同
生
産
を
行
い
、
そ
の
た
め
に
労
働
と
資
産
を
連
合
す
る
場
合
、
共
同
利
益
に
関
す
る

業
務
を
行
う
共
同
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
連
合
労
働
法
五
四
一
条
一
項
)
。
こ
の
共
同
機
関
は
、
企
業
の
管
理
機
関
と
は
異
な
る
。

同
一
の
企
業
に
連
合
し
て
い
る
複
数
の
職
場
が
共
同
生
産
を
行
う
場
合
は
、
右
の
共
同
機
関
は
設
置
し
な
い
。
共
同
生
産
に
関
す
る
業
務
は
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説

労
働
者
評
議
会
が
行
う
か
ら
で
あ
る
。
企
業
連
合
の
場
合
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
共
同
機
関
は
任
意
で
設
置
さ
れ
る
機
関
で

あ
り
、
当
事
者
が
必
ず
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
共
同
機
関
を
設
置
し
な
い
場
合
は
、
他
の
機
関
が
こ
の
業
務
を
行
う

か
、
別
の
方
法
で
業
務
が
遂
行
さ
れ
る
。
共
同
機
関
は
、
共
同
生
産
に
参
加
す
る
各
職
場
の
労
働
者
の
代
表
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

共
同
機
関
は
、
そ
の
設
置
を
定
め
た
協
定
の
認
め
る
範
囲
内
で
の
み
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
機
関
も
労
働
者
評
議
会
も
自
主
管
理

機
関
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
お
り
、
労
働
者
評
議
会
の
代
表
委
員
に
関
す
る
規
定
は
共
同
機
関
の
代
表
委
員
に
も
適
用
さ
れ
る
(
同

法
四
八
三
条
一
項
)
。

共
同
機
関
の
職
務
に
何
が
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
法
律
に
規
定
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
共
同
生
産
の
当
事
者
が
具

体
的
な
条
件
お
よ
び
必
要
に
応
じ
て
協
定
に
定
め
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
共
同
機
関
の
職
務
範
囲
に
含
ま
れ
る
業
務
と
し
て
は
、
協
定
の
履

行
を
監
督
す
る
こ
と
、
協
定
の
履
行
に
つ
い
て
各
当
事
者
の
管
理
機
関
に
提
案
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

共
同
機
関
は
会
議
を
開
い
て
活
動
し
、
決
定
を
下
す
。
代
表
委
員
は
選
出
母
体
の
労
働
者
の
指
示
に
従
っ
て
活
動
す
る
。
決
定
を
す
る
際

に
、
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
代
表
委
員
全
員
の
合
意
が
必
要
で
、
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
別
の
決
定
方
法
が
取
ら
れ
る
か
は
協
定
に
よ
っ

論

てて
もこ
同れ
様を
で定
あめ
るすな
。)け

れ
ば
な
ら
な
しユ

い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
手
続
で
代
表
委
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

(
1
)
〈
巾
呂
町
。
〈
zm一冊巴円一

ω白B
O
E
U
『白〈口一回目】
O
B
N
Z
B
一
。
ロ
円
四
円
口
町
〈
同
三
口
『
印
門
宮
山
田
円
巾
円
四
回

g
〈印門出門出
N
丘
町
門
吉
郎

-sm
句。∞】。〈白ロ]白山
N
白}巾口一~山

}gm

。
凹
言
問
吉
田
口
』
出
品
o
y
o英
国
w
N
回開吋巾げ・

5
∞ゲ弘司・

5
吋
凶
器
。
共
同
機
関
の
代
表
委
員
は
、
法
律
ま
た
は
協
定
で
別
段
の
定
め
を
置
か
な
い
限
り
、

企
業
の
労
働
者
評
議
会
の
代
表
委
員
と
同
じ
権
利
・
義
務
・
責
任
を
有
す
る
(
連
合
労
働
法
四
八
三
条
一
項
)
。
選
出
母
体
た
る
組
織
の
労
働
者
に

対
す
る
代
表
委
員
の
権
利
・
義
務
・
責
任
は
当
該
組
織
の
定
款
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
(
同
条
二
項
)
。
職
場
の
財
産
的
義
務
に
関
わ
る
問
題
な
ら

北法39(1・58)58
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び
に
定
款
お
よ
び
協
定
の
定
め
る
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
代
表
委
員
が
決
定
す
る
場
合
に
は
、
選
出
母
体
の
組
織
の
労
働
者
ま
た
は
労
働
者
評

議
会
が
そ
の
問
題
に
対
し
て
取
っ
た
立
場
に
従
っ
て
投
票
す
る
義
務
を
代
表
委
員
は
負
う
(
同
法
四
七
七
条
一
項
)
。
各
職
場
か
ら
合
意
を
得
る
方

法
、
つ
ま
り
、
決
定
案
を
準
備
し
、
そ
れ
を
確
定
し
、
合
意
を
得
る
た
め
に
こ
れ
を
各
職
場
に
送
付
し
、
各
職
場
の
合
意
を
得
、
決
定
を
下
す
と

い
う
一
連
の
手
続
を
当
事
者
は
協
定
中
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
〈
・
ぐ
口
町
巾
巴
h
y
-
2
0
・
印
可

-
E∞
冨
由
一
回
目
件
。
.
烈
O
B巾ロ同国『
N
回目
S
ロ
由
。

E
E
W巾ロ
0
5
3己
F
N血肉吋巾
σ・
H
U
∞
戸
鬼
門
・
出
品
叶
)

共
同
機
関
の
代
表
委
員
の
総
数
、
共
同
機
関
の
構
成
、
各
職
場
の
代
表
委
員
選
出
数
は
、
共
同
生
産
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
代
表
委
員

の
総
数
は
共
同
生
産
に
参
加
す
る
職
場
の
数
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
。
共
同
機
関
は
管
理
機
関
で
は
な
い
か
ら
、
労
働
者
評
議
会
の
代
表
委
員
の

最
低
必
要
数
に
関
す
る
法
律
条
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
各
当
事
者
の
参
加
権
・
決
定
権
を
確
保
す
る
た
め
に
、
原
則
と
し
て
、
各
職
場

か
ら
最
低
一
人
の
代
表
委
員
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
共
同
機
関
の
代
表
委
員
総
数
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
但
し
、
多
数
(
例
え
ば
数
十
)
の
職

場
が
共
同
生
産
に
参
加
す
る
よ
う
な
ケ

l
ス
に
も
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
と
問
題
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
同
機
関
は
そ
の
性
質

上
、
迅
速
か
つ
効
率
的
に
活
動
し
決
定
し
得
る
構
造
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
共
同
機
関
の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
五

O
人
に
も

一
O
O人
に
も
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
期
待
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
無
理
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
職
場
が
一
つ
の
共
同
生
産
に
参
加

す
る
場
合
は
相
対
的
に
は
少
な
い
が
、
そ
う
い
う
ケ

l
ス
が
生
じ
、
当
事
者
が
共
同
機
関
の
迅
速
・
効
率
的
な
活
動
を
望
む
な
ら
ば
、
同
一
の
企

業
に
属
す
る
複
数
の
職
場
か
ら
一
人
の
代
表
委
員
を
選
出
す
る
と
い
う
方
法
を
取
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
一
人
の
代
表
委
員
が
複

数
の
職
場
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
限
り
で
右
の
原
則
は
修
正
さ
れ
る
(
〈
・
〈
丸
巾
門
戸
。
匂
・
門
戸

ω同旨。
z
u『
回
〈
口
一
回
℃
耳
目
ロ
EF--wm可
-

H

由也)。

(
2
)
よ
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
(
ご
協
定
の
履
行
、
労
働
と
資
産
の
連
合
お
よ
び
共
同
生
産
物
の
生
産
・
販
売
に
関
す
る
義
務
の
履
行
、
共
同
収

入
の
獲
得
お
よ
び
分
配
を
監
督
す
る
こ
と
、
(
二
)
協
定
の
履
行
、
共
同
事
業
の
発
展
、
製
品
の
質
の
向
上
、
費
用
の
軽
減
そ
の
他
の
活
動
に
対
す

る
障
害
の
除
去
を
各
当
事
者
の
管
理
機
関
に
提
案
す
る
こ
と
、
(
三
)
共
同
生
産
に
関
す
る
各
当
事
者
の
立
場
の
相
違
を
調
整
す
る
こ
と
、
(
四
)

協
定
-
に
定
め
ら
れ
た
方
法
で
一
定
期
間
内
に
解
決
で
き
な
か
っ
た
紛
争
に
つ
い
て
各
当
事
者
の
管
理
機
関
に
通
知
す
る
こ
と
、
(
五
)
法
律
お
よ
び

協
定
の
定
め
る
方
法
お
よ
び
手
続
に
従
い
、
協
定
の
定
め
る
当
座
の
共
同
業
務
に
つ
き
決
定
を
下
す
こ
と
。
(
六
)
共
同
計
画
の
実
施
状
況
お
よ
び

共
同
計
画
の
基
礎
に
関
す
る
協
定
中
の
定
め
ら
れ
た
各
当
事
者
の
計
画
相
互
調
整
義
務
の
履
行
状
況
を
監
督
・
分
析
す
る
こ
と
、
(
七
)
段
階
生
産
・

部
品
生
産
の
各
過
程
に
お
け
る
物
件
費
の
新
標
準
を
提
案
す
る
た
め
の
研
究
を
組
織
す
る
こ
と
、
(
八
)
生
産
過
程
改
善
の
た
め
の
労
働
生
産
性
の
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研
究
を
組
織
す
る
こ
と
、
(
九
)
正
当
な
危
険
分
配
を
行
う
際
に
考
慮
さ
れ
る
重
要
な
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
、
そ
の
他
、
共
同
利
益
に
関
わ
る
業

務
を
行
う
こ
と
が
、
そ
の
職
務
範
囲
に
入
る
。

(3)
〈
・
〈

z
m
2
R
U
E
-
2『
-
N
C
O
N
C
H
-

北法39(1・60)60

論

(
五
)

紛
争
の
処
理

(
ア
)

共
同
生
産
を
め
ぐ
る
立
場
の
調
整

共
同
生
産
に
関
係
す
る
あ
る
問
題
に
つ
い
て
各
当
事
者
の
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
立
場
を
調
整
し
、
争
い
の
あ
る
問
題

に
つ
い
て
合
意
に
達
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
立
場
の
調
整
は
、
共
同
機
関
を
通
じ
て
も
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が

あ
る
。
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
調
整
を
各
経
営
機
関
に
委
ね
る
こ
と
も
で
き
る
。
立
場
の
相
違
が
生
じ
た
状
況
を
検
討
し
、
一
定

の
事
実
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
問
題
に
関
す
る
専
門
共
同
委
員
会
を
設
置
し
こ
れ
に
調
整
を
任

せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
労
働
と
資
産
の
連
合
に
直
接
関
わ
る
問
題
の
場
合
は
、
労
働
者
評
議
会
ま
は
た
労
働
者
自
身
の
決
定
に
よ
り
立
場
の

相
違
を
調
整
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ど
の
方
法
が
取
ら
れ
る
か
は
個
々
の
ケ

i
ス
の
具
体
的
状
況
に
応
じ
て
変
わ
る
が
、
協
定
に
よ
っ
て
、

状
況
に
応
じ
た
複
数
の
調
整
方
法
を
定
め
て
お
く
こ
と
も
妨
げ
な
い
。
ま
た
、
立
場
の
相
違
を
常
に
共
同
機
関
を
通
じ
て
調
整
す
る
と
の
定

め
を
置
く
こ
と
も
、
常
に
共
同
機
関
以
外
の
方
法
に
よ
る
と
定
め
を
置
く
こ
と
も
、
と
も
に
可
能
で
あ
る
。

問
題
の
性
質
上
、
経
営
機
関
だ
け
で
す
ぐ
に
調
整
が
で
き
る
と
い
う
ケ
1
ス
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
共
同
機
関
に
立
場
を
説

明
し
た
り
、
会
議
を
招
集
し
て
討
議
を
行
っ
た
り
し
て
立
場
の
相
違
を
調
整
す
る
必
要
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
争
わ
れ
て
い
る
問
題
が
経
営

機
関
の
職
務
範
囲
外
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
経
営
機
関
に
調
整
権
限
は
な
い
。
但
し
、
立
場
の
調
整
に
関
す
る
経
営
機
関
の
職
務
範
囲
は
、

定
限
度
内
で
協
定
に
よ
っ
て
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
共
同
生
産
協
定
を
締
結
す
る
際
に
は
、

い
か
な
る
方
法
で
共
同
生
産
を



め
ぐ
る
立
場
の
相
違
を
調
整
す
る
の
か
、
つ
ま
り
、
共
同
機
関
、
共
同
委
員
会
、
経
営
機
関
、
労
働
者
評
議
会
ま
た
は
労
働
者
の
全
員
投
票

ど
の
機
関
が
調
整
を
行
う
の
か
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
調
整
の
手
続
も
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

の
う
ち
、

ユーゴスラピア取引法における自主管理協定と契約(ー)

紛
争
の
解
決
方
法

当
事
者
は
、
協
定
の
履
行
に
際
し
て
生
じ
た
紛
争
を
仲
裁
そ
の
他
の
方
法
で
解
決
す
べ
き
こ
と
を
協
定
中
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

合
労
働
法
五
七
八
条
一
項
)
。
こ
の
原
則
は
共
同
生
産
協
定
に
も
適
用
さ
れ
る
。
同
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
仲
裁
そ
の
他
の
紛
争
解
決
方
法
が
協

定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
連
合
労
働
裁
判
所
が
当
該
紛
争
を
解
決
す
る
。
従
っ
て
、
仲
裁
判
断
の
取
消
な
ど
が
問
題
に

な
る
例
外
的
場
合
を
除
き
、
仲
裁
そ
の
他
の
紛
争
解
決
方
法
が
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
連
合
労
働
裁
判
所
は
管
轄
権

を
持
た
な
い
。
当
事
者
は
協
定
を
締
結
す
る
際
に
、
①
仲
裁
、
②
そ
の
他
の
方
法
、
③
連
合
労
働
裁
判
所
、
の
う
ち
か
ら
紛
争
解
決
方
法
を

選
択
す
る
。
但
し
、
仲
裁
も
そ
の
他
の
方
法
も
取
ら
な
い
場
合
に
は
、
連
合
労
働
裁
判
所
に
紛
争
の
解
決
が
委
ね
ら
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ

り
、
あ
え
て
こ
の
点
に
つ
き
協
定
で
言
及
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
ど
こ
の
連
合

労
働
裁
判
所
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
合
意
し
て
お
く
意
味
が
あ
る
。
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l
]
{
由
品
・

(2)
共
同
生
産
の
当
事
者
が
紛
争
を
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
単
に
そ
の
旨
を
協
定
に
規
定
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
仲

裁
機
関
の
構
成
、
仲
裁
機
関
の
権
限
、
仲
裁
の
手
続
に
つ
い
て
も
協
定
の
中
で
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

(
a
)

仲
裁
機
関
の
構
成
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仲
裁
機
関
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
、
こ
れ
を
常
設
機
関
と
す
る
か
臨
時
機
関
と
す
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
仲
裁
機
関
を
常
設
機
関

と
す
る
な
ら
ば
、
各
職
場
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
人
数
の
仲
裁
人
を
予
め
選
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
普
席
仲
裁
人
目
)
「
包
凹
包
E
W
R玄
可
印
刷
出

の
指
名
方
法
に
つ
い
て
も
約
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
各
紛
争
事
案
ご
と
に
仲
裁
委
員
会

R
E可
札
口
。

2
P
が
設
置
さ
れ
、
仲

裁
人
(
仲
裁
委
員
)
が
仲
裁
委
員
長
を
選
定
す
る
。
仲
裁
人
が
仲
裁
委
員
長
を
選
定
で
き
な
い
場
合
は
、
首
席
仲
裁
人
が
仲
裁
委
員
会
を
主
宰
す

る
か
仲
裁
委
員
長
を
指
名
す
る
。
常
設
機
関
と
し
て
は
仲
裁
機
関
を
置
か
ず
、
紛
争
が
生
じ
る
度
に
仲
裁
機
関
を
設
置
す
る
と
の
定
め
が
な
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
臨
時
仲
裁
機
関
の
設
置
手
続
に
つ
い
て
も
規
定
を
置
い
て
お
く
だ
け
で
よ
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
仲
裁
機
関
が
迅
速
か
っ

効
率
的
に
活
動
し
得
る
た
め
に
は
、
紛
争
当
事
者
の
利
害
が
確
実
に
反
映
さ
れ
る
だ
け
の
数
の
仲
裁
人
が
仲
裁
機
関
を
構
成
し
、
首
席
仲
裁
人
(
ま

た
は
仲
裁
委
員
長
)
が
選
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
は
協
定
上
の
義
務
の
履
行
に
関
す
る
紛
争
で
あ
り
、

通
常
そ
れ
は
二
当
事
者
間
の
紛
争
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
は
、
両
当
事
者
が
仲
裁
人
を
一
人
ず
つ
指
名
し
、
二
人
の
仲
裁
人
が
首
席
仲
裁
人
(
ま

た
は
仲
裁
委
員
長
)
を
選
定
す
る
。
仲
裁
人
が
こ
れ
を
選
定
し
な
い
場
合
は
別
に
定
め
る
手
続
で
こ
れ
を
選
定
す
る
。

結
局
、
仲
裁
に
関
し
て
は
次
の
事
項
を
協
定
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
一
)
常
設
仲
裁
機
関
、
臨
時
仲
裁
機
関
の
い
ず
れ
を
設
け
る
の
か
、

(
二
)
常
設
仲
裁
機
関
を
設
け
る
な
ら
、
各
職
場
が
何
人
の
仲
裁
人
を
指
名
し
、
ど
の
よ
う
に
首
席
仲
裁
人
を
指
名
し
、
仲
裁
委
員
会
を
ど
の
よ

う
に
構
成
し
、
誰
が
仲
裁
委
員
会
・
仲
裁
委
員
・
仲
裁
委
員
長
を
指
名
す
る
の
が
、
(
三
)
臨
時
仲
裁
機
関
を
設
け
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
仲
裁
人

お
よ
び
首
席
仲
裁
人
を
指
名
す
る
の
か
。

常
設
仲
裁
機
関
を
設
け
る
場
合
、
各
職
場
が
指
名
す
る
仲
裁
人
の
数
は
一
人
な
い
し
二
人
に
は
限
ら
れ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
を

そ
の
中
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
誰
を
仲
裁
委
員
会
の
仲
裁
人
(
仲
裁
委
員
)
に
指
名
す
る
か
は
、
紛
争
が
い
か
な
る
も
の
で
紛
争
解
決
に
い

か
な
る
専
門
家
が
必
要
か
に
応
じ
て
変
わ
る
。
臨
時
仲
裁
機
関
の
場
合
は
、
具
体
的
紛
争
事
案
ご
と
に
仲
裁
人
を
指
名
す
る
。
仲
裁
機
関
を
常
設

と
す
る
か
臨
時
と
す
る
か
を
決
定
す
る
際
に
は
、
当
該
共
同
生
産
の
性
質
か
ら
見
て
ど
の
程
度
紛
争
が
生
じ
易
い
か
、
つ
ま
り
、
頻
繁
に
紛
争
が

生
じ
る
の
か
例
外
的
に
の
み
生
じ
る
の
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仲
裁
機
関
の
構
成
を
決
め
る
際
も
同
様
で
あ
る
。
紛
争
が
生
じ
る
可

能
性
が
小
さ
け
れ
ば
、
常
設
仲
裁
機
関
を
置
く
必
要
は
な
い
し
仲
裁
人
の
数
も
少
な
く
て
良
い
。

(
b
)
仲
裁
機
関
の
権
限

仲
裁
機
関
が
解
決
で
き
る
の
は
当
事
者
間
の
全
て
の
紛
争
で
は
な
く
、
協
定
の
履
行
に
際
し
て
生
じ
た
紛
争
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
協
定
の
履

行
に
際
し
て
生
じ
た
紛
争
を
全
て
仲
裁
の
対
象
と
す
る
の
で
な
い
場
合
は
、
い
か
な
る
紛
争
を
仲
裁
の
対
象
に
す
る
か
に
つ
い
て
の
詳
し
い
規
定
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を
協
定
中
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
仲
裁
の
対
象
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
、
共
同
生
産
物
の
生
産
・
販
売
に
関
す
る
紛
争
、
共
同
収
入
の
分
配
に
関

す
る
紛
争
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
①
生
産
に
関
し
て
は
、
中
間
製
品
や
部
品
の
引
渡
し
を
遅
滞
し
た
と
き
、
引
渡
し
量
、
引
渡
し

地
、
品
質
な
ど
が
約
定
通
り
で
な
か
っ
た
と
き
、
②
販
売
に
関
し
て
は
、
販
売
方
法
に
違
背
が
あ
っ
た
と
き
、
必
要
な
市
場
調
査
を
怠
っ
た
と
き
、

資
力
の
な
い
買
主
を
選
択
し
た
と
き
、
③
分
配
に
関
し
て
は
、
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
っ
て
分
配
し
な
か
っ
た
と
き
、
共
同
収
入
の
一
部
し
か
分

配
し
な
か
っ
た
と
き
、
分
配
を
遅
滞
し
た
と
き
、
な
ど
に
生
じ
る
紛
争
が
仲
裁
の
対
象
と
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
共
同
生
産
の
当
事
者
と

第
三
者
と
の
聞
で
生
じ
る
紛
争
に
つ
い
て
は
仲
裁
機
関
の
管
轄
は
及
ば
な
い
。

(
C
)

仲
裁
の
手
続

仲
裁
の
手
続
に
関
す
る
事
項
を
全
て
共
同
生
産
協
定
で
規
制
す
れ
ば
、
関
連
条
文
が
余
り
に
も
多
く
な
り
、
協
定
全
体
の
内
容
が
複
雑
で
分
か

り
に
く
く
な
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
不
必
要
で
あ
り
ま
た
不
可
能
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
仲
裁
に
関
す
る
基
本
的
条
項
は
共
同
生
産
協
定
に
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基
本
的
条
項
に
基
づ
い
て
仲
裁
手
続
を
規
制
す
る
個
別
の
規
範
が
さ
ら
に
制
定
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
誰
が
そ

の
規
範
を
制
定
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
仲
裁
手
続
の
重
要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
を
仲
裁
機
関
や
共
同
機
関
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
労

働
者
自
身
が
直
接
こ
れ
を
制
定
し
な
い
ま
で
も
、
せ
め
て
各
当
事
者
の
管
理
機
関
が
こ
れ
を
制
定
す
る
の
が
望
ま
し
い
(
〈
・
〈
口
町
内
門
戸
町
宮
司
印
可
-

N
C
N
N
C
K
H
)

。

(3)
仲
裁
以
外
の
紛
争
解
決
方
法
と
し
て
は
、
①
紛
争
当
事
者
間
で
協
議
す
る
、
②
紛
争
事
案
ご
と
に
共
同
委
員
会
を
設
置
す
る
、
③
共
同
機
関
に

委
ね
る
、
④
共
同
生
産
の
各
当
事
者
の
経
営
機
関
に
委
ね
る
(
業
務
遂
行
、
労
働
過
程
の
組
織
・
調
整
に
関
す
る
紛
争
の
場
合
)
、
⑤
共
同
生
産
の

各
当
事
者
の
管
理
機
関
に
委
ね
る
(
特
に
、
労
働
と
資
産
の
連
合
、
共
同
収
入
の
確
定
・
分
配
当
事
者
に
関
す
る
紛
争
の
場
合
)
、
と
い
っ
た
も
の

が
あ
る
(
〈
・
ぐ
口
町
立
戸

E
O噌印可
-
M
O
ω
w
M
C
印)。

(
4
)
〈
・
〈
zm巾
門
戸
町
円
0
・印可
-
N
C
H
I
N
O
N
-

北法39(1・63)63



説論

(
ア
)

共
同
危
険
負
担

北法39(1・64)64

(
ム
ハ
)

損
失
の
分
配

共
同
生
産
に
お
け
る
危
険
と
し
て
は
、
商
品
の
運
送
の
不
履
行
ま
た
は
不
完
全
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
る
危
険
、
商
品
の
品
質
の
悪
さ
に
よ
っ

て
生
じ
る
危
険
、
商
品
の
滅
失
・
段
損
に
よ
っ
て
生
じ
る
危
険
、
売
却
済
み
の
商
品
の
代
金
支
払
不
能
に
よ
っ
て
生
じ
る
危
険
と
い
っ
た
も

の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
危
険
類
型
が
こ
れ
で
全
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
に
も
当
事
者
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
出
来
事
は

存
在
す
る
。

共
同
生
産
の
当
事
者
は
協
定
に
よ
っ
て
危
険
負
担
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
険
の
負
担
と
は
当
事
者
に
生
じ
た
損
害
の
分
配

に
他
な
ら
な
い
。
損
害
が
発
生
し
な
い
な
ら
ば
危
険
負
担
も
な
い
。
損
害
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
も
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
変
わ
る
。

損
害
を
生
ぜ
し
め
た
出
来
事
の
発
生
に
つ
き
責
を
負
う
者
が
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
当
然
そ
の
者
が
危
険
を
負
担
す
る
。
責
を
負
う
べ
き
者

を
特
定
で
き
な
い
と
き
、
ま
た
は
そ
の
出
来
事
を
予
防
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
見
て
不
可
能
で
あ
っ
た
と
き
は
、
協
定
に
定
め
ら
れ
た
基
準

に
従
っ
て
全
当
事
者
が
危
険
を
負
担
す
る
。
当
事
者
は
、
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
も
っ
と
も
公
平
に
危
険
の
効
果
が
分
散
さ
れ
る
よ
う
な
基

準
を
発
見
し
、
こ
れ
を
協
定
に
規
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
危
険
が
発
生
し
た
事
業
期
間
中
に
連
合
さ
れ
た
労
働
と
資
産
の
価
値
に
比
例
し
て

こ
れ
を
分
配
す
る
と
い
う
方
法
も
可
能
で
あ
る
。

危
険
負
担
と
は
、
単
に
損
害
分
配
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
分
配
額
を
相
互
に
支
払
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
従
っ

て
、
そ
の
支
払
い
義
務
の
履
行
期
お
よ
び
履
行
方
法
を
協
定
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
当
事
者
は
危
険
負
担
の
資
金
を
確
保
す
る
た
め
に
共

同
危
険
資
金
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

な
お
、
債
務
関
係
法
の
危
険
負
担
に
関
す
る
条
項
は
、
共
同
事
業
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
か
か
る
契
約
法
上
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
誰
に
も



過
失
が
な
い
場
合
で
も

一
当
事
者
の
み
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
は
共
同
事
業
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ユーゴスラピア取引法における自主管理協定と契約(ー)

協
定
当
事
者
間
の
損
害
賠
償
責
任

共
同
危
険
負
担
は
、
危
険
な
い
し
損
失
の
発
生
に
つ
き
ど
の
当
事
者
に
も
過
失
が
な
か
っ
た
場
合
に
機
能
す
る
。
い
ず
れ
か
の
当
事
者
(
加

害
者
)
が
自
己
の
過
失
に
よ
り
そ
の
義
務
を
履
行
で
き
ず
、
そ
の
た
め
他
の
当
事
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
加
害
者
が
そ
れ
を
賠
償

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
損
害
賠
償
に
つ
き
協
定
に
定
め
が
な
い
と
き
、
ま
た
は
不
十
分
な
定
め
し
か
な
い
と
き
に
は
、
連
合
労
働
法
お
よ

び
債
務
関
係
法
の
一
定
の
条
項
が
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
る
。
協
定
当
事
者
は
連
帯
の
精
神
に
基
づ
い
て
相
互
の
関
係
を
調
整
す
る
は
ず
で

あ
る
が
、
義
務
の
不
履
行
に
対
す
る
当
事
者
の
責
任
に
関
す
る
規
範
構
造
は
、
連
帯
の
精
神
の
希
薄
な
契
約
取
引
の
場
合
と
形
式
的
に
は
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
相
互
の
利
害
が
対
立
し
て
い
な
い
か
、
利
害
が
対
立
し
て
い
る
と
し
て
も
そ
れ
を
超
え
る
さ
ら
に
大

き
な
共
通
利
害
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
と
い
う
協
定
取
引
当
事
者
の
相
互
関
係
は
責
任
構
造
に
は
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
契
約
取
引
に
対

す
る
協
定
取
引
の
独
自
性
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
イ
)(a)

共
同
事
業
協
定
上
の
義
務

共
同
事
業
等
の
経
済
的
事
業
に
関
す
る
協
定
が
定
め
る
義
務
と
は
、
一
定
の
資
産
を
与
え
る
こ
と

(
E
Sロ
芝
、
一
定
の
労
働
を
投
入
す

る
こ
と
(
作
為
)
、
一
定
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
(
不
作
為
)
ま
た
は
一
定
の
事
実
を
甘
受
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
義
務
の
種
類
、
範
囲
、

履
行
要
件
な
ど
は
当
事
者
が
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
と
契
約
上
の
義
務
と
の
聞
に
は
大
き
な
違
い
は
な
い
。
但
し
、

共
同
事
業
協
定
か
ら
生
じ
る
権
利
義
務
の
範
囲
は
契
約
の
場
合
よ
り
も
ず
っ
と
広
い
と
さ
れ
る
。
共
同
事
業
協
定
の
主
た
る
義
務
は
、
具
体

的
に
は
、
労
働
と
資
産
の
連
合
に
関
す
る
義
務
、
共
同
事
業
の
運
営
に
関
す
る
義
務
、
共
同
収
入
・
共
同
所
得
の
獲
得
・
分
配
に
関
す
る
義
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務
、
共
同
危
険
負
担
に
関
す
る
義
務
お
よ
び
当
事
者
の
そ
の
他
の
財
産
的
な
義
務
で
あ
る
。

協
定
は
そ
の
当
事
者
を
拘
束
す
る
(
憲
法
二
一
六
条
)
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
協
定
上
の
義
務
は
履
行
さ
れ
る
た
め
に
協
定
中
に
定
め
ら

れ
る
。
当
事
者
は
協
定
の
定
め
る
通
り
に
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
協
定
の
当
事
者
は
、
協
定
に
よ
り
引
き
受
け
た
義
務

を
、
法
律
が
そ
の
義
務
を
定
め
た
場
合
と
同
様
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
協
定
に
定
め
ら
れ
た
時
期
に
、
協
定
の
定
め
る
方
法
で
義
務

を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
法
律
ま
た
は
協
定
の
定
め
た
法
的
不
利
益
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
協
定
は
契
約
と

同
様
に
当
事
者
に
と
っ
て
は
法
律
で
あ
る
。
義
務
を
履
行
す
る
か
否
か
が
当
事
者
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
に
は
意
味
は
な
い
。
一
般
に
協
定
は
締
結
さ
れ
る
だ
け
で
実
効
性
を
持
た
な
い
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
協
定
が
契
約
に
比
べ

て
弱
い
法
的
効
果
し
か
持
た
な
い
と
い
う
主
張
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
協
定
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
規
範
で
あ
り
、

合
意
に
基
づ
く
他
の
規
範
(
も
ち
ろ
ん
契
約
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
)
と
同
じ
法
的
効
力
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
共
同
事
業
協
定
の

場
合
も
契
約
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
各
条
項
は
定
め
ら
れ
て
い
る
通
り
に
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
協
定
の

一
当
事
者
が
そ
の
義
務
を
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
他
の
当
事
者
は
、
損
害
の
賠
償
で
は
な
く
義
務
の
強
制
的
履
行
を
求
め
る
こ
と

も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

自命

損
害
賠
償

共
同
事
業
協
定
の
当
事
者
は
、
協
定
上
の
財
産
的
義
務
の
不
履
行
、
遅
滞
履
行
、
履
行
不
能
、
協
定
の
解
約
、
協
定
の
無
効
に
よ
り
損
害

を
被
る
こ
と
が
あ
る
。
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
当
事
者
は
こ
れ
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
連
合
労
働
法
は
賠
償
責
任
が
あ
る
こ
と
を

定
め
る
の
み
で
、
損
害
、
責
任
の
要
件
、
賠
償
の
範
囲
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
(
六

O
四
条
一
項
)
。
そ
こ
で
、
債
務
不
履

行
、
遅
滞
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
め
ぐ
る
債
務
関
係
法
の
条
項
が
、
協
定
に
よ
り
当
事
者
が
引
き
受
け
た
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
対

(b) 
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し
て
も
類
推
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
だ
が
、
協
定
に
よ
り
当
事
者
が
引
き
受
け
た
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
害
の
賠
償
に
対
し
て
、
契
約
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
旨
の
定
め
が
連
合
労
働
法
に
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
債
務
関
係
法
の
類
推
適
用

が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
損
害
発
生
に
基
づ
い
て
生
じ
た
関
係
は
、
当
事
者
か
仲
裁
機
関
か
連
合
労
働
裁
判
所
の
い

ず
れ
か
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
の
法
体
系
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
新
た
な
損
害
概
念
が
持
ち
出
さ

れ
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
右
の
問
題
に
対
し
て
は
、
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
関
す
る
債
務
関
係
法
の
各
条
項
を
類

推
適
用
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
お
r

そ
の
た
め
、
協
定
上
の
義
務
違
反
に
対
す
る
法
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
、
契
約
上
の
債
務
違
反
に
対
す
る

法
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
事
者
が
財
産
的
義
務
を
履
行
し
な
い
た
め

に
協
定
が
解
約
さ
れ
た
場
合
一
は
も
ち
ろ
ん
、
解
約
に
至
ら
ず
と
も
履
行
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
当
事
者
は
そ
れ

に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
事
業
の
当
事
者
は
、
協
定
中
に
違
約
金
の
定
め
を
置
く
こ
と
も
で
き
る
。

第
三
者
に
対
す
る
責
任

共
同
生
産
の
当
事
者
は
、
共
同
収
入
の
実
現
に
際
し
て
第
三
者
と
行
う
取
引
で
ど
の
よ
う
に
責
任
を
負
う
か
に
関
す
る
定
め
を
協
定
に
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
責
任
に
は
、
共
同
生
産
に
必
要
な
原
材
料
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
サ
ー
ビ
ス
等
を
確
保
す
る
際
に
職
場
が

債
権
者
(
第
三
者
)
に
負
っ
た
義
務
の
履
行
に
関
す
る
責
任
、
お
よ
び
、
共
同
生
産
物
の
品
質
や
引
渡
し
時
期
な
ど
に
関
し
て
買
主
に
対
し

て
負
う
責
任
の
両
方
が
含
ま
れ
る
。

企
業
や
企
業
連
合
の
内
部
で
複
数
の
職
場
が
共
同
生
産
を
行
う
場
合
、
こ
れ
ら
の
組
織
が
自
己
の
名
で
、
但
し
職
場
の
計
算
で
第
三
者
と

取
引
を
行
う
権
利
を
持
つ
と
い
う
定
め
を
組
織
協
定
の
中
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
各
職
場
は
組
織
協
定
に
定
め
ら
れ
た
態
様

で
、
つ
ま
り
、
連
帯
し
て
ま
た
は
補
充
的
に
、
お
よ
び
、
有
限
に
ま
た
は
無
限
に
責
任
を
負
う
。

(
ウ
)
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共
同
生
産
を
行
う
複
数
の
職
場
が
同
一
の
企
業
・
企
業
連
合
に
属
し
て
い
な
い
場
合
は
、
各
職
場
は
個
別
に
第
三
者
と
取
引
を
行
う
こ
と

も
で
き
る
し
、
一
つ
の
職
場
ま
た
は
い
く
つ
か
の
職
場
が
自
己
の
名
で
、
但
し
共
同
生
産
に
参
加
し
て
い
る
各
職
場
の
計
算
で
義
務
を
負
う

こ
と
も
で
き
る
。
ど
の
職
場
も
、
第
三
者
と
取
引
を
行
い
自
己
の
名
と
自
己
の
計
算
で
権
利
を
取
得
し
義
務
を
負
う
場
合
は
、
各
職
場
が
自

己
の
処
分
し
得
る
資
産
を
も
っ
て
義
務
に
対
し
責
任
を
負
う
。
他
方
、
一
つ
の
職
場
が
自
己
の
名
で
、
但
し
他
の
職
場
の
計
算
で
取
引
を
行

う
場
合
は
、
自
己
の
名
で
義
務
を
引
き
受
け
た
職
場
に
連
帯
し
て
、
他
の
職
場
も
責
任
を
負
う
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
補

充
的
責
任
の
定
め
を
置
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
共
同
事
業
の
た
め
に
直
接
に
第
三
者
と
取
引
を
す
る
複
数
の
職
場
は
、
別
段
の
定

め
が
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
第
三
者
に
対
し
連
帯
責
任
を
負
う
(
債
務
関
係
法
四
二
ニ
条
参
照
)
。
第
三
者
に
対
す
る
責
任
の
形
態
は
共
同

生
産
の
当
事
者
の
共
同
利
益
に
も
っ
と
も
合
致
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
が
、
同
時
に
債
権
者
の
利
益
保
護
も
考
慮
さ
れ
る
。
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(
2
)
売
買
契
約
に
よ
る
危
険
負
担
が
適
用
さ
れ
る
と
、
あ
る
場
合
に
は
買
主
の
み
が
危
険
を
負
担
し
(
例
え
ば
、
買
主
が
売
買
の
目
的
物
の
引
渡
を

受
け
た
場
合
、
引
渡
と
同
時
に
危
険
は
貿
主
に
移
転
す
る
。
買
主
が
受
領
遅
滞
に
陥
っ
て
い
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
|
債
務
関
係
法
四
五
六
条
一

項
、
四
五
七
条
一
項
て
あ
る
場
合
に
は
売
主
の
み
が
危
険
を
負
担
す
る
(
例
え
ば
、
売
買
の
目
的
物
に
暇
庇
が
あ
る
た
め
に
、
買
主
が
契
約
を
解

除
し
、
ま
た
は
目
的
物
の
交
換
を
請
求
し
た
場
合
は
、
売
主
の
み
が
危
険
を
負
担
す
る
|
債
務
関
係
法
四
五
六
条
二
項
)
。
こ
こ
に
は
、
危
険
を
共

同
で
負
担
す
る
と
い
う
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。

(3)
協
定
上
の
義
務
の
履
行
責
任
の
問
題
は
協
定
一
般
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
経
済
活
動
関
係
を
規
制
対
象
と
す
る
協
定
、
つ
ま

り
、
経
済
的
事
業
匂
吾
、
『
邑

5
3印
芯
〈
由
三
目
に
関
す
る
当
事
者
の
相
互
の
個
別
的
権
利
義
務
を
定
め
る
協
定
(
例
え
ば
、
生
産
組
織
・
取
引
組
織

の
相
互
関
係
、
価
格
、
共
同
投
資
・
共
同
事
業
の
た
め
の
労
働
と
資
産
の
連
合
、
市
場
へ
の
共
同
参
加
、
特
許
権
等
の
使
用
と
い
っ
た
事
項
に
関

す
る
協
定
)
に
お
い
て
と
く
に
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
(
〉
ロ
骨
&
司
ユ
E
R
B
g一
。
企
一
。
〈
。
門
口
。
ぇ

N田
町
三
宮
〈
田
口
〕
巾

0σ
〈巾
N国℃『
2
N巾丘町
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E
B
o
z
-
)
E
S
-ヨ
唱
。
ENEHHM。
B
ロ
O

E
白
色
耳
目
〈
日
仏
ロ
om
吉田
]
O
〈白
a
p
》

ω同日。己目】門出〈口。

HVE〈
。
《
噂

ω
¥
5
8・
2
円
・
色
主
)
。

憲
法
二
一
七
条
一
項
は
、
協
定
の
不
履
行
に
対
す
る
基
本
的
責
任
形
態
と
し
て
、
財
産
的
責
任
と
社
会
的
責
任
の
二
つ
を
定
め
て
い
る
。
そ
の

う
ち
、
損
害
賠
償
、
賠
償
額
の
予
定
、
物
の
返
還
と
い
っ
た
財
産
的
責
任
は
完
全
な
「
法
的
」
責
任
で
あ
る
。
財
産
的
責
任
は
、
協
定
上
の
財
産

的
義
務
の
不
履
行
の
際
に
生
じ
る
責
任
形
態
で
あ
る
か
ら
、
財
産
的
権
利
・
義
務
を
主
た
る
内
容
と
す
る
経
済
活
動
分
野
の
協
定
の
場
合
は
、
こ

の
財
産
的
責
任
が
支
配
的
責
任
形
態
と
な
る
(
〉
-
H
t
B
R自白
P
E
0・
巳
円
怠
)
。
共
同
事
業
協
定
も
経
済
活
動
分
野
の
協
定
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
ら
の
財
産
的
責
任
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

他
方
、
当
事
者
は
、
協
定
上
の
義
務
の
不
履
行
に
対
す
る
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
の
定
め
を
協
定
中
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
的
責
任
を

問
う
具
体
的
形
態
と
し
て
は
、
不
履
行
者
に
対
す
る
警
告
、
公
的
非
難
、
協
定
脱
退
勧
告
な
ど
が
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
の
場
合
、
そ
の
要

件
、
実
行
方
法
、
実
行
手
続
に
つ
き
当
事
者
は
予
め
合
意
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
明
確
に
定
め
ら
れ
た
規
範
に
従
っ
て
問
題
が
処
理
さ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
こ
れ
も
寸
法
的
」
な
、
「
自
主
管
理
法
的
な
」
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
〉
・
司
ユ

5
qヨ国間
f
u
g
-
2円・印。)。

(
4
)
〉
-
m
，ュB
R
E
s
-
2
g
w
印可・

8
一
〈
・
〈
ロ
官
昨
日
hyou-
門戸丹よ印可・印
ω。
も
っ
と
も
、
憲
法
・
法
律
・
社
会
主
義
自
主
管
理
社
会
の
モ
ラ
ル
に
反
し

た
義
務
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
連
合
労
働
法
五
九
八
条
一
項
)
。
か
か
る
義
務
が
定
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
協
定
は
全
体
と
し
て
、
ま
た
は
部

分
的
に
無
効
と
な
る
。
無
効
に
つ
い
て
は
、
契
約
法
の
原
則
が
準
用
さ
れ
る
(
同
条
二
項
)
。
ま
た
、
当
事
者
は
そ
の
権
利
・
能
力
・
行
為
能
力
の

範
囲
内
で
の
み
義
務
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
5
)
〈
・
〈
口
町
巾
丘
町
・

2
g
-
m可
・
誌
・

(
6
)
〉・

3
・日
B
R
B白
p
o
u
-
n
F
-
m可
・
怠
・

(
7
)
(
8
)
〈
・
〈
ロ
m
a
-
m・0
匂
巳
?
凹
可
・
ロ
・

(
9
)
も
っ
と
も
、
事
情
の
変
更
に
よ
り
、
そ
こ
で
定
め
ら
れ
た
財
産
上
の
義
務
の
履
行
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
の
と
き
と
同
様
、

協
定
を
変
更
ま
た
は
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
れ
は
法
律
ま
た
は
協
定
の
定
め
る
場
合
に
限
ら
れ
る
(
〈
・
〈
忠
巾
門
戸
町
同
0
・鬼門・叶
N
)

。

財
産
的
義
務
の
履
行
を
著
し
く
困
難
に
す
る
事
情
変
更
に
基
づ
い
て
当
事
者
が
協
定
の
解
約
を
求
め
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
他
の
当
事
者

は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
公
正
賠
償
官
印
〈
j

広
口
白
ロ
白

}S白
色
白
を
当
該
当
事
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
連
合
労
働
法
六

O
一

条
五
項
)
。
事
情
変
更
を
主
張
す
る
当
事
者
が
、
協
定
締
結
時
に
そ
れ
を
予
見
す
べ
き
だ
っ
た
場
合
ま
た
は
そ
れ
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
た
場

合
、
お
よ
び
事
情
変
更
が
義
務
の
履
行
期
到
来
後
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
協
定
の
解
約
を
請
求
で
き
な
い
か
ら
(
同
法
六

O
一
条
三
項
、
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四
項
)
、
公
正
賠
償
の
支
払
義
務
は
事
情
変
更
お
よ
び
損
害
発
生
に
つ
き
過
失
の
な
い
当
事
者
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
公
正
賠
償
と
は
何
か

に
つ
い
て
法
律
に
定
め
は
な
い
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
損
害
全
額
の
賠
償
で
あ
る
必
要
は
な
い
(
〈
・
〈
口
町
立
戸
町
門
0
・
m
可

-
E吋
巴
∞
)
。

(
叩
)
協
定
の
効
力
に
関
す
る
重
要
問
題
の
一
つ
は
、
義
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
、
権
利
者
は
強
制
的
に
当
該
義
務
の
履
行
を
請
求
で
き
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
契
約
の
場
合
は
、
債
権
者
は
債
務
不
履
行
、
遅
滞
履
行
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
ま
た
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
で
な
く
、
義
務
の
履
行
を
債
務
者
に
請
求
で
き
る
(
債
務
関
係
法
一
二
四
条
)
。
連
合
労
働
法
に
は
義
務
の
強
制
的
履
行
に
関
す
る
明
文

の
定
め
は
な
い
が
、
協
定
の
場
合
も
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
己
の
財
産
的
義
務
を
期
限
内
に
履
行
し
な
か
っ
た
当
事

者
に
対
し
て
、
裁
判
所
を
通
じ
て
そ
の
義
務
の
履
行
を
強
制
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
協
定
は
完
全
な
法
的
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。
連
合
労
働
法
六

O
二
条
、
六

O
四
条
の
定
め
る
協
定
の
解
約
お
よ
び
不
履
行
に
対
す
る
損
害
賠
償
と
い
う
方
法
は
最
終
的
な
保
護

形
態
で
あ
り
、
他
に
取
る
べ
き
方
法
が
な
い
場
合
に
の
み
取
ら
れ
る
措
置
で
あ
る
。
解
約
お
よ
び
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
対
す
る
損
害
賠
償
に

よ
っ
て
協
定
を
終
了
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
協
定
を
締
結
す
る
当
事
者
の
求
め
た
こ
と
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
協
定
の
当
事
者
は
財
産
的
義

務
の
履
行
を
め
ぐ
る
紛
争
を
仲
裁
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
連
合
労
働
裁
判
所
に
お
い
て
(
但
し
、
協
定
に
仲
裁
の
定
め
が
な
い
と
き
に
限
る
)
解
決

し
、
そ
の
仲
裁
判
断
ま
た
は
判
決
は
強
制
的
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
当
事
者
の
利
益
に
よ
り
合
致
す
る
(
〉
-
m，
E
s
q・

5
白ロ
w

。円以

-nx・・回同吋
-
h
p

吋
一
〈
・
〈
口
町
巾
Z
A
Y
O
H
M
-

門
戸
唱
え
『
・
吋
ω)
。

(日

)
C
C
E
U
富山

z
r
i
m
一
∞
白
ョ
。
ロ
U
E〈
ロ
山
田
宮
吋
同
N
E
B
-
z
m
O
4。
こ
三

E
O〈
。
円
山
口
。
印
有
g
M白
Z
R『
g
N白
-gロ
印
。

E
『
z
w
g
o
g
E
a
z
w

VNσ
。円ロ
-ww
吋
白
色
。
〈
印
有
印
〈
口
。
m
E
W
E
R
g
z
z。〈。
g
ω
向
島

Z

《・

5
呂
・
閉
門
司
・
口
一
辺
。
σo色
白
ロ
句
巾
円
c
i
m
一
o
z
-
m白
色
。
ロ
。
胃
白
〈
P
∞巾。
m
E門戸

呂
∞
ゲ
由
門
『
・
会
一
〈
・
〈
zm巾
門
戸
。
℃
・
円
一
門
司
鬼
門

-
E
H
E
N

(
ロ
)
協
定
の
当
事
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
の
は
、
次
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
①
他
の
当
事
者
が
、
協
定
に
定
め
ら
れ
た
種

類
、
範
囲
、
期
間
、
方
法
で
引
き
受
け
た
財
産
的
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
、
②
そ
の
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
こ
と
、
③
免
責
事
由

が
な
い
こ
と
、
④
義
務
の
不
履
行
と
損
害
の
聞
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
、
⑤
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
当
事
者
が
立
証
す
る
こ

ト
」
。
(
二
財
産
的
義
務
の
不
履
行
が
な
け
れ
ば
、
不
履
行
に
よ
る
損
害
も
、
損
害
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
も
発
生
し
な
い
。
当
事
者
は
、
協
定
で
合

意
し
た
通
り
に
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
約
定
さ
れ
た
物
で
は
な
く
類
似
の
物
を
引
渡
し
て
も
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に

は
な
ら
ず
、
ま
た
、
約
定
し
た
物
で
あ
っ
て
も
約
定
通
り
の
量
で
な
げ
れ
ば
、
同
じ
く
、
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
義
務
が
不
可
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分
で
な
く
部
分
的
に
で
も
履
行
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
残
余
部
分
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
み
当
事
者
は
責
任
を
負
う
。
協
定
に
定
め
ら
れ
た
方
法

通
り
に
、
ま
た
は
定
め
ら
れ
た
期
限
内
に
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
も
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
当
事
者
は
責
任
を
負
う
。

遅
滞
履
行
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
損
害
が
生
じ
る
前
に
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
損
害
が
発
生
し
て
も
、
そ
れ
と
遅
滞
履
行
と

の
聞
に
は
因
果
関
係
が
な
い
か
ら
履
行
を
遅
滞
し
た
当
事
者
に
責
任
は
な
い
。

(
二
)
当
事
者
が
損
害
を
被
ら
な
け
れ
ば
賠
償
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。
民
法
で
は
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
損
害
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
抽
象
的
損

害
の
額
は
、
商
品
の
引
渡
し
日
翌
日
の
引
渡
し
地
に
お
け
る
市
場
価
格
と
約
定
の
価
格
と
の
中
間
額
で
あ
り
、
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
際
に
は
買

主
は
実
際
に
ど
れ
だ
け
の
損
害
を
被
っ
た
か
を
立
証
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
協
定
上
の
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
の
場
合
は
、

抽
象
的
損
害
で
は
な
く
、
被
害
者
が
実
際
に
被
っ
た
具
体
的
損
害
が
問
題
と
な
る
。

損
害
の
概
念
は
債
務
関
係
法
一
五
五
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
協
定
上
の
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
よ
り
生
じ
る
損
害
は
、

社
会
的
資
産
の
減
少
(
通
常
損
害
)
と
得
べ
か
り
し
社
会
的
資
産
の
増
加
分
(
逸
失
利
益
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。

損
害
額
は
仲
裁
に
よ
り
認
定
す
る
。
協
定
で
仲
裁
に
関
す
る
定
め
を
置
か
な
か
っ
た
と
き
は
連
合
労
働
裁
判
所
が
損
害
額
を
認
定
す
る
。

(
三
)
加
害
者
に
免
責
事
由
が
あ
れ
ば
、
義
務
の
不
履
行
お
よ
び
損
害
の
発
生
と
い
う
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
て
も
、
賠
償
請
求
は
で
き
な
い
。

い
ず
れ
の
当
事
者
に
も
責
任
の
な
い
出
来
事
(
契
約
締
結
後
、
履
行
期
到
来
前
に
発
生
し
た
出
来
事
で
予
防
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
)

に
よ
り
財
産
的
義
務
の
履
行
が
不
能
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
当
事
者
は
免
責
さ
れ
る
と
い

う
定
め
は
連
合
労
働
法
に
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
加
害
者
が
責
任
を
負
う
と
い
う
定
め
も
連
合
労
働
法
に
は
な
い
。
但
し
、
財
産
的
義
務
を
履

行
不
能
に
し
た
出
来
事
の
発
生
に
対
し
て
責
任
の
あ
る
当
事
者
は
、
履
行
不
能
に
よ
り
他
の
当
事
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
定
め
は
あ
る
か
ら
(
六

O
六
条
四
項
て
そ
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
当
該
出
来
事
の
発
生
に
責
任
の
な
い
当
事
者
は
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い

と
い
う
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
四
)
義
務
の
不
履
行
と
損
害
発
生
と
の
聞
に
直
接
ま
た
は
間
接
の
因
果
関
係
が
な
け
れ
ば
賠
償
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。

(
五
)
協
定
の
当
事
者
の
義
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
す
る
他
の
当
事
者
は
、
い
か
な
る
損
害
を
ど
の
程
度
被
っ
た
か
を
立

証
す
る
負
担
を
負
う
(
〈
・
〈
忠
巾
E
m
-
-印
昨

0
・
2円
-
E
N
t
E
P
E∞ーに吋)。

(
日
)
当
事
者
が
二
者
し
か
お
ら
ず
、
解
約
に
よ
り
協
定
の
効
果
が
消
滅
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
協
定
に
三
者
以
上
の
当
事
者
が
い
て
、
義
務
不
履

行
の
当
事
者
を
除
く
残
り
の
当
事
者
聞
で
は
協
定
の
効
果
が
存
続
し
て
い
る
と
い
う
場
合
(
連
合
労
働
法
六

O
三
条
)
に
も
、
賠
償
義
務
は
生
じ
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る
(
〈
・
〈
口
開
巾
江
戸
山
田
同
0
・鬼門
-
E
S
。
協
定
が
解
約
さ
れ
た
場
合
、
自
己
の
義
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
す
で
に
履
行
し
て
い
る
当
事
者
は
、
協

定
か
ら
排
除
さ
れ
た
当
事
者
に
対
し
既
履
行
分
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
連
合
労
働
法
六

O
五
条
二
項
)
。
但
し
、
協
定
の
解
約
に
つ
い

て
は
、
債
務
関
係
法
二
ニ
一
条
を
類
推
適
用
し
て
、
協
定
上
の
義
務
の
う
ち
の
重
要
で
な
い
部
分
の
不
履
行
が
あ
っ
て
も
解
約
は
認
め
る
べ
き
で

な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
(
〉
・
明
江
5
2自由
p
o匂
・
門
戸

-a『・怠)。

(M)
遅
れ
て
義
務
を
履
行
し
た
当
事
者
も
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
は
連
合
労
働
法
の
条
項
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

連
合
労
働
法
に
は
、
財
産
的
義
務
を
履
行
し
な
い
当
事
者
に
対
し
て
催
告
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
六

O
二
条
)
。
同
条
は
、
催
告
に
も
か

か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
財
産
的
義
務
を
履
行
し
な
い
当
事
者
と
の
間
で
協
定
を
解
約
す
る
権
利
を
他
の
当
事
者
に
与
え
て
い
る
。
義
務
の
不
履
行

を
原
因
と
す
る
協
定
の
解
約
お
よ
び
損
害
賠
償
の
請
求
(
六

O
四
条
二
項
)
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
遅
れ
た
義
務
の
履
行
に
対
し
て
も
損
害
賠
償

を
認
め
る
よ
う
に
し
た
方
が
当
事
者
お
よ
び
取
引
一
般
の
利
益
に
な
ろ
う
。
他
人
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、
そ
れ
が
そ
の
者
の
過
失
に
よ
ら
ず
に

生
じ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
債
務
関
係
法
一
五
四
条
一
項
。
も
っ
と
も
、
無
過
失
責
任

の
場
合
は
別
で
あ
る
)
。
こ
の
一
般
原
則
は
法
制
度
全
般
に
当
て
は
ま
り
、
協
定
の
規
制
す
る
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
。
結
局
、
協
定
上
の
義
務
を

遅
れ
て
履
行
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
被
害
者
の
賠
償
請
求
権
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
財
産
的
義
務
の
履
行
の
遅
れ
は
他
の
当
事
者
に

莫
大
な
損
害
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
も
し
、
こ
の
場
合
に
損
害
の
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
協
定
の
当
事
者
に
は
法
律
の
効
果
が
及

ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
連
合
労
働
法
六

O
四
条
は
、
財
産
的
義
務
の
不
履
行
お
よ
び
遅
れ
た
義
務
履
行
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
〈
・
〈
ロ
m
m巴内
y
o
u
-
n
X
J
Z『・

5由

EC)
。

な
お
、
協
定
お
よ
び
協
定
上
の
財
産
的
義
務
の
無
効
に
関
し
て
は
明
文
の
規
定
に
よ
り
契
約
の
無
効
に
関
す
る
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
(
連

合
労
働
法
五
九
八
条
二
項
)
。
債
務
関
係
法
一

O
八
条
を
協
定
に
当
て
は
め
れ
ば
、
無
効
な
協
定
の
締
結
に
つ
き
過
失
の
あ
る
当
事
者
は
、
無
効
に

よ
り
他
の
当
事
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
を
負
う
。
但
し
、
被
害
者
が
無
効
原
因
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
場
合
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
日
)
協
定
の
各
当
事
者
は
、
財
産
的
義
務
を
履
行
し
な
い
当
事
者
が
他
の
当
事
者
に
支
払
う
べ
き
一
定
の
賠
償
額
(
違
約
金

E
乱
白

E
ロ白

W
E
E
)

を
協
定
に
よ
っ
て
予
め
定
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
(
連
合
労
働
法
六

O
四
条
二
項
)
。
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
対
す
る
賠
償
額
の
予
定
は
協
定

の
実
効
性
を
強
化
す
る
手
段
で
あ
る
。
連
合
労
働
法
は
、
遅
滞
履
行
に
対
し
て
も
賠
償
額
を
予
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
触

れ
て
い
な
い
が
、
当
事
者
が
そ
の
旨
の
定
め
を
置
く
こ
と
を
禁
止
し
て
は
い
な
い
。

北法39(1・72)72
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賠
償
額
の
予
定
は
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
対
し
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
財
産
的
義
務
と
は
物
な
い
し
権
利
に
関
す
る
義
務

の
み
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
金
銭
支
払
義
務
を
も
含
む
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
民
法
で
は
、
金
銭
支
払
義
務
の
不
履
行
に
対
し
て
一
定

の
金
銭
(
違
約
罰
)
の
支
払
を
約
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
(
債
務
関
係
法
二
七

O
条
三
項
)
。
そ
の
場
合
、
当
事
者
は
裁
判
所
を
通
じ
て

金
銭
支
払
請
求
権
を
実
現
し
、
金
銭
支
払
義
務
の
遅
滞
履
行
に
対
し
て
は
遅
延
利
息
を
約
定
す
る
(
同
法
二
七
七
条
)
。
協
定
に
お
い
て
は
金
銭
支

払
義
務
か
否
か
に
よ
る
区
別
は
十
分
に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
定
額
の
金
銭
支
払
を
対
象
と
す
る
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
対
し
て
も
賠
償
額
を

予
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
定
さ
れ
る
賠
償
額
は
協
定
の
当
事
者
が
独
自
に
こ
れ
を
定
め
る
。

損
害
が
生
じ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
的
義
務
の
不
履
行
の
事
実
が
あ
っ
た
だ
け
で
被
害
者
は
予
定
賠
償
額
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と

が
き
る
。
但
し
、
協
定
で
異
な
る
定
め
を
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
財
産
的
義
務
の
不
履
行
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
損
害
額
が
予

定
さ
れ
た
賠
償
額
と
同
じ
か
そ
れ
よ
り
も
小
さ
け
れ
ば
、
被
害
者
は
予
定
賠
償
額
の
他
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
損

害
額
が
予
定
賠
償
額
よ
り
も
大
き
け
れ
ば
、
被
害
者
は
予
定
賠
償
額
に
加
え
て
、
損
害
額
と
予
定
賠
償
額
と
の
差
額
に
つ
い
て
も
賠
償
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
(
連
合
労
働
法
六

O
四
条
二
項
)
。
損
害
賠
償
の
全
額
と
予
定
賠
償
額
(
違
約
金
)
と
を
併
せ
て
獲
得
で
き
る
旨
の
定
め
は
な
い
(
な

お
、
法
律
上
の
定
め
は
な
い
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
予
定
賠
償
額
が
損
害
額
よ
り
も
大
き
け
れ
ば
、
加
害
者
た
る
組
織
は
賠
償
額
の
引
き
下
げ
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ぇ
・
〈
]
白
色
ヨ
町
』
O
〈白ロ
0
4
一町一回口門出
B
一吋関。

mE-m
一ω回同居。ロ℃
E
〈ロ
O

℃『白
4
0
ロ
有
印
〈
ロ

ogm-丘
町
ヨ
ロ

ω
E
C・
∞
巾
om『釦門戸

E
E
-
出可・

5
ω
(立
制
巾
』
。
〈
白
口
。
im)
一日出。
σ。
色
白
ー
ロ
虫
凶
円
。
丘
町
・

-
Z丸
一
口
印
有
巾
間
窓
口
}
内
同
印
国
同
国
。
ロ
胃
即
〈
ロ
cm
印可。
E
N
Z
B
P

》

ω由同出。己円】
E
4
E
告
。
『
回
N

ロ
5
-
w印。

U
E〈
口
一
回
}
内
巴
《
・
回

g
m
E門
戸
呂
コ
w

由門司・

8
一
〉
・
明
ユ
E
R
B白
P
。円
y
n
-
F
-
∞門『・怠)。

予
定
賠
償
額
支
払
請
求
権
は
、
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
財
産
的
義
務
を
履
行
し
な
い
当
事
者
と
の
間
で
協
定
を
解
約
し
た
と
き
か

ら
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
定
を
解
約
し
た
と
き
以
降
、
約
定
の
財
産
的
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
白
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

但
し
、
協
定
に
よ
っ
て
こ
れ
と
異
な
る
定
め
を
置
く
こ
と
は
で
き
る
。
例
え
ば
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
期
限
の
経
過
後
は
直
ち
に
予
定
賠
償
額

を
請
求
で
き
る
と
の
定
め
を
置
く
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
者
は
、
期
限
経
過
後
に
、
予
定
賠
償
額
を
支

払
う
代
わ
り
に
自
己
の
財
産
的
義
務
を
履
行
し
て
そ
の
支
払
い
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
協
定
の
目
的
は
、
予
定
賠
償
額
の
支
払
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
協
定
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
が
予
定
さ
れ
た
賠
償
額
を
任
意
に
支
払
わ
な
い
と
き
に
は
、
賠
償
権
利
者
は
裁
判
所
を
通
じ
て
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
(
〈
・
〈
己

m
a一mw
。℃

-a?
凹可

-HE--怠
)
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説論

(
日
)
〈
・
〈
z
m
m
t
p
E
0・鬼門・

5
N
E
ω
・
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
第
三
章
で
詳
し
く
取
扱
う
。

* 
本
稿
脱
稿
後
、
連
合
労
働
法
が
改
正
さ
れ
(ω
戸

ω
E
N
H
J
H
H
¥
巴
∞
∞
)
、
共
同
事
業
に
関
す
る
規
定
も
一
部
変
更
さ
れ
た
。
共
同
事
業

に
関
す
る
款
の
条
文
数
は
五
分
の
一
に
激
減
し
、
本
号
で
述
べ
た
よ
う
な
詳
細
な
内
容
規
定
は
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
、
共
同
事
業
の

事
業
内
容
の
基
本
構
造
に
変
更
は
な
く
、
本
号
第
一
章
の
記
述
は
基
本
的
に
は
現
在
で
も
な
お
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

北法39(1・74)74 



Vol. XXXIX No.1 The Hokkaido Law Review 

THE HOKKAIDO LA W REVIEW 

Vol. XXX IX No. I 

SUMMARY OF CONTENTS 

Self-management Agreements and Contracts 

in the Yugoslav Legal Transaction (1) 

-An Analysis of their Ideas and N ormative Structures-

Introduction 

Transaction by Self-management Agreements 

1 Features of the Joint-Business 

(1) Association of Labor and Means 

(2) J oint Income 

(3) Joint Bearing of the Risks 

2 Self-management Agreement on the J oint Production 

Tomoyoshi ITo. 

[Sample of the Self-management Agreement on the Joint ProductionJ 

(1) Sale of the Joint Products 

(2) Acquisition and Allocation of the Joint Income 

(3) Conditions and乱1annerof Solidality 

(4) Joint Organ 

(5) Settlement of the Disputes 

(6) AlIocation of the Losses 

(to be continued) 

• Associate Professor， Faculty of Law， Sapporo Gakuin University 

北法39(1・252)252


